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我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから始

まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績をあ

げるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア近

隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ諸国

の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化問題が

進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に対する懸

念が台頭してきております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してますま

す技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られており

ます。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの力

をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果

を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業の各企

業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ねらい

を定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの

一つとして日本戦略研究フォーラムに「無人機（UAV）の汎用化に伴う防衛機器産業への

影響調査」を調査委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参

考に寄与すれば幸甚です。 

 

 

平成１８年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 
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現代は情報化の時代といわれております。情報の優越が国家のあるいは会社・個人の運

命を決する重要な要素となりました。軍事の世界においても同様であります。大量破壊兵

器に代表されるように兵器の威力が飛躍的に増大した結果、一寸の油断も許されなくなり

ました。相手の正確な位置、兵器の配備を正確に把握し、相手よりも先に攻撃して破壊す

ることが緊要であります。まさに情報の優越こそが勝敗を決すると言えます。イラク戦争

における米軍の進攻作戦は革命的とも言えるものでした。米軍はイラク軍に対し完全に情

報の優越を獲得しておりました。その情報の優越を確たるものにした一つがプレデターを

始めとする無人機（UAV）の活躍であります。人間が不得意とする、長時間かつ連続した

偵察・監視等の役割を無人機が立派に果たしました。そしていまや単に情報の収集のみな

らず、攻撃兵器としても着実に地歩を固めその役割を拡大しております。 

わが国において、無人機（UAV）の占める地位役割はいまだ微々たるものでありますが、

その将来性を正確に判断することが重要であります。世界の現状そして趨勢を正確に把握

し、脅威の対象としてその対応策をしっかり確立すると共に有効な装備としてそれが将来

の装備体系にいかに組み入れられるか等を見極め、そのことがわが国防衛機器産業に及ぼ

す影響を考察することが重要であります。今回日本機械工業連合会から、「無人機（UAV）

の汎用化に伴う防衛機器産業への影響調査」事業を受託したことは、真に時宜を得たもの

と考えております。 

本研究は、当フォーラム研究委員が、米国国防省を始め米議会調査局、ヘリテージ財団

等シンクタンクそして米国主要防衛産業を訪問して資料収集したほか、公刊資料を整理し、

またわが国の防衛機器産業を訪問して、防衛機器産業に及ぼす影響を研究討議し、報告書

として纏めたものであります。本報告書が関係各位のご参考に寄与すれば私の深く喜びと

するところであります。 

 

平成 18年 3月 

 

 

日本戦略研究フォーラム 

理事長 永野 茂門 
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はじめに 

 

 無人機には航空における無人機、陸上における無人機、水中における無人機と色々あり、

いずれも人が搭乗して操縦することなく遠隔操縦又は自動により移動し、所与の目的を達

成するための機械装置ということができるが、本報告書は航空における無人機（Unmanned 

Aerial Vehicle、略してUAV）を対象として調査研究を実施した1。 

 近年の戦争において無人機が果たしてきた役割は、極めて重要かつめざましいものがあ

る。米軍はかつてベトナム戦争において、低高度偵察用として無人機であるファイヤービ

ーを使用した実績がある2。その後、米国企業は1960年代から1970年代にかけて高高度長

期滞空型無人機を開発し、試験を成功裏に完了していたが、これを軍が採用することは無

かった3。しかしながら、それから約 20年後、無人機をめぐる環境に劇的な変化が起こっ

た。即ち、1991年の湾岸戦争において米軍はそれまで着弾観測用であった艦載無人機を偵

察・監視用に改良し、GPS及び通信衛星を活用して広域の偵察情報をリアルタイムで利用

できる体制を作り上げ、多大の成果を挙げた。このことが軍事作戦における無人機の有用

性を証明し、否それ以上に、今後の軍事作戦において無人機は作戦遂行のための不可欠な

エレメントとして重要な地位を占めていくであろうことを予期させるものとなった。 

 このことの背景としては、まず第1に、近年における情報通信技術の急激な技術革新が

もたらした軍事の兵器体系、ドクトリン、組織、人の意識等万般にわたる革命的な変化、

いわゆるRMAが進められてきたが、そのような中で無人機の運用環境も整えられていった

ということが挙げられる。次いで第2には、有人機では実施できないが無人機なら実施で

きること、或いは危険すぎるために無人機に実施させたほうが良いこと等、作戦遂行に当

たっての不可欠なミッションを無人機に期待するということが挙げられる。これは、例え

ば①敵対行為に曝される危険度が高い敵地偵察任務、あるいは敵の防空火網の制圧等、

Dangerous（危険な）任務、②生物・化学兵器物質とか核爆発等で汚染された空気中の危険

物質の採取等、Dirty（汚い）任務、③単純、単調な飛行を長時間にわたって継続すること

によるミスにつながる疲労や精神的弛緩、あるいはこれをクルーの増強で対処しようとす

れば人員増につながる等、Dull（単調な）任務、等はUAVに期待する任務であるというこ

                                                   
1 以下本報告書で「無人機」とした場合「無人航空機」のことである 
2 Air Force Magazine Sep. 2005 “The Crash of the UAV Tribes” by Rebecca Grant 
3  同上 
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とができる。第3には、防衛予算の圧縮が予想される状況の中にあって、無人機のライフ

サイクルコストは有人機の二分の一とか三分の一に抑えて当然であると考えられること、

或いはパイロットの養成に比べれば格段に安いコストで操縦者を養成できること等、防衛

調達予算の効率的使用に資するものであるということ。そして第4には、無人機を有人機

の補完として装備していくとすれば、これは省人化に貢献するものであり、人的資源の減

少が予測される環境にあっては、歓迎されるべき防衛力整備の手段であるということがで

きよう。 

 さて、RMAの嚆矢は湾岸戦争（1991年）時のGPSを利用したJDAMの使用であるとされる

が、このGPSを利用したJDAMの使用こそ、これまで戦闘の一部で使用されてきた無人機の

役割を革命的に拡大し、無人化技術による作戦構想の実施を可能とさせた発端となったも

のである。すなわち、敵と味方が対峙している前線にあって、陸上砲兵が敵側の複郭陣地

を攻撃し、これを航空戦力で支援するという、パイロットにとっては危険極まりない“近

接航空支援任務”を、GPSを利用したJDAMによる精密爆撃が代替することにより一方的な

勝利を収めた米軍の戦闘は、新たな戦闘様相の到来、すなわち軍事分野における革命の引

き金となった。JDAMとは、通常爆弾に慣性航法装置、GPSからの位置情報信号を受信する

航法衛星信号受信機、そして操舵空力フィンが取り付けられた、完全な全天候性能を有し

た自律航法爆弾である。高度1万メートル、目標から約20Km以内の範囲でその爆弾を航空

機から自由落下させれば、CEP（Circular Error Probabe：半数必中界）約3～13ｍの命中

率で目標に誘導されていく。すなわち、どの様な形の飛翔体でもよいから、爆弾を高度 1

万ｍの上空に運びさえすれば、後は重力が推進力となり、衛星からの電波によって操舵フ

ィンがコントロールされて目標に誘導されていく。換言すれば最早、搭載母機（Platform）

のパイロットによるコントロールを必要としない、爆弾自体が目標に向かって飛んでいく

という革命的な戦術・運用が可能となったのである。JDAMはその後、湾岸戦争時に試験的

に使用されたのち1997年に実運用態勢に入ったが､さらにJSOW（Joint Stand-Off Weapon )

やトマホーク等にもGPSが取り付けられ､それぞれの目標到達精度を向上させている。 

 運搬手段の形式を選ばないJDAMを使用すれば、航空優勢を確保しているという条件のも

と、爆撃機を使用した高高度からの地上部隊撃破が可能となり、空軍による陸軍や海軍に

対する戦闘支援は格段に有効になった。こうした現実から今般のイラク戦争では、B-1、B-2、

B-52といった、戦闘機に比し爆弾搭載量が格段に多量である爆撃機の活躍が顕著であった

が、それとともに衛星誘導爆撃装置を取り付けて爆撃精度を一段と向上させたJSOWやトマ
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ホークも著しい成果を挙げた。 

 つぎに指摘されるべきは、ひとつの搭載母機（Platform）で行われていた目標の発見、

識別・指定、要撃、撃破という４段階で構成される戦闘を、各機能のうち一つだけの機能

を果たす装備を開発し、これらをネットで統合（Integrate）して戦闘を完成するという作

戦構想が主流となったことである。米空軍では以上の経緯をKill Chainの機能分化と、ネ

ットによるこれら機能の統合（Integration）と表現しているが、Kill Chainとは、発見

(Find)・識別(Fix)・目標指定(Targeting)・追随（Track）・要撃(Engageまたは Employ)

及び撃破と打撃効果の判定（Access）のことであり、これを端的にF2T2EAと表現し、こう

した各機能がネットを介してIntegrateされることが可能となったため、それぞれの機能

は物理的に分離可能となり、個々の機能の無人化技術による無人化装備が推進され、敵の

攻撃から防御を容易にする戦術を生み出す契機となったのである。 

こうした戦闘機能の進化状況を改めて眺めてみると、搭載母機からまず分離されていっ

たのは目標発見機能であった。目標発見機能は、無人化技術を駆使することにより搭載母

機から分離され、ネットによる統合が図られていったが、その他の機能については無人化

はおろか搭載母機から分離不可能なものとして、また分離しても統合できないという技術

的限界を抱えたまま、人類は２１世紀を迎えたのであった。そのため陸・海・空軍は、セ

ンサーによる目標の発見を除き、識別・指定、要撃、撃破の段階を自己完結的に担い、他

の軍種にその部分の役割を委ねることはなかった。しかし、技術的進歩によりデジグネー

ターとシューターが分離可能となり、戦車・艦船・戦闘機にデジグネーターを搭載する必

要がなくなり、目標発見機能、目標指定機能、弾薬投射機能などの個々の無人化が推進さ

れるようになった。そして、すでにこれまで述べてきたように、湾岸戦争では弾薬を搭載

した弾頭自体がGPSの誘導で目標に近づくことが出来るようになり、さらにアフガニスタ

ン戦争では､レーザー・デジグネーターを個人装備した特殊作戦部隊隊員が、目標に対して

低出力のレーザーを照射することにより、ミサイルがその反射光に乗って正確に目標に誘

導され、精密爆撃を実施することが出来るようになったのである。 

更に言えば、1999年10月に新設された米国統合部隊軍（U.S. Joint Forces Command）

が推進する FCS（Future Combat System）のコンセプトにも見られるように、シューター

である射手・パイロット等は、もはや敵の攻撃の的となる搭載母機に搭乗する必要はなく、

シューターは別の場所から無人戦車・無人機等に搭載されたミサイルを発射するようにな

っており、革命はさらに進化している。このようなオペレーションを成功に導くのが衛星
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システムが介在したネットワークであり、これがまさしくNetwork Centric Warfareであ

るとともに、Kill Chainの機能の分離が、各機能に特化された装備の開発につながり、こ

れら装備の無人化施策が推進され、その結果として将来の課題として、戦術における“散

兵戦”の再興を促しているということを認識する必要がある。 

最後にもうひとつの無人化技術の成果が、イラク戦争等の教訓のなかに隠されているこ

とを指摘しておきたい。すなわち、イラク戦争等における作戦会議では、米国の保有する

GCCS（Global Command and Control System）が活用されたとされているが、GCCSは、偵

察衛星が撮影した映像情報も即座に最前線の部隊に伝送するとともに、前線部隊の戦況を

リアルタイムで上級部隊に伝送したので、既に述べてきた通り統合参謀本部議長以下各級

指揮官は、状況認識（Situational Awareness）をはじめ各種の情報を共有し、部隊の状況

を十分把握しつつ自らの次の任務を考えることが出来たという。そしてまた、これらの情

報は、国防総省やホワイト・ハウスに開設された指揮所において作成され、その他の組織

からも双方向的に伝送されるとともに、ホワイト・ハウスのメンバーや国防総省は、前線

部隊の指揮官と直接テレビ会議で意見を交換しながら、政治的に微妙な軍事作戦や行動に

ついても十分な相互理解と信頼の下に作戦の実施を命ずることが出来た。 

こうした作戦を可能としたNetwork Centric Warfareには、画像偵察衛星、警戒・監視

衛星、通信衛星、軍事用放送衛星等々、多様・多岐にわたる衛星群が利用されていること

を認識する必要がある。これがまさしく、ＩＴインテグレーションがもたらす革命なので

あり、こうした技術がもたらす無人化、省人化施策は、ますます強化されていく方向性に

あるということが出来る。 

 以上のような基本認識を踏まえ、本調査研究報告書は、第1章において無人機の歴史及

びその用途等、無人機全般について概観し、次いで第2章で欧米等主要国における軍事用

無人機の現状と将来動向について論述し、第3章ではわが国の民間用及び防衛用無人機の

現状について述べ、これらを踏まえて、第4章でわが国防衛作戦において無人機に期待さ

れる役割と防衛力整備の方向性並びに今後の課題について考察した。そして第5章におい

て、わが国が無人機を導入した防衛体制を整備していった場合、そのことがわが国防衛機

器産業にどのような影響を及ぼすか、ということについて考察した。 

 無人機は、米軍においてすら今日やっと装備体系の重要な構成要素の一つとして位置付

けられたところであり、開発・装備・運用の端緒についたところである。無人機に期待さ

れる役割の拡大、多岐にわたる技術領域並びに多くの開発要素、そして多種多様なシステ
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ムとの統合等、これらのことから明らかなように、無人機は将来への発展性を秘めたシス

テムであると言うことが出来る。わが国においても、無人機の特徴を活かしわが国の特性

に応じた運用コンセプトを確立し、そのようなコンセプトに基づいたシステムを開発し装

備していくと共に、運用環境を整備していくことが、今後のわが国の防衛にとって極めて

重要である。わが国防衛機器産業は、このような防衛の要請に応えられる技術基盤・生産

体制を整備していく必要があり、その結果として防衛機器産業界の活性化をはじめとする

好ましい環境への変化が生じてくるであろう。 
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第１章 無人機概説 

 

１．無人機の定義及び特徴 

 

（１）名 称 

無人機はその機能性能の向上及び用途の拡大などにより、時代と共に名称が変化してき

た。1940年代及び1950年代に流行した「ドローン」、ベトナム戦争時代には標的以外の任

務を行う無人機を「ＲＰＶ (Remotely Piloted Vehicle)」と呼称するようになり、1980

年代には「ＵＡＶ (Unmanned Aerial Vehicle)」へ発展し、現在では「ＵＡＶ」が無人機

を表す英語の略称として一般的に広く使われている。その他に一般的ではないが「ロボッ

ト･プレーン」や「パイロットレス・エアクラフト」という呼称もある。1990年代後半に

なって、米国連邦航空局（ＦＡＡ）は、無人機を法規上「航空機」という範疇で取り扱う

ために、「ＲＯＡ：Remotely Operated Aircraft」という名称を作った。さらに、米国防省

では最新のＵＡＶのロードマップ「UAS ROADMAP 2005-2030」4の作成にあたって、飛行体

本体を従来の「Aerial Vehicle」から「Aircraft」に名称を変更すると共に、ミッション

遂行のためにはセンサー、ウェポン、通信システム、指令・管制システムや支援設備、及

びオペレーターまでを含めた統合された能力が必要であるとの認識に基づき、これまでの

「ＵＡＶ」から「ＵＡＳ（Unmanned Aircraft System : 無人航空機システム）」というシ

ステム名称に変更した。 

 

（２）定 義 

無人機の定義については対象範囲や内容等、簡単なものから具体的なものなど様々な例

がある。 

わが国においては、無人機は航空法で定義する「航空機」5には該当せず、現在のところ

法規上の定義は存在しない。また現状では航空宇宙学会のような学術界でも無人機につい

ての明文化された定義はない。最新の平成 17年版防衛白書6は、略語表及び略語索引にお

いて「ＵＡＶ／Unmanned Aerial Vehicle／ 無人航空機／戦場上空の偵察や監視を行う無

人の飛行機」と説明している。また、「解説：無人航空機について」において「無人航空機

                                                   
4「Unmanned Aircraft Systems Roadmap 2005-2030」(2005年 8月 4日に米国防省が公表) 
5 航空法第 2条「この法律において「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼機、
滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 

6 「平成 17年版 日本の防衛－防衛白書－」防衛庁編（平成 17年 8月 2日発行） 
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とは、機上にパイロットなどが搭乗していない航空機で、基本的に自律飛行し、外部から

の操作も可能なものである。」と記述している。 

一方、米国防省の定義7はかなり具体的なもので、米国の公文書や論文等でも引用されて

いる。これによると、無人機とは「動力を有し、人間の操縦士が搭乗せず、ビークルの揚

力を得るために空気力学の力を使う、自律飛行あるいは遠隔操縦による飛行、投棄あるい

は回収が可能であり、そして致死性あるいは非致死性のペイロードを運搬することが可能

な航空機である。弾道又は準弾道のビークル、巡航ミサイル、及び火砲発射体は無人機と

は考えない。」というものである。 

以上のことから、無人機の定義をまとめると次のようになる。即ち「無人機とは、人間

が搭乗することなしに、自律あるいは遠隔操縦による飛行が可能であり、所定の任務を遂

行するためのペイロードの搭載、及び機体の投棄あるいは回収が可能な航空機である。い

わゆるミサイルや砲弾に類する飛行体は無人機に含まない。」 

 

（３）特 徴 

無人機は人間が搭乗しないことから様々な特徴を有する。まず搭乗員の生理的限界に伴

う飛行制限がないこと、搭乗員の生命に関わる危険性がないこと、及び一般的に有人機よ

り小型であることから被発見性が低いことなどの特徴を有する。これらの特徴から、無人

機は本質的に人間が不得意とする、いわゆる「Dull」、「Dirty」、「Dangerous」な任務に適

している。軍事上の用途では、「Dull」については数十時間の長時間の監視・偵察飛行、

「Dirty」については化学物質や放射能などによる大気の汚染状況の観測やデータ収集、そ

して「Dangerous」については敵の支配地域上空での情報収集や敵防空網の制圧などの任務

が例として挙げられる。 

また、人間が搭乗しないことから無人機の機体構造や装備面で有人機より有利となる。

例えば、機体構造については強度上の安全率を有人機より小さく取れること、及び搭乗員

のためのスペースを必要としないこと、装備では搭乗員の生命維持・救命のための装備品

やコックピット内の装置類が必要ないこと、及び冗長性設計が有人機ほど厳しくないこと

から軽量・小型化が図れる。 

以上のような特徴を有する無人機は、有人機に比べ費用対効果に優れた多用途のシステ

ムの実現が可能である。 

                                                   
7 「Joint Publication 1-02 DoD Dictionary」におけるＵＡＶの定義。 
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２．無人機の歴史 

無人機は軍事用を主体に発展してきたことから、ここでは軍事用無人機を対象とし、そ

の始まりから現在に至るまでの歴史を概観する。なお、諸外国についてはそれぞれの時代

の代表的、あるいは特徴的な無人機を中心に述べる。また、わが国の歴史については、防

衛庁における無人機の技術研究開発の流れを主体に簡単に述べる程度にとどめ、細部につ

いては第３章に譲ることにする。 

諸外国の無人機の歴史については、米国のメディア組織ＰＢＳの記事「SPIES THAT 

FLY : Time Line of UAVs」8、米国防総省のニュース記事「From U.S. Civil War to 

Afghanistan : A Short History of UAVs」9、フロリダ大学LIST研究室の「Brief history 

of UAVs」（2003.01.17）10、及び日本経団連の「無人機（Unmanned Vehicle）の現状と

動向」11（以下「経団連の調査報告書」とする）などを、また、わが国の歴史について

は「防衛技術ジャーナル」の記事12を参考とした。 

 

（１）動力飛行以前 

無人の気球や飛行船を無人機の範疇に含めると、その歴史は意外に古い。1903年 12月

17日のライト兄弟の世界最初の動力飛行より前の少なくとも２つの戦争において原始的

な無人機技術が戦闘と監視のために使用された。 

南北戦争において南北両軍は「パーレーの空中爆撃機 (Perley’s Aerial Bomber)」と

いう無人の気球爆弾を使用した。これはチャールズ・パーレーという発明家が考案したも

ので、 熱気球に吊り下げられたバスケット内に搭載した時限装置つき爆薬を敵軍の上空で

投下する方式のもので、成功は限られたものであったが、南北両軍ともこの気球を使用し

たと言われている。 

また、1898年の米西戦争の間、米国兵ウィリアム・エディー伍長が凧を使って数百枚の

空中写真を撮った。この空中写真（歴史上最初の戦時における監視写真）の多くは、米国

部隊へ敵の配置や要塞についての重要な情報を提供した。これを「エディーの監視凧 

(Eddy’s Surveillance Kite)」という。 

 

                                                   
8  http://www.pbs.org/wgbh/nova/spiesfly/uavs.html 
9  http://www.defenselink.mil/news/Apr2002/n04162002_200204163.html 
10 http://www.list.ufl.edu/uav/UAVHstry.htm 
11 「無人機（Unmanned Vehicle）の現状と動向」日本経団連・防衛生産委員会、2004年３月 
12 「技術総説：無人機の動向とわが国の研究開発」大野 誠、防衛技術ジャーナル、2001年 10月号 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/spiesfly/uavs.html
http://www.defenselink.mil/news/Apr2002/n04162002_200204163.html
http://www.list.ufl.edu/uav/UAVHstry.htm
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（２）1910年代～1930年代（第１次世界大戦及び戦後） 

一般的に、世界最初の無人機は第１次世界大戦中の1918年3月に初飛行に成功した「ス

ペリー空中魚雷（Sperry Aerial Torpedo）」と言われており、米海軍のカーチスN-9練習

機（水上機）を無線操縦機に改造したものである。これは1917年にピーター・クーパー博

士とエルマー・A・スペリーが発明した自動ジャイロ安定装置を使用したもので、最初の飛

行はカタパルト発進によって 1000ヤード飛行したと言われている。これに続いて、1918

年10月に飛行に成功したのがチャールズ・F・ケタリングが製作した「ケタリング・バグ

（Kettering Bug）」という小型複葉機であった。無人機の試験飛行における成功で、軍は

無人機の戦闘における潜在能力を認識し大量に発注したが、本格的展開の前に休戦になり

注文はキャンセルされた。 

第１次世界大戦の終了に伴い、無人機の開発は急激に衰退した。その後、英国で訓練の

ための空中目標機として設計された「DH.82Bクィーンビー (Queen Bee)」が 1935年に初

飛行した。クィーンビーは最初の帰還が可能で再使用可能な無線操縦の無人機であり、陸

上発進用には車輪を水上発進用にはフロートを使用する複葉機であった。1947年の退役ま

で合計380機のクィーンビーが英空軍及び英海軍の射撃訓練の目標機として使用された。 

一方、米国では、1939年にレジナルド・デニーがラジオプレーン（Radioplane）・カン

パニーを創設し、「ＯＱターゲット」と呼ばれる一連の無線操縦無人機の製造に成功した。

米空軍はラジオプレーン社のＯＱターゲット・ドローンを数千機注文した。 

 

（３）1940年代（第２次世界大戦） 

第２次世界大戦中にドイツの「Ｖ－１」は、無人機が戦闘においてもたらす脅威を実証

した（巡航ミサイルの起源と考えられるＶ－１は、現在の定義では無人機の範疇には入れ

ないのが一般的である）。米国はこのＶ－１の発射基地を破壊するために有人機を無人機と

して使用する「アフロディテ作戦」を行った。1944年に米海軍の特別航空部隊は、PB4Y-1

リベレーターとB-17爆撃機に25,000ﾎﾟﾝﾄﾞの爆薬を搭載し、テレビジョン誘導システムで

遠隔操縦できるように改修した。それぞれ「PB4Y-1」及び「BQ-7」と呼ばれたこれらの飛

行機は２名の搭乗員で離陸、コースをＶ－１発射基地に設定し、他の航空機による無線操

縦に移管した後に搭乗員はベールアウトするというものであった。この危険な作戦はＶ－

１発射基地の破壊に成功した。この作戦は無人機が無人機に対した最初の場面であった。 
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（４）1960年代～1970年代（ベトナム戦争・中東戦争） 

ベトナム戦争13は無人機が偵察や戦闘任務に広く用いられた最初の戦争であった。最も

活躍したのが、標的機として開発されたライアン社製の「ファイアービー（Firebee）」で

あった。多数の改修型のファイアービーが北ベトナム上空を飛んだ。当初は通常型カメラ

を搭載して単純な昼間の偵察ミッションに、その後、夜間の写真撮影、通信情報（COMINT）、

電子情報（ELINT）、ビラの散布、及び地対空ミサイル（ＳＡＭ）レーダーの探知・位置標

定・識別のようなミッションに使用された。この頃から、標的以外の任務を行う無人機は

「ＲＰＶ」と呼称されるようになった。 

1964年10月から1975年4月まで、1000機以上のAQM-34ファイアービーが南東アジア

上空を34,000回を超える飛行を行った。また、当時ファイアービーにマーベリック空対地

ミサイル等を搭載しての実証試験が行われた。 

1960年のロシア上空でのゲイリー・パワーズのU-2機の撃墜を含むいくつかの空中監視

機の事件に対して、1965年に米政府の要求でロッキード社は高速・ステルスの無人機であ

るD-21・UAVを開発した。歴史上最速の無人機の初飛行は1966年3月に行われ、ロッキー

ドM-12母機から発進した。その後の事故によって母機の背中に搭載する方式は取り止めに

なり、B-52Hの翼下に搭載する方式に変更された。2年間ほど秘密の戦略偵察飛行に運用さ

れたが、1971年にこのプログラムは中止された。 

一方、ベトナム戦争でのファイアービーの成功により、米国以外の諸外国も多くの無人

機プロジェクトを立ち上げた。イスラエルは1970年に米国から12機のファイアービーを

購入し、それらを改修して「ファイアービー1241」 と命名した。「ファイアービー1241」

は1973年のイスラエル、エジプト及びシリアの間のヨム・キプール戦争において偵察機及

びデコイ（無人機としての新たな種類の任務）として重要な役割を果たした。 

1970年に米国の RC-121COMINT監視機が黄海上空で撃墜され乗員が死亡した。そのため

米軍は COMINT取得に適すると共に敵のミサイルの到達できない高高度を飛行する無人機

の開発を急ぐことになった。ライアン・エアロノーティカル社はファイアービーを敵の無

線通信内容を傍受することができ、かつ60,000ﾌｨｰﾄの上空から写真撮影をできるように改

修したものが「スペシャル・パーパス・エアクラフト147（SPA 147）」であり、300ﾎﾟﾝﾄﾞ

のカメラとCOMINT用の装備を搭載した。SPA 147は高高度で8時間の飛行が可能な最初の

長時間飛行の無人機となった。 

                                                   
13 ベトナム戦争に米軍が介入したのは 1964年～1975年。 
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（５）1980年代 

1970年代の終わりから 1980年代の全体にわたって、イスラエル空軍はいくつかの新型

の無人機を開発した。それらの改修型が米国を含む他の多くの国々の無人機部隊に採用さ

れた。 

1978年にイスラエル航空工業（IAI）は翼幅13ﾌｨｰﾄのピストンエンジン機である「スカ

ウト（Scout）」 を製造した。スカウトのファイバーグラス製フレームは、小型の機体サイ

ズとともに極めて低いレーダーシグネチャーであることからほとんど撃墜が困難であった。

安価なスカウトはその中央のセントラル・ターレット内のテレビカメラを介してリアルタ

イムで360度の監視データを送信することができた。1982年のイスラエルとレバノン及び

シリアの間のベッカー峡谷紛争の間に、イスラエルはシリア軍のミサイル基地の捜索及び

レーダーの作動を誘発するためにスカウト部隊を巧みに使用した。この情報を受けて、イ

スラエルの爆撃機はシリアのほとんどすべてのミサイル基地を急襲し破壊することができ

た。 

イスラエルのＲＰＶの運用実績を契機に1980年代中期以降、多くの国々がこの時代の急

激なエレクトロニクス（特にコンピューターやセンサー）の技術進歩を背景にして各種の

ＲＰＶを開発、運用するようになった。この頃から、無人機の名称は「ＲＰＶ」から次第

に「ＵＡＶ」に移行していった。 

イスラエルの軽量無人機の多くの成功を目撃して、米国の海軍、海兵隊、及び陸軍は、

イスラエルが1980年代末期に開発した新しい「パイオニア (Pioneer)」を直ちに20機以

上取得した。それらは近代的米国軍隊での最初の小型で安価な無人機となった。ロケット

ブースター付きのパイオニアは陸上の急造の滑走路、あるいは海上の空母の飛行甲板から

離陸することができた。湾岸戦争で監視用として使用され、合計533ソーティー飛行し、

その後ボスニアで使用された。パイオニアは今日なおイスラエルと米国の両方で使用され

ている。 

 

（６）1990年代～現在 

1990年代から現在まで、多くの紛争や戦争が続き、そこにおいて無人機は完全に兵器の

重要な地位を確保したと思われる。1991年の湾岸戦争における「パイオニア」やミニＵＡ

Ｖの「ポインター（Pointer）」、1994年のボスニア紛争における「GNAT－750」や「RQ-1



   12 
 

 

プレデター（Predator）」、1999年のコソボ紛争における「パイオニア」や「プレデター」 、

2001年のアフガン戦争においては開発中の高高度長時間滞空型の無人機「RQ-4グローバル

ホーク（Global Hawk）」が初登場すると共にレーザー誘導のヘルファイアー・ミサイルを

搭載したプレデターが、地上目標に対して使用されたことは有名な出来事である。2003年

のイラク戦争においてもこれらのＵＡＶが活躍した。 

 参考のため、これまでの無人機の性能等の世界記録を表１－１に掲げる。 

表１－１ 無人機の世界記録14 

項 目 無人機 

最高速度 D-21（マッハ3.35）（1966～1971）：米国 

最高高度 ヘリオス（96,863ﾌｨｰﾄ）（2001.8）：米国 

最大（サイズ） ヘリオス（翼幅246ﾌｨｰﾄ）：米国 

最大（重量） RQ-4グローバルホーク（25,600ﾎﾟﾝﾄﾞ）：米国 

最小（サイズ、重量） ブラック・ウィドウ（6.0ｲﾝﾁ径／2.0ｵﾝｽ）：米国 

最長飛行（航続時間） ヘロンUAV（52時間）：イスラエル 

最長飛行（航続距離） RQ-4グローバルホーク（8,650ﾏｲﾙ）（2003.8）：米国 

最高価格 RQ-4グローバルホーク（4000万ﾄﾞﾙ）：米国 

最初の大西洋横断 エアロゾンデ（1998.08.20̃21）：米国 

最初の太平洋横断 RQ-4グローバルホーク（2001.04.22～23）：米国 

 

（７）わが国の無人機の歴史 

わが国における防衛用無人機の運用は 1950年代後半から対空射撃訓練用の標的機とし

てＲＣＡＴの導入から始まり、1970年代からBQM-34ファイアービー、及び1980年代から

CHUKARⅡと、いずれもライセンス生産が行われてきた。これらの外国からの導入機とは別

に、航空自衛隊のF-104Jの用廃のための余剰機をわが国独自の技術によって無人機として

改修したUF-104Jがミサイルの性能試験や射撃戦技訓練の標的として1992年から1997ま

で運用された。 

一方、防衛庁技術研究本部が中心となって、1950年代からわが国独自の技術による無人

機の研究開発が始まった。1950年代の「無人研究機」、1960年代の「高速目標機」、及び

1970年代の「研究用ＲＰＶ」と研究が継続され、1980年代後半に航空自衛隊の要求に基づ

                                                   
14 「SPIES THAT FLY : Time Line of UAVs」（脚注７）を基に他の資料を参考に修正した。 
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いた初めての国内開発の空対空射撃訓練用の標的機「ターゲットドローン（J/AQM-1）」が

開発され量産されている。その後1990年代に陸上自衛隊の要求に基づいた目標標定及び着

弾観測のための「遠隔操縦観測システム（FFOS）」の開発が行われ、現在運用に供されてい

る。その後「多用途小型無人機」などの技術研究が行われた。その研究成果をさらに発展

させ、「無人機研究システム」や「高高度滞空型無人機」の技術研究開発が行われている。

なお、わが国の無人機の細部については第３章に記述する。 

 

３．用途及び分類 

 

（１）用 途 

無人機は歴史が示すように過去から様々な使用目的があった。無人機の始まりは、第１

次世界大戦時の有人機を改修した空中魚雷といわれた戦闘用無人機、その後、射撃訓練の

標的機として使用されるようになり、第２次世界大戦後には標的機にカメラや電子戦機器

を搭載して偵察、電子戦、ビラの散布による心理戦などに使用されるようになった。その

後、電子技術、コンピューター技術、及び通信・ネットワーク技術の発展によって、リア

ルタイムに情報を送ることができる大型から小型まで様々な種類の無人機が登場し、情

報・監視・偵察（ＩＳＲ）分野で活躍するようにになった。また近年、敵防空網制圧（SEAD）

など有人機にとって危険な任務に無人機を使用する UCAV (Unmanned Combat Aerial 

Vehicle) が、現在米国を中心に開発が進められている。 

米国議会予算局の資料15では将来戦におけるＵＡＶの役割として、簡潔に次の８項目の

分野にまとめている。①偵察・監視、②目標捕捉、③目標指定、④通信中継、⑤戦果評価、

⑥通信・電子情報収集、⑦電子妨害、及び⑧化学・生物兵器探知。 

無人機は、本質的に人間が不得意とする「Dull」、「Dirty」、及び「Dangerous」な任務に

適しているといわれており、米国防省の「UAS ROADMAP 2005-2030」では無人航空機システ

ム（ＵＡＳ）の任務分野として16項目に細分し、それぞれが「Dull」、「Dirty」、「Dangerous」

のいずれに該当するかを明確にしている（表１－２）。また、同報告書では、任務の分類が

少々異なるが 18項目の任務分野に対する統合軍司令官等による優先順位をＵＡＳの一般

的な４つのクラス（小型、戦術、戦域、戦闘）毎に調査した（2004年に実施）結果を記載

している（表１－３）。その結果、司令官達が付けた優先順位を総合的に判断すると、最優

                                                   
15 “PROGRAMS AND MISSIONS FOR UNMANNEDAERIAL VEHICLES”Congressional Budget Office
（1998.09）  (http://www.cbo.gov/showdoc.cfm?index=917&sequence=2) 

http://www.cbo.gov/showdoc.cfm?index=917&sequence=2


   14 
 

 

先が偵察、続いて精密目標標定及び目標指定、信号情報収集、通信／データ中継など優先

度が高く、戦術ＵＡＳと戦闘ＵＡＳは武装化／攻撃の優先順位が高くなっている。 

表１－２ 無人機の任務 

効 果 任 務 分 野 

Dull Dirty Dangerous 

情報・監視・偵察（ＩＳＲ） ×  × 

指揮統制／通信 ×   

部隊防護 × × × 

電波情報（SIGINT） ×  × 

大量破壊兵器（ＷＭＤ）対処  × × 

戦域防空・ミサイル防衛（TAMD） ×  × 

敵防空網制圧（SEAD）   × 

戦闘捜索・救難（CSAR）   × 

地雷処理（ＭＣＭ）   × 

気象・海洋観測（METOC） × × × 

麻薬監視（ＣＮ） ×  × 

心理作戦   × 

全天候／夜間攻撃   × 

演習支援 ×   

対潜水艦 ×   

航法 ×   

 

一方、軍事への適用に比べて軍事以外の分野への無人機の適用は一部を除いて遅れてい

る。既に利用されている農薬散布、資源探査、沿岸監視などの他、現在研究中の分野を含

め様々な用途がある。また、学術研究等の用途として有人機では危険な実験等にも無人機

を利用することができる。 
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表１－３ 統合軍司令官等が提示した任務優先度 

任 務 小 型 戦 術 戦 域 戦 闘 

偵察 １ １ １ １ 

電波情報収集 10 ３ ２ ５ 

地雷探知／処理 ７ 11 13 14 

精密目標標定・指定 ２ ２ ３ ２ 

戦闘管理 ４ 10 ４ ７ 

化学／生物偵察 ３ ７ ６ ９ 

対欺瞞 ８ ５ ７ 11 

電子戦 14 ９ 10 ４ 

戦闘捜索・救難 ６ ８ ８ 10 

通信／データ中継 ５ ６ ５ ８ 

情報戦 15 12 11 ６ 

デジタル・マッピング 11 13 ９ 12 

沿岸水中戦 17 15 14 13 

ＳＯＦチーム補給 ９ 16 17 16 

武装化／攻撃 16 ４ 12 ３ 

ＧＰＳスードライト（擬似衛星） 18 18 15 18 

隠蔽センサー設置 12 14 16 15 

デコイ／パスファインダー 13 17 18 17 

 

軍事以外の分野における無人機の用途をフロリダ大学LIST研究室の“Brief history of 

UAVs”を参考にまとめると、①農薬散布、②農作物監視、③環境管理／気象観測、④鉱物

探査、⑤沿岸監視、⑥通信中継、⑦ニュース取材、⑧海洋資源探査、⑨不発弾探知、⑩航

空交通管制、及び⑪陸上交通管制、などがある。 

 

（２）分 類 

無人機の分類は多種多様な方法があり、各国及び各組織によっても異なる。分類の方法

には、用途による分類、機体性能による分類、あるいは機体の規模や重量による分類など

がある。「経団連の調査報告書」によると、例えば、フランスの分類では、戦術 (Tactical)、
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戦略 (Strategic)、特殊任務 (Special Task) に大分類して、飛行距離、飛行時間、飛行

高度といった機体性能で細分するという方法で分類している。一方、米国のDARO（Defense 

Airborne Reconnaissance Office : 米国国防総省航空調査局）では飛行高度、飛行距離、

飛行速度、飛行時間の要素で「TierⅠ、TierⅡ、TierⅡプラス、TierⅢマイナス」の４つ

に分類している（表１－４）。 

 

表１－４ 米国DAROによる無人機の分類 

区 分 名 称 最高高度 半 径 速 度 航続時間 例 

TierⅠ 暫定中高度滞空 ～15kft ～250km 60～100kt ５～24hrs パイオニア 

TierⅡ 中高度 ３kft～ 900km 70kt巡航 24ｈ以上 プレデター 

TierⅡﾌﾟﾗｽ 高高度滞空 最高65kft ～5,000km 350kt巡航 ～42hrs ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾎｰｸ 

TierⅢﾏｲﾅｽ 低視認高高度滞空 45kf～65kft 800km 300kt ～12hrs ﾀﾞｰｸｽﾀｰ 

    

一方、「UAS ROADMAP 2005-2030」の付録 F「空域」によると、航空交通の安全上の観

点から米国防省とＦＡＡとの間で空域に関連して飛行可能な無人機の種類を取り決めて

いる。そこでは空域がクラスＡ（平均海面高度18,000ﾌｨｰﾄ～60,000ﾌｨｰﾄ）、E（A、G以

外のすべての高度範囲）、G（地上高1,200ﾌｨｰﾄ以下）、及び空港の規模によりその周辺空

域としてのＢ、Ｃ、Ｄ、の計6種類に分類されており、その空域に関連して飛行可能な

無人機を3種類のカテゴリに分類している。それらは以下のとおりである。 

   ① UA－CatⅠ：クラスＧで飛行可能。例：ドラゴン・アイ、レイブン 

   ② UA－CatⅡ：クラスＥ、Ｇ、Ｄで飛行可能。例：パイオニア、シャドー 

   ③ UA－CatⅢ：すべての空域で飛行可能。例：グローバルホーク、プレデター 

わが国では定義と同様に法規等の公的な分類はない。17年版防衛白書の「解説：無人

航空機について」において、米国防省の例16を引用して①携帯、Mini型、②近距離型（CR）、

③短距離型（SR）、④中距離型（MR）、及び⑤滞空型（ER）の５つの分類を掲載している。

また、日本航空宇宙学会の「航空宇宙工学便覧（第2版）」では、①近接型、②短距離型、

③中距離型、④滞空型の4種類に分類している。  

また、「経団連の調査報告書」では大分類として重航空無人機17と軽航空無人機、重航

空機を更に固定翼、回転翼／VTOL、及び有人機改修型の中分類とし、固定翼と回転翼／

                                                   
16 UAV JOINT PROJECT OFFICE (1988-1992) UAVマスタープラン 
17 日本経団連の調査研究報告書では無人機（ＵＡＶ）を航空無人機という名称にしている。 
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VTOLそれぞれを機体重量及び機体の飛行性能によって、①ＭＡＶ、②Mini-UAV、③SR-UAV、

④MR-UAV、⑤MALE-UAV、⑥HALE-UAV、⑦UCAV、及び、⑧Target & Decoy、の8種類に細

分している。 

以上のように無人機の分類については内外様々な分類があるが、ここでは「経団連の調

査報告書」を参考にして、固定翼、回転翼の区別することなく簡略化して以下（表１－５）

のように分類してみた。各分類の機体性能については、「経団連の調査報告書」で提示され

た性能値を参考とした。 

  表１－５ 無人機の分類案 

分 類 名 代 表 例 

マイクロＵＡＶ（ＭＡＶ） Black Widow、Micro Star、iStar(＊) 

ミニＵＡＶ（Mini-UAV） Pointer、Dragon Eye、R-Max(＊) 

短距離ＵＡＶ（SR-UAV） Pioneer、Scout、Raven、FFOS(＊) 

中距離ＵＡＶ（MR-UAV） Hunter、Shadow、多用途小型無人機、Fire Scout(＊)  

中高度滞空型ＵＡＶ（MALE-UAV） Predator、Heron、Aerosonde、Hummingbird(＊) 

高高度滞空型ＵＡＶ（HALE-UAV） Global Hawk、Helios、Altair 

戦闘用ＵＡＶ（UCAV） X-45C、X-47B、UCAR  

標的機／デコイ BQM-34 Firebee、J/AQM-1ターゲットドローン 

無人飛行船 成層圏プラットフォーム、HAA(High Altitude Airship) 

有人機改修型無人機 QF-106、QF-4、UF-104J 

注：（＊）印は、回転翼機を示す 

機体性能のうち滞空時間については、滞空型のMALE及びHALEは24時間以上、その他は

24時間以下、機体重量については、ＭＡＶは0.25kg以下、Mini-UAVは25kg以下。飛行距

離については、SR-UAVは０～70km、MR-UAVは70km以上とする。 

 

４.システム構成及び基盤技術18 

 

（１）システム構成   

無人機のシステム構成は、機体規模によって異なる。一般的には、無人機の機体本体、

その運用・整備のための地上装置･施設、及び運用上必要なインフラ、更に要員のための教

                                                   
18 本節は主として「経団連の調査報告書」を参考とした。 
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育・訓練装置などが含まれる。 

無人機のシステム構成例としてハンターとプレデターの場合を参考に掲げる。 

RQ-5ハンター（MR-UAV）： 射撃目標の探知・射撃観測に使用するシステム、①ＧＣＳ

（Ground Control System）×２、②ＧＤＴ（Ground Data Terminal）×２、③ＭＰＳ（Mission 

Planning Shelter）、④ＲＶＴ（Remote Video Terminal）×４、⑤無人機×８、⑥発進回

収シェルタ、⑦発進回収装置等から構成される。 

RQ-1プレデター（MALE-UAV）： 偵察・監視・目標標定に使用するシステム、①ＧＣＳ

（Ground Control System）、②PPSL（Predator Primary Satellite Link）、③無人機（TV

カメラ・赤外線カメラ・ＳＡＲが搭載可能）×４で構成され、基本的運用人員はＧＣＳに

パイロット１名、センサー操作員２名、PPSLに操作員４名、無人機の整備員６名を要する。 

 

（２）インフラストラクチャー 

大規模な無人機の運用にはインフラストラクチャーの整備が必要となる。それらは、離

発着のための飛行場、航法・誘導のためのＧＰＳのような航法衛星や着陸支援システム、

遠隔地を飛行する無人機とのデータ送受信のための通信衛星、取得した情報の指揮統制施

設への伝達のための地上の通信網などが重要なものである。 

 

（３）基盤技術 

無人機に関連する基盤技術は、多くの無人機については有人の航空機システムと共通の

技術が活用できるとともに、無人機の特性から、有人機以上に汎用の先端技術が活用可能

である。 

基盤技術として「経団連の調査報告書」は、①機体構造技術、②推進技術、③制御技術、

④マン・マシーン・インターフェース技術、⑤通信技術、⑥センサー技術、⑦情報処理技

術、⑧武器技術、⑨発進・回収技術、の９分野について記述している。一方、米国防省の

「UAS ROADMAP 2005-2030」では技術に関する章で、①プロセッサー技術、②通信技術、③

プラットフォーム技術、及び④ペイロード技術の分類で解説している。 

ここでは「経団連の調査報告書」等を参考に、新技術の適用が期待される①機体構造技

術、②推進技術、③制御技術、④マン・マシーン・インターフェース技術、⑤通信技術、

⑥センサー技術、及び⑦情報処理技術の７分野についてまとめる。 
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ア 機体構造技術 

無人機の任務、要求性能によって各種の機体形状が存在する。ＭＡＶのような極めて小

型のものは全翼機型に近く、大型に近づくと有人機に近い形状になる。構造的には複合材

を多用したモノコック一体構造あるいはセミモノコック構造があるが、現在はまだ、アル

ミ合金を使用した従来型の構造技術が混在している。方向としては急速に複合材の多用化

に向かうものとみられる。現在米国の DARPA（国防高等研究計画局）を中心に、飛行中に

機体形状（主として翼形状）を要求される任務や飛行性能に合わせて変更可能なモーフィ

ング技術が研究されている。 

イ 推進技術 

推進装置としては航空用ガスタービン・エンジン、航空用／模型用レシプロエンジン、

電動モーターが挙げられるが、有人機で実績のあるエンジンが多く適用される傾向にあり、

多種多様な機体規模、ミッション要求を満足する最適な形式が選ばれている。一部の滞空

型無人機では太陽電池、燃料電池による電動モーター駆動システム、レシプロエンジンで

は従来のガソリン燃料から灯油系ジェット燃料を使用する高密度燃料エンジン（Heavy 

Fuel Engine）などの現在の有人機には見られない固有技術も芽生えている。 

ウ 制御技術 

近年ＧＰＳ技術の適用が目立つ。測位精度が１m程度まで高められる技術が確立しつつ

あり、これにより自動離着陸が容易に行えるようになってきた。また、オペレーターが極

力介在しない運航、すなわち自律飛行機能が重視されることから故障や外乱に耐性を有す

る自己修復飛行制御技術、運航の安全性確保のための衝突回避技術、及び無人機が集団と

して任務に当たるための集団自律制御技術などが各国で研究されている。 

エ マン・マシン・インターフェース技術 

無人機におけるマン・マシーン・インターフェース技術は、最も単純なものとしては、

ミニＵＡＶなどを運用するための、いわゆるラジコン操縦のコントローラーから、プリプ

ログラムで飛行しミッションを達成する高度な無人機を運用するための管制システムのコ

ンソールまで幅広く対象となるが、一般的には総称としてＧＣＳ（地上管制装置）と呼ば

れる管制装置操作のためのインターフェースを指している。ＧＣＳは小さいものはラップ

トップコンピュータ及びその周辺機器として可搬性に優れた携帯型から、大型のものでは

複数のトレーラーに搭載して展開されるシステムまで、無人機の機能、任務、及び運用方

法にあわせて使用される。 
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マン・マシーン・インターフェースの今後の展望としては、バーチャル・リアリティ 

(Virtual Reality :仮想現実感) 技術によるＧＣＳオペレーターのワークロードの低減及

びオペレーターの状況認識能力の向上が見込まれる多重知覚及び３次元イマーシブ・ディ

スプレイ（3D immersive Display）19の方向に進化すると考えられ、現在 DARPAではこの

イマーシブ・インターフェース技術の研究を進めている。 

オ 通信技術 

無人機で使用する無線通信技術は「ＬＯＳ（(Line Of Sight: 見通し) 通信」と「衛星

通信」に区分される。通信システムの構築及び運用形態としては、各無人機のシステム要

求による通信範囲、通信内容、信頼性等に応じて「ＬＯＳ通信型」及び「ＬＯＳ及び衛星

通信の複合型」に大別できる。「ＬＯＳ通信型」の代表例はSR-UAVのパイオニアやMR-UAV

のシャドー200であり、「ＬＯＳ及び衛星通信統合型」の代表例は、MALE-UAVのプレデター

やHALE-UAVのグローバルホークである。 

米国では特に近年無人機の種類が増加しており、従来それぞれの無人機毎に構築してき

た比較的長距離用の通信システム及び地上制御システムを、それぞれＣＤＬ (Common Data 

Link) 及びＴＣＳ (Tactical Control System) として、各種無人機で共用化する動きがあ

る。 

カ センサー技術 

無人機では、機体規模 (ペイロード容量)、要求ミッション等により、搭載センサーの種

類、搭載形態が異なっているが、合成開口レーダー（ＳＡＲ）、可視光／赤外線（EO/IR）

センサー及び信号情報（SIGINT）用センサー等の情報収集センサーが代表的である。有人

機に搭載されるセンサー技術とほぼ共通であるが、無人機への搭載では、小型、軽量、低

消費電力であることが求められる。 

特にＳＡＲ及びEO/IRセンサーを用いた画像情報（IMINT）が主要ミッションとなってい

る。ＳＡＲについては、小型・軽量化と共に高分解能化が進んでおり、今後ＭＴＩ機能の

進展が期待されている。EO/IRセンサーについては、情報融合を含む目標自動識別技術、

マルチスペクトル及びハイパースペクトルを用いた化学兵器検出技術、ＭＡＶ搭載用の小

型光学センサー等が注目されている。また、無人機の高機動性、柔軟なルートプランニン

グ、高高度飛行による見通し距離延伸等のメリットによって、電子支援対策（ＥＳＭ）及

びCOMINTについても開発が進められている。 

                                                   
19 イマーシブ・ディスプレイ：没入型ビジュアライゼーション・システム 
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キ 情報処理技術 

情報処理による知能化の限界とデータリンク技術の著しい発達によって、管制システム

を介した人間の判断、制御の重要性が再認識されている。従って、無人機への運用要求に

応じて、無人機のトータルシステムの中での飛行体と管制システムのいずれに情報処理の

核を持たせるかが、システム構築上重要なものとなる。無人機に関する共通的な情報処理

技術は各種あるが、米国が特に重視しているものは、地上で複雑な経路を走行する車両等

の移動目標の個々の軌跡を表示する処理技術であるGMTI・Tracking（地上移動目標表示・

追尾）、センサーで得られた画像等の解析における特殊な処理技術であるジグゾー

（JIGSAW20）、ＡＴＲ（自動目標認識）、ＤＤＢ（ダイナミック・データベース）である。 

JIGSAWはレーザー・レーダーによる3次元形状を計測することにより、森林に隠蔽され

た目標を識別する技術の開発を目的としている。 

ＡＴＲは、SIGINT、MASINTなどからの目標情報とＨＲＲ(距離高分解能)レーダー、ＳＡ

Ｒ、FLIR（赤外線前方監視装置）、レーザー・レーダーなどからの画像情報との情報融合に

より、特に識別・追尾において性能の補強を図ることを特徴としている。 

ＤＤＢは、センサーから出力される大量のデータを自動的に処理して、移動目標の追尾・

識別を行う技術開発を目的としている。センサーが出力する大量のターゲット・レポート

の中から｢変化｣する部分のみを抽出することで、戦術的に重要な移動目標を検出すること

を特徴としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
20 JIGSAW： 米国の DARPA（国防高等研究計画局）の研究プロジェクト名。 
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第2章 諸外国における軍事用無人機の現状と将来動向 

 

１．米 国 

 

(１)米国防省の無人機に対する取り組み 

ア．無人機の主管軍省をめぐる軋轢 

米国防省のどの軍省が無人機のリーダーとして取り纏めていくか、ということについて

のコンセンサスが得られていない現在の状況は、古くは第 2 次世界大戦における Air 

Power（航空戦力）の出現で 1947 年に米空軍が創設されたとき、陸海軍及び海兵隊が保

有する航空戦力と空軍航空戦力との任務分担並びに航空作戦のリーダーシップに関わる軋

轢があったこと、またその後の朝鮮戦争において米陸軍のヘリコプターが活躍したが、こ

の時も米陸軍が保有するヘリコプター戦力と米空軍が保有する航空戦力とに関わる同様の

軋轢があったことを想起させる。 

無人機に関しては、ベトナム戦争で米陸軍は「ファイヤービー」を低高度偵察用に使用

したが、米空軍は保有していなかった。その後 1991 年の「砂漠の嵐」作戦で米陸軍、海

軍及び海兵隊は、「パイオニア」を約 500 ソーテイ以上の偵察ミッションに使用したが、

米空軍は米海軍からドローンを借りて運用したにすぎなかった。1996年、米空軍はコソボ

紛争に派遣された米陸軍の作戦のための偵察任務用として、「プレデター」をハンガリーに

展開させ運用した。この際米陸軍は「プレデター」の管制権獲得を要請したが、米国防省

はこれを退け米空軍に管制権を与えた。また 2003 年 8 月、米空軍は開発中であった「グ

ローバルホーク」を DARPA から移管受けし、部隊に配備して試験運用を開始し 2005 年

6月までにイラク戦争において約 500ソーテイのミッションを実施した。米陸・海軍及び

海兵隊も小型無人機を保有し主として近距離の偵察・監視任務に使用している。米陸軍は

将来戦闘システム（Future Combat System：FCS）計画で、大型から小型にいたる多種

類、多数の無人機を戦闘旅団に装備させようとしている。海軍及び海兵隊も無人機を装備

する計画である。各軍のコンセプトはそれぞれ異なっており、統制なくバラバラに開発し

装備することは許されないが、各軍省間のコンセンサスはまだ出来ていないのが現状であ

る。アフガニスタン戦争（OEF21）並びにイラク戦争（OIF22）における実戦の場を通じて

                                                   
21 Operation Endurance Freedom 
22 Operation Iraq Freedom 



   23 
 

 

の無人機の運用コンセプトに関する教訓、そして 2006年 2月 6日に議会に提出された「4

年ごとの防衛見直し・2006年」（Quadrennial Defense Review 2006：QDR2006）におけ

る無人機の位置付け、無人機の取り扱い及び議会における2007年度予算審議等を通じて、

無人機の主管軍省或いは役割分担が明確化されていくことになると思われる。 

イ．運用環境整備のための努力 

（ア） 米国連邦航空局（Federal Aviation Administration : FAA）との折衝 

a FAA規則 

   FAA規則では、無人機が有人機と同じ空域を飛行するためには、無人機が有人機

と同等レベルの安全性能を持つことが求められており、現状の無人機（というより

も FAAでは、ROA：Remotely Operated Aircraftと呼称している）は有人機と同

等の安全基準を満たしていないため制限された空域での飛行しか認められておらず、

また飛行に当たってはその都度 FAA から飛行承認(Certificate of Authorization : 

COA)を取らねばならない。しかも COAを取るのに、一部を除き、最短でも 2ヶ月

を要するのが現状である。 

（a）無人機の運用区分 

 ①小型無人機で、非常に低い空域におけるラインオブサイトでの VFR23運用が認めら

れており、FAA規則による規制を受けない。ラジコン、模型飛行機の類。 

 ②パイオニア、シャドー、クラスの無人機で、低い空域で昼間の ATC24なしの VMC

（Visual Meteorological Conditions）運用であって、混み合う空域での運用は禁止

されている。即ちクラス E25及び G空域のみでの運用である。 

 ③グローバルホーク、プレデター級の無人機で、全天候性能を有し、中・高高度空域

で VFR及び IFR26による飛行が認められている。 

（b）無人機のカテゴリー区分（UAS Roadmap 2005による） 

 ○カテゴリーⅢ 

  －どの空域でも飛行できる 

  －航空機耐空証明及びオペレーター資格取得が必要 

  －ラインオブサイト外の運用を基本とする 

                                                   
23 Visual Flight Rules：有視界飛行 
24 Air Traffic Control：航空交通管制 
25 FAA規則で空域を高度並びに空港周辺の空域等で区分し A~E及び Gの 6つに分けられる。空域により管制条件が
定められている。 

26 Instrument Flight Rules：計器飛行 
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  －代表例：グローバルホーク、プレデター 

○カテゴリーⅡ 

   －特殊任務のための無人機 

   －航空機耐空証明及びオペレーター資格取得のエビデンスが必要 

   －制約された条件下でルーティンオペレーションを行う 

   －代表例：パイオニア、シャドー 

○カテゴリーⅠ 

   －VFRによるラインオブサイト運用 

   －航空機耐空証明及びオペレーター資格のエビデンスが必要 

   －代表例：ポインター、ドラゴンアイ 

 （c）無人機カテゴリーと FAA規則   

 航空機と認定/ 

カテゴリーⅢ無人機 

標準航空機でない/ 

カテゴリーⅡ無人機 

ラジコン・模型航空機/ 

カテゴリーⅠ無人機 

適用 FAA規則 14CFR91 14CFR91 27 , 101, 

103 

なし（但し AC91-57） 

飛行使用空域 全空域 クラス E、G 及び同

時使用でない D 

クラス G 

速度制限 なし 対地速度 250ノット 対地速度 100ノット 

有人機 民航機 軽スポーツ機 なし  

例 

 

無人機 プレデター 

グローバルホーク 

パイオニア 

シャドー 

ドラゴンアイ 

ラベン 

  b 米国防省指示 

   米国防省国防長官府（OSD）は、民間空域で無人機を飛行させるためにとるべき措

置として以下を指示している（UAS Roadmap 2005）。 

（a）制約のない空域における無人機の安全な飛行を助長するよう空域使用規則を整備

する。 

（b）有人機の信頼性より良好または同等以上となるよう無人機の信頼性の向上を図る。 

（c）無人機との通信コントロール及びセンサーコントロールを確実にする。 

（d）カテゴリーⅢの無人機の飛行承認（COA）に際し、すべての無人機に対して要求

                                                   
27 Code of Federal Regulations 91, Title 14：連邦規則法典第 14巻第 91条 
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されている COA プロセスの適用を DD フォーム 175 の使用に置換するため FAA 

Order 7610.4の改定について調整すること。 

（e）一人の地上パイロットが同時に複数在空無人機をコントロールできるようにするた

めの条件と要求を、FAAと共同で作業して定義すること。 

（f）RQ-4グローバルホークを、米国防省の指定手順に従って航空機耐空証明を取得し

たことから得られた教訓を文書化し普及すること。 

（g）自動化された「See and Avoid（見て衝突を避ける）」及び衝突防止システムの開発

並びに評価を促進すること、その際各軍で重複しないよう良く調整して実施するこ

と。 

（h）IFR 運用を意図した国防省無人機に、スタンドアローン、ホット・バックアップ

及び地上配備の航法システムを装備し、データーリンクが使用できなくなったとき

の標準化された手順を確立すること。 

c. グローバルホークに対する COA手続きの例外化 

   FAAは米空軍省に対し、グローバルホークの運用に関して、カリフォルニア州Beale

空軍基地から離陸・着陸させて米国内飛行するものに限り、COA 申請から 5 日以内

に許可するとした例外措置を認めた。これは 2003年 8月 21日から 1年間の措置であ

ったが、以後毎年更新されている。 

 d. 民間用 Altair（プレデターB高高度飛行改良型）に対する航空機耐空証明 

   2005年 9月末、FAAはプレデターの生産会社である General Atomics社に対し、

同社の Altair無人機（Unmanned Aircraft System : UAS）の航空機耐空証明を認可

した。当該機はこれまで、COAを取得して決められた離着陸のための回廊を飛行して

速やかに民航機空域よりも高い高度に到達して飛行することが恒常的に認められてい

たが、今回の認可により、従来の空域に加えてそれ以下の高度あるいは地域での飛行

が可能となった。但し、許可条件として、有人機と同程度の安全レベルを確保するた

め、好天であることとパイロットが地上のシステムで常時コントロールして監視する

か、または空中にあって Altairを追跡する有人機でコントロールし監視することが求

められている。 

   これにより同社は、Altairを使用して飛行試験、販売のためのデモフライト、要員

の訓練等を実施できることとなった。更に将来的には、無人機の多用途運用化に伴っ

て、無人機を恒常的に運用・飛行させることを可能とさせるものである。 
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（イ）ACCESS５28の試み 

ACCESS 5 とは、高高度滞空型（HALE）の無人機を一般の空域で飛行させるため５

年以内に、①民間空域で運行させるための関連する必要な技術を開発する、②ポリシー、

規則、ルール等を策定する、③無人機の運用基準、信頼性、安全性の基準等を策定する、

ことを目的として結成された協議機関であって、UNITE29の働きかけで NASAが指導的

立場に立って DOD、FAA、DHS も加入して 2003 年 10 月に設立されたものである。

ACCESS５の設立目的は、元々は民間無人機関連企業６社（General Atomics 

Aeronautical Systems Incorporated、Boeing Company、Northrop Grumman、Lockheed 

Martin、AeroVironment、Aurora Flight Sciences）が 2002年に結成した UNITE（UAV 

National Industries Team）が掲げてきた目的であり、関係省庁の参加によるイニシアチ

ブが必要であるとの判断から ACCESS５の設立に漕ぎ着けたものである。 

一般の空域で無人機を運行するための官・民をあげてのハード面、ソフト面にわたる協

調的な施策の推進は極めて重要であり、ACCESS５のような協議機関設置の必要性は強

調されるべきである。  

（ウ）陸海空３軍より成る協議機関 

陸海空 3 軍の無人機に対する考え方、運用コンセプト、したがって要求性能等がまち

まちである等の事情から、これらのうち統合できるものは統合し効率的な開発並びに運用

を図る方策を求めることを目的として、2000 年に 3 軍の関係者よりなる Defense 

Airborne Reconnaissance Office (DARO)を設立した。しかしながら各軍の無人機に対す

る取り組み姿勢、導入目的等に差がありすぎたため、各軍の調整が不調に終わり 2003年

にこの協議機関は解散の羽目に陥った。この原因としては、この協議機関がなんらの権限

を持たず単なる協議のための機関であったということにもよるが、例えば、陸軍は無人機

導入に極めて積極的であり、FCS においてもクラスⅠからクラスⅣまでに区分される無

人機、即ちそれぞれ小隊・中隊レベル、大隊・旅団レベル、師団レベル、軍団レベルに応

じた性能の無人機を装備させる等、将来部隊の編成装備に明確に組み込むとともに議会対

策等も積極的に進め、いわゆるWin-win状況の中で無人機計画を進めようとしているこ

と、また、米空軍にすべてをコントロールされたくないという思惑もある。米空軍は、グ

ローバルで戦略的な運用並びに戦域における運用についても航空戦力として一元的に運

用したいとの願望があり、更に無人機に期待する役割として、従来からの偵察・警戒・監 
                                                   
28 http://www.access5.org 
29 http://www.unitealliance.com 

http://www.access5.org
http://www.unitealliance.com
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視ミッションに加え精密誘導兵器による攻撃任務を重視するとともに、C4ISRのキーエレ

メントとして運用していく計画であり、米陸軍とは運用目的を異にするとともに、技術的

開発要素を多分に含んだ長期計画の性格が強い。これらのことが DAROを解散せざるを得

なくなった理由である。 

DAROは解散したが今後の無人機の発展性を考えると、統合運用の促進、予算の効率化、

規則類の整備等、陸海空軍による協調が要請されることは明らかであり、それが新たな協

議機関の設立へと動くのか、或いは個別の案件ごと協議して決めていくのかについては、

現在のところ分からない。 

ウ．Transformationと無人機 

ラムズフェルド米国防長官は、9.11同時多発テロを受けて、同年 10月 29日に国防省に

「Office of Force Transformation」を設置して米軍の“Transformation”（以下「変革」

と呼称する）の促進を図ったが、その後の世界で生起している安全に対する挑戦に対して

は、旧来の世界の安全保障秩序では対処しえず、新しい世界の安全保障秩序を構築する必

要があると認識すると共に、急速な技術革新がもたらした工業化社会から情報化社会への

転換の時期とも相俟って、米国の「変革」に対する考え方を単なるグローバルなテロリズ

ムへの対処のための方策としてとらえるのではなく、「変革」を米国の防衛戦略のみならず

国家安全保障戦略のバイタルなコンポーネントであると位置付けるに至っている。米国は、

国際社会の安全保障システムは 9.11以降完全な機能不全に陥っているため、米軍の「変革」

は待ったなしの状況で進めていかなければならない、と認識している。 

「変革」は三つの領域、即ち、①能力基盤型の戦力整備及びスパイラル開発方式による

兵器開発取得サイクルの迅速化等、ビジネスの変革、②米国内各省庁及び同盟各国との共

同の促進、③部隊並びに戦い方の変革、を包含しているとしている。そして「変革」とは

最終的な状態を指し示すものではなく、変化していく状況に対応していくための、立ち止

まることのない進化し続ける変化のプロセスであるとしている。 

上記のうち「部隊並びに戦い方の変革」について、まず第 1に統合作戦のコンセプト並

びにアーキテクチャーを確立して統合作戦戦闘能力の強化を図り、第 2 に米軍の優れた

ISR 能力をフルに活用して情報優越態勢を確立・維持し、第 3 にウォーゲーム、M&S 或

いは演習を通じて斬新なコンセプトの開発と実験を推進し、そして第 4に以上のことを達

成することによって部隊並びに戦い方の変革を達成していく、としている。近年の非正規

戦における情報優越の確立と維持は、旧にも増して極めて重要である。ISR能力をフルに
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活用した情報の優越とその活用態勢の成否が作戦の成否を左右する。卓越した ISRセンサ

ー能力、そして必要とするシューター（攻撃手）に必要とする情報を必要とする時に提供

できる情報処理能力並びにネットワーキング、そしてシューター或いはウエポンのキル能

力である。近年における無人機とその関連技術の発達は、無人機をして ISR並びにネット

ワーキングの重要なエレメントならしめた。無人機がこの Sensor-to-Shooter Chainに加

えられたことによって、このチェーンの煩雑なルートは簡素化され、情報伝達速度は迅速

化され、その結果効果基盤型の作戦は著しくその成果を上げることが出来た。現在では無

人機はこの Sensor-to-Shooter Chainの欠くべからざるエレメントになっていると言って

も過言ではないであろう。 

エ．QDR 2006における無人機の取扱い 

４年ごとの防衛見直し、いわゆる QDRは 2005年 10月に出される予定であったが、遅

れて 2006年 2月 6日に米国議会に提出された。4年前の QDRは 9.11米国同時多発テロ

の直後であったこともあり、テロとの戦いをどのように位置付け、どのように対処するか

が必ずしも明確ではなかった。今回の QDR2006 では、米国は長期にわたる戦争（Long 

War）の真っただ中に在るとし、20世紀から 21世紀型脅威への変化に伴い戦略重点の移

行が起きていると分析して、2005年 3月に策定された「国家防衛戦略（National Defense 

Strategy）」において、米国は在来型の脅威のほか非在来型の非対称脅威、即ち妨害的脅威、

変則的脅威及びテロリストがWMDを使用するなどの破滅的脅威に対処しなければならな

いとしたことを受けて、これへの対処戦略として、次の四つの優先的に焦点を合わせるべ

きエリアを定め、このエリアに照らして個々の計画を進化・発展させていかなければなら

ないとしている。即ち、①テロリストネットワークの打倒、②本土防衛、③戦略的分岐店

にある国に対する影響力発揮、④敵性国や組織によるWMDの獲得及び使用の阻止、の四

つのエリアである。“QDR2001”及び“Transformation”によって進めている計画をその

後における技術の進展、戦略環境の変化、実戦教訓を踏まえて上の四つのエリアに照らし

て見直し、その結果として QDR2006では、現在進めている“Transformation”の変革の

速度を加速させることと、共同の更なる緊密化、統合及び行動の同期の更なる推進を図る

必要があるとして、それを具現化した内容となっている。 

無人機に関する計画としては、国防科学委員会（DSB）の提言、並びに“Unmanned 

Aircraft System Roadmap 2005-2030”で提案している計画を十分に考慮した内容となっ

ている。無人機関連の主要な計画は次のとおりである。 
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特殊作戦軍隷下に米空軍が無人機大隊を創設する。 

（ア）米空軍の将来の長距離攻撃戦力の約 45％は無人機とする。 

（イ）現 J-UCAS計画を次により強化する。即ち、空母搭載型で空中給油可能な長距離無

人機とし持続性能、到達性能並びにペイロード能力の向上を図る。 

（ウ）プレデター及びグローバルホークの取得を加速し無人機が担当する空域を倍増せる。 

以上のように、今回の QDR においては無人機の部隊創設を決めると共に開発・取得の

促進を図る等、無人機の有用性を積極的に評価する方向で見直しが行われている。 

オ．無人機の将来性を左右する要因 

（ア）技術開発 

無人機に関わる技術は極めて多方面の領域にわたる。即ち、①機体に関わる技術、②指

揮・統制、管制等に関わる技術、③ISR、武器、通信ノード等のペイロードに関わる技術、

④情報通信ネットワークに関わる技術、⑤後方支援システムに関わる技術、そして⑥「See 

and Avoid」性能に関わる技術等である。無人機の将来性を左右する大きな要因は、これ

らの技術がいかに組織的に整合性をもって開発が進められ、実用化されていくかであろう。 

まさにこのような発想から米国防省は“Unmanned Aerial Vehicles Roadmap”30を定

めて、公表し、技術開発の方向性と時間要素を明らかにしたが、このことにより官、民の

努力は結集され、無人機の実用化は大いに促進されることになると思われる。 

（イ）Defense Science Boardの提言及びその実行 

米国防省の外郭機関である国防科学委員会（Defense Science Board : DSB）は、UAV

及び UCAS31の開発・装備に関する調査研究を国防次官（調達・技術・後方担当）及び国

防次官補（C3I 担当）並びに戦略・戦術システム局長より命ぜられた。このため DSB は

タスクフォースを編成して当該タスクフォースに調査研究を委嘱した。タスクフォースは

委嘱に基づく調査研究を実施し、その結果を 2004年 2月に「Unmanned Aerial Vehicles 

and Uninhabited Combat Aerial Vehicles」と題する調査報告書として米国防省に提出し

た。 

以下はその報告書に基づく提言であり、米国防省におけるUAV並びにUCASの将来は、

米国防省並びに関連省庁・機関等がこの提言をどこまで忠実に実行していくかにかかって

いると言っても過言ではないであろう。 

                                                   
30 2000年に初回次いで 2002年に 2回目を発行し、2005年には名称を「Unmanned Aircraft Systems Roadmap」
と変更して第 3回目を発行している。 
31 Unmanned Combat Aircraft System 
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[提言１：UAVの戦力構成への導入を加速させること] 

UAV、UCASはもはや軍の補助追加装備品としてではなく、軍を構成する不可欠な装備

品として位置付けるべきであり、いかなる組織にいかなるシステムを装備し、いかに運用

していくか等、ドクトリン、戦法、組織、任務等を早急に定めるべきである。 

[提言２：ユニット生産コストの上限を定めるべきであること] 

UAVの開発、生産、取得、維持、に掛かる経費は、同等性能を有する有人機に比べて納

得のいく安さが維持されている必要がある。それは、有人機に比し信頼性は軽減でき、ま

たパイロットのスペースとかヒューマン用計器とかは不要であること、またパイロット養

成に比べれば地上のコントローラーの養成はコストがかからないであろうこと等による。

したがって、ある一定の価格上限が決められてしかるべきである。 

[提言３：事故率を減らすこと] 

有人航空機の 10万飛行時間あたりの事故件数と、同等性能と考えられる UAVの事故件

数（但し総飛行時間は１０万時間には満たない）を比較した場合、プレデターが 32 件で

あるのに対して米空軍の F-16戦闘機が 3件、パイオニアが 334件に対して同等性能の一

般的な航空機で 1 件、ハンターが 55 件であるのに対して同等性能と考えられるローカル

な小型航空機で 0.1件である。近年におけるUAVは高性能で高価なペイロードを搭載し、

極めて重要なミッションを課せられることを考えると、事故原因を排除または局限して事

故率を減らし信頼性を上げると共に、コストエフェクティブな視点からバランスのとれた

事故率の低減が図られなければならない。 

[提言４：通信に関する技術開発並びに通信環境の改善の促進] 

UAVの運用にかかわる通信の多くは、現在民間の人工衛星に依存しているが、秘匿が効

きかつ広いバンド幅を必要とするため軍用通信衛星（MILSATCOM）が利用できるように

するべきである。 

通信にかかわる米国防省の多くの計画、即ち○Network Centric Enterprise Services、

○Transformational Communications Architecture、○Joint Tactical Radio System、○

Wide Band Satellite Communications、○GIG-BE、○Information Assurance Horizontal 

Fusion、○Power to the Edge等において、UAVを通信中継用ノードとしていかに活用し

ていくかが真剣に検討されなければならない。 

戦域における戦術通信には、UAVを通信ノードとして活用する方が衛星通信より安価か

つ有用であり、衛星通信の補完も可能である。一方衛星通信はグローバルな通信及び大容
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量通信に適している。 

[提言 5：インターオペラビリティの促進及び共通のミッションコントロールシステムの開

発] 

各軍が保有する多くの UAV 間のインターオペラビリティの促進を図ると共に、共通の

ミッション・マネージメント・システムを開発するため米国防省は次のアクションをとる

べきである。①国防長官は国防次官（調達・技術・後方担当）を UAV のインターオペラ

ビリティ推進の責任者に指名し、インターオペラビリティの促進を図らせること。②

JFCOM32は STRATCOM33と協調して UAV のドクトリン及び戦術の開発を積極的に進め

ること。③米空軍と米海軍の UCAV の統合を進めるため 2003 年 10 月 1 日に Joint 

Program Office (JPO)を設立したが、このオフィスはミッションコントロールシステムの

共通化にも努力をするべきである。 

[提言 6：UAV を一般の有人航空機の飛行空域で飛行させるための技術開発並びに規則等

の体制整備の促進] 

米国防省は、あらゆるクラスのUAVを米国及び国際の一般飛行空域で飛行させるため、

飛行許可申請提出後直ちに飛行できる体制の整備に向けて、NASA、FAA及び関連企業と

共に積極的に活動すべきである。現状では米国内で UAV を飛行させるのに FAA に COA

を申請して通常 2ヶ月かかるが、米国防省が「UAV Roadmap 2003」で述べているように、

従来の FAA Order 7610.4 に代えて DD Form 175一本で COA申請ができるようにする

べきである。更に米国内のみならず ICAOに対して、インターナショナルフライトプラン

DD Form 1801を使って申請できるように米国防省は ICAOに対して提議すべきである。 

米国内、国外を問わず一般飛行空域で UAVを飛行させるためには、“探知して回避する”

システムの開発が喫緊の課題であり、米国防省はこの開発を促進しなければならない。ま

た米統合軍部隊指揮官は、このシステムの運用にかかわる戦術、手順等を開発し定めてい

く必要がある。 

[提言 7：焦点を合わせた技術開発予算の充当] 

UAVは多くの技術領域に関わるシステムである。概ね十分な予算が配賦されているが真

に必要なものに十分な予算配分がされているとはいえない。次のような開発プロジェクト

に重点配分されるべきである。①大型 UAV のためのエンジン、②軽量で安価な各種セン

サー、③“探知して回避する”システム等一般空域で飛行するためのシステム、④大型

                                                   
32 Joint Forces Command 
33 Strategic Command 
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UAVの自動離陸・着陸システム、⑤次世代センサー、等である。 

[提言 8：敵攻撃に対する脆弱性の低減] 

敵防空火網が健在な時、或いは航空優勢獲得が出来ていない時点等において UAV を運

用するケースは極めて多いと言わざるを得ない。一方、UAVは敵の攻撃に対する警告装置

あるいはステルス性の付与等はされておらず、また敵攻撃に対する反撃性能も持っていな

い。有人機と同じような生存性を求めれば、それは経費がかかり過ぎる。従って、有人機

と比較してコストエフェクティブなレベルの脆弱性の低減を図る必要がある。 

（ウ）飛行規則の見直し等運用環境の整備 

無人機を一般空域（National Air Space : NAS）で飛行させることについての米国防省

のビジョンは、「有人機と同じレベルの安全性が保証された適正な無人航空機を 2005年末

までに“File ＆ Fly”34環境を作り上げること」であると言っている。現状ではこのビジ

ョンの実現は難しいと言わざるを得ないが、米国防省及び FAA はこのような環境の整備

に向けて地道な努力を続けている。概要は次のとおりである。 

a． 米国防省が進めている無人機についての CONOPSの検討が完成し、航空機耐空証 

明が確実なものとなれば、無人機の NASへのアクセスは認められる。このため米国

防省と FAA は、FAA Order 7610.4 に示されているガイダンス及び Remotely 

Operated AircraftのNASでの運用及びCOAの承認手順の改正について合意してい

る。米国防省の見解としては、COA手順を改正するためには、①無人機の信頼性、

②FAA規則、③無人機の S&A性能、これら三つのクリティカルな案件が解決されな

ければならないとしている。 

b． 米国防省と FAAは、軍用無人機を NASで飛行させるための環境の整備を進めてい 

くに当たっての原則として次を合意している。 

（a） NAS飛行に関わる現行の慣行に害を与えないため次を遵守する。 

① 米国防省が有している軍用航空機の耐空証明についての権限はそのままとする 

② 現行の航空交通管制手順は崩さない 

③ 民航機、商用或いは個人用航空機の飛行に不必要な制約は加えない 

（b） 新規に規則を創造するというよりは、現行規則になるべく適合させる。即ち、現

Title 14 Code of Federal Regulationsは、無人機の飛行をカバーしているものと解

釈でき、無人機のみに適用されるような専用の条項は極力設けないものとする。 

                                                   
34 FAAに飛行許可申請を提出後直ちに飛行許可が下りる 
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図 ２－１ 

（c） 先例を確立する。 

   まず、米国内における軍用無人機の飛行に関するものを制定し、これを米国内民

間用無人機に適用し、ゆくゆくは ICAO へ、そして外国の空域でも適用できるよう

なものを制定する。 

 

(２)無人機の現状 

今や米軍にとって無人機(UAV: Unmanned Aerial Vehicle)は、軍事作戦において、また

平時における偵察・監視業務等においても欠く事が出来ない重要な装備となった。   

現在米軍において開発中及び運用中の無人機には、戦略的偵察監視任務を実施するもの

から戦術目標の偵察監視をするもの、及びこれらの伝統的な偵察任務のみならず武装攻撃

を行うものまで多種に亘っている。これらの無人機は1990年代における湾岸戦争、バルカ

ン紛争、2000年以降のアフガニスタン、イラク戦争等において着実に実績をあげてきてお

り、今や無くてはならない存在になりつつある。本項では、現在米軍において運用中、開

発中の無人機についてその概要を紹介する。 

ア．主要無人機 

（ア）MQ-1 Predator（プレデター） 

空軍において運用中の無人機で、１２０機強を取得済、更に７７機を取得計画中であ

る 。  製 造 会 社

は ,General Atomics 

Aeronautical Systems 

Inc. である。MQ-1は、

1994年に発展型のテス

トが実施され、1997年

から空軍による調達が

開始された。1995年からイラク、ボスニア、コソボ及びアフガニスタンにおいて偵察任

務で使用された。2001年からヘルファイア・ミサイル35の装備が開始され型式がRQ-1か

ら多任務型の MQ-1に変更された。MQ－１は、2005年 3月に IOC(Initial Operational 

Capability)となった。 最高飛行高度25,000フィート、飛行時間は24時間強である。 

 

                                                   
35 ヘリコプターに搭載するレーザー誘導対戦車ミサイル、 射程約８ｋｍ 
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図 ２－２ 

（イ） Q-2B Pioneer (パイオニア) 

現在、海兵隊において運用中の無人機で、１７５機を取得済、３５機が実運用中である。 

製造会社は、Pioneer UAV, Inc.である。RQ-2Bは、1986年以来陸軍、海軍、海兵隊におい

て陸上及び艦上において運用されてきた。当初は、戦艦の射撃管制用として使用され、そ

の後は主として揚陸部隊の偵察、監視用に使用された。本機は、75ポンドのペイロードで

5時間の飛行が可能である。 

1991年以来、ペルシア湾、ボスニア、コソボにおいて偵察任務に使用された。 現在本

機は OIF(Operation Iraq Freedom)において海兵隊を支援するために運用されている。 

2002会計年度から海軍が本機の運用を停止し、海兵隊へ移管した。海兵隊は、本機を後継

の垂直離発着無人機へ移管するまで運用する方針である。 最高飛行高度は15,000フィー

トである。 

（イ） ＲＱ-4 Global Hawk (グローバルホーク)  

空軍において運用中である。58機を取得計画中であり、現在12機を取得済みである。 

製造会社は、Northrop Grummanである。RQ－４は、高空を長時間飛行する無人機であり、

1日あたり 40,000平方マイルの広範囲を偵察する能力を有する。RQ-4A(Block10)と

RQ-4B(Block20,30,40)

の2種類があり、RQ-4B

の方がやや大型である。

本機は、1998年2月に

初飛行し2001年3月に

ACTD(Advanced 

Concept Technology 

Demonstrations)から

EMD(Engineering and Manufacturing Development)に移行した。本機は、EO/IR センサー

とMTI(Moving Target Indicator)36能力を有するSAR(Synthetic Aperture Radar)37の2つ

のセンサーを装備し、昼間、夜間及び全天候の偵察能力を有する。センサー・データはCDL 

LOS(X-band) 及び/又はBLOS(Beyond Line Of Site)(Ku-band SATCOM)データリンクにより

MCE(Mission Control Element)へ送信される。MCEは、映像データを最大 7つの基地へ分

配できる。空軍は、2005から2010会計年度に34機の調達予算を獲得しており、合計５１

                                                   
36  移動目標表示装置 
37  合成開口レーダー 
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図 ２－３ 

機の取得を予定している。（58機中7機はACTD用である）最初の44機のB型は2006年11

月に飛行テスト可能となる。ASIP(Advanced Signals Intelligence Program)を含む多機能

型は、2007年 5月に飛行テスト可能となり、MP-RTIP(Multi-Platform Radar Technology 

Insertion Program)型は2007年7月にテスト可能となる。空軍は、更に他のセンサー及び

通信装置をスパイラル方式38により追加装備することを計画中である。CIP(Common Imagery 

Processor)を装備する前線の地上局は、ゆくゆくは映像を直接グローバルホークから受信

できるようになる。IMINT(Imagery Intelligence)の IOCは、2006会計年度に実施される

予定である。Ａ型の最大飛行高度は65,000フィート、飛行時間は32時間であり、Ｂ型の

最大飛行高度は60,000フィート、飛行時間は２８時間である。最大速力/ロイター速力は、

A型が350/340ノット、B型が340/310ノットである。B型のA型との主な相違点は、ペイ

ロードが A型の 2,000ポンドに対し、3,000ポンドに増加されていること及びＳＩＧＩＮ

Ｔが追加装備されていることである。 

（ウ）RQ-5A/MQ-5B Hunter （ハンター） 

陸軍において運用中の無人機で、６２機を取得済、３５機を運用中である。 製造会社

は、Northrop Grummanである。RQ-5は、当初は陸軍、海軍及び海兵隊の共同開発による短

距離無人機であったが、最終的に陸軍が師団規模の部隊の要求に合うと判断したものであ

る。動揺修正したEO/IRセンサーからの画像は、別のハンターにより中継されたCバンド

のLOS(Line of Sight)データリンクによりリアルタイムに伝達される。ハンターは、１９

９９年にNATO バルカン作戦支援のためマケドニアで、２００２年にはイラクにおいて使

用された。２００４会計年度に新たに追加調達された１８機の MQ-5は、Viper Strikeと

BLU 108弾頭を搭載するように改造された無人機である。競争機として選定されたExtended 

Range/Multi-Purpose(ER/MP)UAV39は、２００７会計年度からハンターの交替機となる。 

ハンターは、2009年まで運用される予定である。最高飛行高度は、A型が15,000フィー

                                                   
38  米国の新しい装備開発方式。当面使える開発技術を新装備に適用し、引き続き新技術の開発を行う。 
39 （ス）項参照 
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図 ２－４ 

ト、B型が18,000フィート、飛行時間は、A型が１１．６時間、B型が18時間である。 

（エ）RQ-7A/B Shadow 200 （シャドー） 

RQ-7は、陸軍において運用中の無人機である。現在、１００機以上を取得しており、合

計３３２機の取得を計画中である。製造会社は、AAIである。シャドーは本来戦術無人機

であったが、陸軍が１９９９年１２月に大隊レべルの機動指揮官支援のために選定したも

のである。カタパルト発進し、捕捉ワイヤで回収するタイプである。動揺修正付EO/IRセ

ンサーのビデオは、Cバンド LOSデータリンクによりリアルタイムに伝達される。能力向

上型Bタイプの１号機は、２００４年８月に納入された。RQ－７Bは、現在高バンド帯TCDL

（Tactical Common Data Link）を装備し、翼幅が１６インチ大きく、７時間の飛行時間を

持ち、能力向上型コンピューターを搭載することが可能である。  

FRPと IOCは、２００２年９月に承認された。現在、１システムあたり４機からなる６

３システムが予算化されている。陸軍は、総計で８８システムの取得を目標にしている。  

シャドーは、対テロ広域作戦のためにイラクに配備されている。また韓国にも配備され

ている。  

最高飛行高度は A型が 14,000フィート、B型が 15,000フィート、飛行時間は A型が5

時間、B型が7時間である。 

（オ） RQ-8A/B Fire Scout (ファイアスカウト) 

陸軍及び海軍が運用を計画中である。現在、５機が取得されており、合計１９２機の取

得を計画中である。 製造会社は、Northrop Grumman である。 

Fire Scout Vertical Take-Off and Landing(VTOL) Tactical UAV(VTUAV)計画は、現在

EMD(Engineering and Manufacturing Development)の段階である。５機のRQ-8Aと４つの

地上管制局が現在開発テスト中である。 

単独飛行、TCDLオペレーション、多任務実施、及び地上管制のテストのため１００回以

上の飛行が成功裏に

実施された。陸軍は、

2003年に、４枚ブレ

ードの RQ-8B型を

FCS(Future Combat 

System)40用のカテ

                                                   
40 （ケ）項参照 
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図 ２－５ 

ゴリーⅣ UAVに選定した。２つのプロトタイプが2006年に取得される。 海軍は、RQ-8B

をLCS(Littoral Combat Ship)41搭載用UAVに選定した。 最高飛行高度は20,000フィート、

飛行時間は6時間以上である。 

（キ） MQ-9 Predator B (プレデター) 

空軍が運用中である。 6機が取得されており、合計60機の取得が計画されている。製

造会社は、Ｇｅｎｅｒａｌ Ａｔｏｍｉｃs Aeronautical Systems Inc. である。MQ-9は、

中高度、長時間飛行の無人機である。その第１の任務は特に緊急を要する重要目標

（critical time sensitive target）に対する持続的な制圧(Hunter-killer)であり、第２

の任務は、情報収集である。MQ-9システムは、4機のプレデターと１つの地上管制基地及

び衛星リンクからなる。その集約されたセンサーシステムは、MTI(Moving Target 

Indicator)機能を持つSAR(Synthetic Aperture Radar)及びEO/IR,レーザー測距装置、レ

ーザー目標指示装置からなる。MQ-9は、一人のパイロットと一人のセンサーオペレーター

により操作される。  

米空軍は、MQ-9をGWOT(Global Ｗａｒ Ｏｎ Terrorism)42に対する国防省の要求に応え

るものとして 2001年 10月に提案した。2003年 6月に ACC(Air Combat Command)は MQ-9

の運用コンセプトを承認した。目標兵力組成は、9つの戦闘システムと36機の無人機であ

る。MQ-9の最高飛行高度は50,000フィート、飛行時間は30時間であり行動半径は2,000nm

である。 

（ク）Joint Unmanned Combat Air Systems (J-UCAS) 

海軍と空軍が採用を計画しており、2機のX-45Aが取得され、1機のX-47Aが実験中、3

                                                   
41 米海軍新戦略の目玉装備の一つ。 沿岸作戦用の高速、多機能艦。 ５０ｋtを出し、任務によりモジ
ュールを積み替える。 
 
42  米国と同盟国が全世界的に遂行中の対テロ作戦 



   38 
 

 

図 ２－７ 

図 ２－６ 

機のX-45C,3機のX-47Bが計画中である。 製造会社は、Boeing とNorthrop Grummanで

ある。 空軍のUCAV, 海軍のUCAV-N実験計画は、2004会計年度にDARPA(Defense Advanced 

Research Projects Agency)により統合プログラムの中に組み入れられた。 

プロトタイプ（Boeing X-45A及びNorthrop Grumman X-47A）の初飛行は、それぞれ2002

年５月及び2003年2月に行われた。 2機のX-45Aのテストは2005年9月まで継続する。  

より大型のX-45C及びX-47Bの初飛行及びCommon Operating Systemの導入は2007年に

実施される。J-UCASは、陸、空のコンポーネントが結ばれる多用途の戦闘ネットワークを

実験するための無人機であり、これにより広範囲の任務を支援できるようになる。実験計

画の責任は、2006会計年度に DARPAから空軍に移管される。J-UCASの最高飛行高度は、

X-45C,X-47B共に40,000フィート、航続時間は前者が7時間、後者が９時間である。最大

速力は、いずれも460ノットである。 

（ケ）Future Combat System （FCS）43                                                                   

陸軍において計画中であり、無人機はまだ取得されていない。取得数も未定である。FCS

のプライム契約会社は、Boeingであ

る。FCSは18システムから成り、各

システムは4機の無人機で構成され

る。このシステムは、実験部隊にお

いて 2008年に取得されることが予

定されており、2014年にIOCとなる。 

                                                   
43  米陸軍の将来戦闘システム。 １９９９会計年度から開発に着手。 スパイラル方式により、２０
０８年度に最初のシステムが配備される。 有人兵器（８種類の戦闘車両）と無人兵器（３種類のロボ

ット車、３種類のセンサー、弾薬類、４種類の UAV）の計１８種類のシステム及びネットワーク、将
来部隊兵士からなる。  
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図 ２－９ 

図 ２－８ 

TRADOC(Training and Doctrine Command)は、2004年 4月、Ravenを当座のClass Ⅰ

UAVに、改良型 Shadowを Class ⅢUAVに、Fire Scoutを Class ⅣUAVに指定した。 

5 番目の

カテゴリー

で あ る

Class ⅣB 

が新たに設

定され、単

機で 24 時

間の連続運

用が要求さ

れている。これは多分ER/MP(Extended Range/Multipurpose) UAになるであろう。 航続

時間は、Class ⅠRavenが 50分、Class Ⅱ（機種未定）が 2時間、Class ⅢShadowが 6

時間、Class ⅣFire Scoutが24時間連続である。 

（コ） I-Gnat-ER 

陸軍が運用中であり、３機を取得、更に2機の取得を計画中である。製造会社は、General 

Atomics Aeronautical Systems, Inc.である。 I-Gnat-ERは、プレデターの変形である。 

陸軍は、2004会計年度に、ER/MP計画の強化予算としてI-Gnat-ER 3機を取得した。陸軍

はこれらの無人機を2004年3月以降イラクに展開中である。 追加の2機は2005会計年

度に取得を計画中である。 この2機は、SATCOM データリンクとレイセオン17インチMTS

センサー/デジグネーターを装備する。 カナダはI-Gnat-ERの採用を決定している。最高

飛行高度は、25,000フィート、航続時間は30時間である。 
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         図 ２－１０ 

（サ） Global Hawk Maritime Demonstration (GHMD) 

海軍が運用を計画中であり、2機の取得を予定している。 製造会社は、Northrop Grumman

である。 本計画の目的は、海軍に対し、Multi-Intelligence及び高空での継続的ISR能

力を持たせること並びにTrident Warrior 05 の一部であるSea Trial 21initiativeへの

参加である。 

海軍は、2003会計年度に、空軍を経由して Northrop Grummanに対し次の購入契約を行

った。 

  ◌ EO/IRとISRセンサーを装備する2機のRQ-4(Block10) グローバルホーク（2,000

ポンドペイロード） 

  ◌ 地上管制/支援装置 

  ◌ 海軍仕様に変えるための技術支援： 

  ① 海上センサーモードソフトウエア（海上監視、目標探知、インバースSAR）  

     ② 360度ESM能力 

   ③ 衛星及び直接データリンクの能力向上 

  海軍のGHMDの主基地はメリーランド州Patuxent Riverである。 

（シ） Broad Area Maritime Surveillance (BAMS) UA 

 海軍が計画中の無人機であり、取得機数、製造会社共に未定である。海軍は、世界中に

アクセスできる継続的な海上ISR能力をもつBAMS UAを開発中である。 

BAMS UAは、多任務の海上航空機として洋上及び沿岸連続監視を実施し、30フィートの

船艇を探知できる。BAMS UAは、各作戦場面において5～6機を運用し、1日24時間、1週

間７日の連続オペレーションを実施し、作戦半径は2,000マイルに及ぶ。世界中へのアク

セスも可能である。 

BAMS UAは、艦隊司令官に対し、戦闘場面において昼夜COP(Common Operational Picture)
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写真 ２－１ 

を提供することもできる。更に、通信中継能力は艦隊司令官に対し広く拡散した部隊との

通信を確保し、海軍のFORCENet44戦略への通信ノードと成り得る。 

（ス） Extended Range/Multipurpose (ER/MP) UA 

陸軍の計画であり、90機が予定されているが、製造会社は未定である。陸軍は、2001

年から RQ-5 Hunterの後継機の要求を検討し始めた。ER/MP UAVは、中高度を継続的に飛

行するUAVであり、要求性能はHunterの能力を殆どそのまま受け継ぐものである。 2004

会計年度に予算化し、2007会計年度にIOCを計画している。契約会社の決定は、2005年8

月中旬を予定している。最も重要な要求事項は、ER/MP UAが、RQ-7 Shadowの地上局から

管制され得ることである。各システム12機からなる5システムがIncrement 1として計画

されており、Increment 2 では、各システム18機に増える。 

イ．実験中の無人機 

（ア）X-50 Dragonfly Canard Rotor/Wing (CRW)   

DARPAが実験中であり、計画した2機を取得済みであり、製造会社はBoeingである。CRW

コンセプトは、ヘリコプターのVTOL能力と固定翼の高速能力（400ノットまで）を複合し

たものである。 CRWは、ローターを停止して固定することにより高速飛行時の翼として使

用しこの際カナ－ドと尾翼は追加の翼となる。 

回転翼、固定翼のいずれの場合も、動力は在

来のターボファンエンジンによる。X-5は技術

実験機である。ホバーテストは、2003年 12月

と2004年3月に実施されたが、初号機はハード

ランディングにより大破した。2機目のX-50は、

2005年夏に計画されている飛行テストのために準備中である。X-50の最大飛行高度は

20,000フィート、飛行時間は30分である。 

（イ） A-160 Hummingbird                                    

DARPA,陸軍、海軍が実験中である。10機の取得が計画されており、4機が取得されてい

る。製造会社は、Ｂｏｅｉｎｇ及びFrontierである。A-160は、従来のヘリコプターに比

較して、回転数変化による固定ローター、軽量ローター・機体、高効率内燃エンジン、大

容量燃料タンク、発展型半独立性飛行管制装置により、航続距離、時間、管制能力が向上

している。  

                                                   
44 米海軍における C4Iアーキテクチャー。 海底から宇宙に至る全センサーの情報を融合し部隊へ配布
する。 
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写真 ２－２ 

写真２－３ 

OSR(Optimum Speed Rotor)システムは、ローターに広範囲の回転数と最良の揚力効果を

与えるものである。初飛行は2002年1月に実施された。飛行テストでは、４気筒レーシン

グカーエンジンを使用して、135ノットの速力と7.3時間の航続時間（18％の燃料）、7,000

フィートの高度を出した。単独飛行により離陸、定点飛行、着陸、リンク遮断による帰還

を実施した。現計画では、6シリンダーによ

るテスト、ターボシャフトエンジンへの移行、

最終的にはディーゼルエンジンによる 24時

間以上の長時間飛行と 30,000フィートの高

度到達を目指している。                       

現在のA-160は最高高度28,000フィート、

飛行時間は15,000フィートで18時間である。

DARPAの契約は、2007年に終了する。 

（ウ） Cormorant 

DARPAにおいて計画中の無人機であり、取得機数は未定である。製造会社は、Lockheed 

Martinである。本プロジェクトは現

在、潜航中の SSGN45又は水上艦艇か

ら発射され、回収され、更に再発射

される多目的無人機の一連のリスク

リダクションテストを実施中である。 

こ の 無 人 機 は 、 全 天 候

ISR&T(Intelligence,surveillance, 

reconnaissance and targeting),  

BDA(Battle Damage Assessment)46, 武装偵察、SOF(Special Operation Force)47及び特殊

作戦任務支援等を実施するためのものである。 

特に、ステルス化されたSSGNや残存性ある航空機との組合せで運用されれば、将来の統

合オペレーションにおいて画期的な能力を発揮するであろう。もし現在の実験が成功すれ

ば、引き続き開発が実施されるであろう。最高飛行高度は35,000フィート、飛行時間は3

時間である。 

                                                   
45 対艦及び対地ミサイルを搭載する米海軍原子力潜水艦。 
46 攻撃結果の評価 
47 特殊作戦部隊 
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（エ）DP-5X 

DARPAにおいて計画中の無人機であり、 取得

機数は未定である。製造会社は、Dragonfly 

Picturesである。DP-5Xは陸軍のFCS ClassⅢVTOL 

UAVとして計画中である。本計画は、開発、試験

段階を成功裏に終了し、初飛行の段階に進むこと

が計画されている。本ビークルはモジュラー化さ

れており、各モジュールは分解して人が運ぶこと   

が可能である。 

DP-5Xは、ペイロードが大きくHMMWV(High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle)

計画にも適応するように計画されている。その特殊な構造により、本機は2人のオペレー

ターにより迅速に飛ばすことができる。本機は、戦術偵察、監視、目標探知(RSTA)及び通

信中継用として陸軍の大隊規模以下の小部隊指揮官によって運用されるためのものである。 

最高飛行高度10,000フィート、飛行時間5.5時間である。 

（オ）  Long Gun 

DARPAにおいて計画中の無人機であり、取得機数は未定である。製造会社は、Titan 

Corporationである。本計画は、再使用可能、長時間飛行、低価格、レーザー測的可能な

LWIR/NIR/VIS(Long Wave IR/Near Infrared/Visible)センサーを持つ無人・武装ミサイル

の試験・開発である。長時間飛行においてダクテッド・ファンは効率的な推進装置となる。

このミサイルは陸上または海上のビークルからキャニスターにより発射され、特定の目標

区域へ飛行し、LWIR/NIR/VISの３モード・センサーにより目標を捜索する。目標を探知す

ると、ミサイルは内装された爆薬により目標を破壊する。もし目標を探知できない場合、

ミサイルはコマンドにより基地へ帰投する。このミサイルは、オペレーターが操作し、目

標の特徴、攻撃許可、攻撃評価を確認するためのデータリンクを有する。本ミサイルの最

高飛行高度は15,000フィート、飛行時間は30時間以上であり、速力は125ノットである。 

（カ） Unmanned Combat Armed Rotorcraft (UCAR)  

陸軍及びDARPAが協同して計画中の無人機であり、取得機数は未定である。 製造会社

は、Lockheed Martin及びNorthrop Grummanである。 UCAR計画は、知能のある垂直離発

着無人機が将来戦における一つの要素として、偵察・攻撃任務を効果的に実施できるか、

技術的可能性、軍事的有用性、運用価値をテストするものである。 UCAR計画は、単独ま
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図２－１２ 

たは連携オペレーション、単独低空飛行、残存性、測的・攻撃能力のような重要な技術を

設計・開発し、統合し、テストしている。  

Lockheed MartinとNorthrop Grummanは、テスト用システムの初度設計を2004年7月

に完了した。このA モデル実験機は、2006年に飛行する。B モデル・プロトタイプは、

2008年に飛行する。陸軍の取得プログラムには、2010年に移行する。 

 （注： UCAR計画は、陸軍の予算優先順序により、2004年12月に終了した。） 

（キ） Eagle Eye  

コースト・ガードにおい

て計画中であり、６９機の

取得を予定している。製造

会社は、Bell Textronであ

る。 

コースト・ガードは2003

年2月、そのDeepwater計画48において巡視船から発着する無人機としてBell model TR911D 

Eagle Eye チルト・ローターを選定した。Deepwater計画は、2007年にそのプロトタイプ

の評価を開始する。 

 最高飛行高度は20,000フィート、飛行時間は5.5時間である。 

ウ．特殊作戦用無人機 

（ア） Neptune   

 海軍において運用中の無人機である。 現在15機を取得しており、合計27機の取得を計

画中である。製造会

社は、DRS Unmanned 

Tecｈnologies で

ある。本機は、海上

において発射、回収

することを期待されている新型の戦術無人機である。７2x30x20インチのケースに入れて

運搬され、小型船艇から発射され、海上で回収される。本機はIR又はカラービデオセンサ

ーを搭載するか、小型のペイロードを投下することができる。そのデジタルデータリンク

は海上における多重反射効果を最小限に抑えるように設計されている。初飛行は、2002年

                                                   
48 米コーストガード（沿岸警備隊）の新装備計画。 海軍とのインターオペラビリティを重視した装備
強化計画である。 
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1月に実施された。 最初の生産契約は、2002年3月に行われた。最高飛行高度は 8,000

フィート、飛行時間は4時間である。 

（イ） Maverick 

 DARPA、陸軍、海軍の共同計画である。 現在、4機が取得されており、合計 5機が計画

されている。製造会社は、Boeing/Frontier/Robinsonである。本機は、Robinson R22ヘリ

コプターを無人化したもの

である。FrontierがDARPA 

A-160 UAの管制ロジック

の開発のためのテストベッ

ドとして1999年にR22を改

造した。引き続き海軍が

2003年に 4機の Maverick

の購入を決定した。最高飛行高度10,800フィート、飛行時間7時間である。 

（ウ） XPV‐1 Turn 

SOCOM(Special Operation Command)49が運用中である。65機の取得を計画しており、全

機取得済みである。製造会社は、BAI Aerosystemsである。元は陸軍のファイバーオプテ

ィック誘導無人機のテストベッドであったが、2001年に、より大きな操縦可能な前輪と荒

地でも使える電動ブレーキ付の主輪に変え、腹に機器を抱いて短い滑走路でも降りられる

ようにした。本機は、特殊作戦部隊を支援するために海軍の VC-6 (Fleet Composite 

Squadron Six、以前はパイオニアの部隊であった)がアフガニスタンにおいて部隊防護と

20ポンド以上の重さの地上センサーの分配に使用した。2回の 3ヶ月配備において、225

                                                   
49 アメリカ合衆国特殊作戦コマンド。 １９８７年４月統合戦闘コマンドとしてマクディール空軍基地
に創設された。 陸、海、空軍の特殊作戦部隊から編成されており、特殊作戦の総てを統括する。 



   46 
 

 

図２－１５ 

時間以上の飛行を行った。2004年初期に、本機は車輪を撤去して、テールフックとスキッ

ドを装備した。この機体は海軍の LPD デンバーにおいて成功裏にテストを終了した。こ

の改造による重量軽減により、本機の飛行時間は4時間から6時間に増えた。最高飛行高

度は10,000フィートである。 

（エ）XPV-2 Mako 

SOCOMにおいて運用中である。30機が計画され、全機取得済みである。製造会社は、NAVMAR 

Applied Sciences Corporation及びＢＡＩ Aerosystemsである。 

本機は、多種の任務を遂行できる軽量、長時間飛行可能な無人機であり、もし必要なら

戦闘の後で廃棄できるほど低価格である。昼間又は赤外線偵察が可能な単発、高翼、無線

操縦又はコンピューター補助のオートパイロット無人機であり、他の任務も可能である。 

比較的新しい型の機体であり、最近の改造により、航法用ストロボライト、Mode Ｃトラン

スポンダー、2重ＧＣＳ能力、高解像度デジタルカメラを装備し、ＯＩＦ(Operation Iraqi 

Freedom)において成功裏に運用された。最高飛行高度10,000フィート、飛行時間8.5時間

である。 

（オ）CQ-10 SnowGoose  

SOCOM及び米陸軍において運用中である。総取得数は未定であり、現在15機が取得され

ている。米特殊作戦司令部は、本機を心理戦(PSYOP: Psychological Operations) 用のチ

ラシの散布、特殊作戦部隊への補給用小包の投下、航空偵察、通信中継等への使用に選定

した。本機は、プログラム可能な GPS誘導パラフォイルであり、6個までのペイロード又

は燃料容器を運べる分割したペイロード収容庫を持つ。本機は、HMMWVから地上発射され

るか、高度25,000フィート以下のＣ-130,C-141,Ｃ-17から発射される。地上発射の場合、

18,000フィートまで上昇できる。575ポンドのペイロードで１～3時間、75ポンドのペイ

ロードで14～16時間の飛行可能である。（飛行時間は、地上発射かパラシュートキット付
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航空発射かで異なる。地上発射の方が長い飛行時間を有する。） 

本機は、4名のオペレーターにより運用され、使用間隔は 4時間以下である。本機は、

元々は WSADS(Wind Supported Aerial Delivery System) として開発されたもので、

ALERT(Air-Launched Extended Range Transponder) ACTDとして定義されている。初飛行

は2001年4月、IOCは2005年1月に獲得された。 

（カ）Onyx Autonomously Guided Parafoil System 

米陸軍（特殊作戦部隊）において運用中であり、5機の取得が計画され、全機取得済み

である。 

製造会社は、Atair Aerospace, Inc. である。本機は、陸軍NSC(Natick Soldier Center)

で開発された、誘導飛行パラフォイルである。高度35,000フィートまでのＣ-130, Ｃ-141, 

Ｃ-17から投下され30マイル以上を単独滑空し、目標点の150フィート以内に荷物を降ろ

す。荷物は、陸軍や特殊作戦部隊のための食料、水、薬品、燃料、弾薬その他の戦闘場面

での重要な物品である。 

本機は、フロッキング（編隊飛行）、衝突防止装置、自己学習管制装置等の機能も有して

いる。この技術により、50機以上が同じ空域で、一つ又は複数の目標に対し衝突すること

なく物件を供給することができる。より精度を向上させた小型のバージョンも開発された。 

エ 小型無人機 

（ア）ミニ無人機  

  ◌ Dragon Eye   

 本機は、海兵隊の各レベルの部隊に対し10ｋｍ範囲のRSTA任務を実施する。 

 467システム（1システム3機）の取得計画がある。製造会社は、Aero Vironmentである。

翼幅3.8フィート、全長2.4フィートで、バッテリー駆動である。 最高飛行高度1,000

フィート、飛行時間45～60分である。 

 ◌ Force Protection Aerial Surveillance System(FPASS) 

  本機は、空軍の保安要員のために、区域捜索、基地周

辺・滑走路近接離隔経路・輸送部隊上空からの警戒を実

施することにより部隊防護のための状況認識を向上させ

るものである。  

 21システム（1システム6機）の取得計画がある。製

造会社は、Lockheed Ｍａｒｔｉｎである。翼幅4.3フィ
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ート、全長2.7フィートで、バッテリー駆動である。最高飛行高度1,000フィート、飛

行時間1時間である。 

  イラク戦争において、「デザートホーク」の名称で基地警備のために配備された。 

◌ FQM-151 Pointer 

   1989年以来、陸軍、空軍、海兵隊で使用されており、湾岸戦争で運用された。 現在

は、特殊作戦部隊及び空軍がOEF及びOIFで運用している。特殊作戦部隊は、各システ

ム2機からなる60システムを取得し、アフガニスタンとイラクで運用中である。 製造

会社は、Aero Vironment である。 

  翼幅 9フィート、全長 6フィートで、バッテリー駆動である。 最高飛行高度 1,000

フィート、飛行時間2時間である。 

◌ Raven 

   Aero Vironmentは、Pointerのバッテリー及びモーターの技術の改善を行い、結果と

して、Ravenは 2/3の大きさと重量になった。イラ

クにおいてルート偵察に使用された。陸軍は、

OEF(Operation Enduring Freedom)/OIF(Operation 

Iraqi Freedom)のために、各システム3機からなる

185システムを取得中である。空軍は、各システム2

機からなる41システムを、特殊作戦部隊は３機から

なる70システムを取得する計画である。製造会社は、Aero Vironment である。翼幅4．

3フィート、 全長3．4フィートでバッテリー駆動である。最高飛行高度1,000フィー

ト、飛行時間1．5時間である。 

◌ BUSTER 

  BUSTERは、陸軍夜間視認研究所（Night Vision Laboratories）と契約された無人機で

ある。当研究所は、BUSTERをセンサーのテストベ

ッドとして使用している。現在、1システム 4機

からなる９システムを取得している。今後は、英

国砲兵、空軍、特殊作戦部隊のための英国防省

JUEP/JUET計画と共に調達される予定である。 

製造会社は、Mission Technologies, Ｉｎｃ.であ

る。翼幅49．5インチ、全長41インチである。エ
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ンジンは、JP-5/JP-8を使うガソリンエンジンである。最高飛行高度 10,000フィート、

飛行時間4時間以上である。 

 

◌ Silver Fox 

  Silver Foxは、MOGASでもJP燃料でも飛べるモジュラーUAVである。海軍研究所は、こ

れを艦艇の安全確保及び港湾哨戒に使えるかテス

ト中である。 本機は8時間まで連続飛行実績が

あり、4機同時管制をテスト中である。1システム

3機からなる。カナダが共同評価のため 1システ

ムを取得中である。翼幅 7.8フィート、全長 4.8

フィートであり、最高飛行高度16,000フィート、

飛行時間10時間である。20～30システムの取得を計画している。 

◌ ScanEagle 

  ScanEagleは、長時間飛行可能で廉価な無人機である。 本機は、イラクにおいて 1個

MEF(Marine Expeditionary Force)の防護のため８機からなる 2

システムを運用した。本機は、スタビライズされたEO/IRセンサ

ーを持つ。本機は、センサーデータを伝送するためのデータリン

クを持ち、地上管制局を通してプレデターの様なより大型の無人

機と共同することも可能である。可搬式カタパルトによる発射と

スカイフック（垂直回収機のようなもの）による回収を行い、艦

上からでも運用可能である。最長飛行記録は、20.1時間である。

将来的には、30時間を目標にしている。翼幅 10フィート、全長 3.9フィートである。

最高飛行高度は 19,000フィートである。ガソリンエンジンを使用する。製造会社は、

Insitu Group及びBoeingである。  

◌ Aerosonde 

   Aerosondeは、超長時間飛行可能な廉価な無人機である。本機は、テレビカメラ、IR

カメラ、ESM及びジャマ-を搭載できる。 海軍研究所が、機材、ペイロードのテストの

ため数機を取得した。本機は、空軍の気象国外共同テスト用にも選定された。1システ

ム5～8機からなり、取得計画は1システムである。翼幅9.4フィート、全長5.7フィー

トであり、ガソリンエンジンである。最高飛行高度20,000フィート、飛行時間30時間
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である。 

◌ BATCAM 

BATCAM(Battlefield Air Targeting Camera Micro Air Vehicle)は、空軍長官の取得

計画によるものである。この計画は、迅速なプロ

トタイピングとフィールドテスト、多重スパイラ

ルにより実施された。本機は、2003年に初飛行し

た。空軍特殊作戦部隊によって運用される。1シ

ステム2機からなり、23システムの取得が計画さ

れている。翼幅21インチ、全長24インチであり、

バッテリー駆動である。最高飛行高度1,000フィ

ート、飛行時間18分である。製造会社は、ARAで

ある。 

（イ） マイクロ無人機 (MAV) 

◌ MAV/Wasp/Hornet 

   MAVは、DARPAと陸軍の共同開発による無人機であり、1人で運用できる。幅 13イン

チ、全長15インチである。エンジンは、高密度燃料ピストンである。最高飛行高度10,500

フィート、飛行時間40分である。製造会社は、Honeywellである。 

 Hornetは、DARPAが開発中の無人機であり、2003年3月に初飛行した。翼幅15インチ、

全長7インチ、動力は燃料電池でこれが翼を兼ねている。性能は未定である。製造会社

は、Aero Vironmentである。 

 Waspは、DARPAが開発中の無人機であり、海軍及び海兵隊によって評価中である。翼幅

13インチ、全長8インチ、動力はバッテリーである。最高飛行高度1,200フィート、飛

行時間は60分である。製造会社は、Aero Vironmentである。 

c． オーガニック UAV－Ⅱ 

DARPAと陸軍が開発中の無人機であり、Aurora Concept(Aurora Flight 

Sciences),BAE Concept(BAE Systems)及びHoneywell Concept(Honeywell)の３つのコ

ンセプトがある。ダクトの半径20～36インチで、全長は未定である。エンジンは高密

度燃料使用でタイプは未定である。計画最高飛行高度は、11,000フィート、計画飛行

時間は120分である。 
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写真 ２－１１ 

オ．無人飛行船（Unmanned Airships） 

無人飛行船は、自由に飛行するものと、ロープで繋がれるものの2種類があり、滞空時

間が5日から1ヶ月と長く、局地監視による軍の

防護（Force Protection）50、巡航ミサイル防御

等の守勢的任務に適している。現在多くの無人飛

行船がアフガニスタン及びイラクにおいて運用さ

れている。心理戦、国境監視も他の重要な任務で

ある。今後、飛行船が最も解決すべきことは運動

不自由なことである。 

（ア） Advanced Airship Flying Laboratory (AAFL) 

AAFLは、海軍により１機の取得が計画されており、最新技術による飛行船システム、ISR

センサー、関連処理装置及び通信ネットワークのテストベッドとなるものである。 最初

のシステムは、バウ・スラスター使用による地上要員の削減、高密度燃料エンジンの使用

による効率、安全性、軍内でのインターオペラビリティの向上、及び自動飛行管制による

ペイロード、高度の増大、飛行コストの削減を図るものである。AAFLは、Network Centric 

Warfare51の種々のテストを実施できるように 5kw

の電源を搭載している。 

尾翼幅55フィート、全長200フィート、最高飛

行高度20,000フィート、飛行時間48時間である。 

製造会社は、American Blimp Corporationである。 

 

（イ）Tethered Aerostat Radar System (TARS)    

TARSはロープで繋ぐ方式の飛行船であり、空軍により 10機

が計画され、全機取得済みである。 第１の任務は、麻薬密輸

防止活動を支援するための低空レーダー監視である。 第２の

任務は、フロリダ海峡における低空監視である。１機は、米国

のテレビをキューバのテレビ局へ送信している。総てのレーダ

ー・データは地上局へ送信され、デジタル化されて各地へ分配

                                                   
50 軍の施設、装備、人員等をテロ攻撃から守る作戦。 
51 情報の優位を活用する軍事オペレーションの概念。 戦闘空間にある知識化しうるものの間を効率的
に連接することにより、情報優位を獲得し、これを戦闘力に転換するという概念。 



   52 
 

 

写真 ２－１４ 

写真２－１５ 

される。本システムの稼働率は本来98％であるが、天候の影響のため60％に制約される。

安全確保のため、米空軍飛行船の行動範囲は、半径2～3マイル、高度15,000フィート以

下に限定されている。 尾翼幅100フィート、全長208フィート、飛行高度12,000～15,000

フィート、滞空時間10/30時間である。製造会社は、ILC Doverである。 

d． Joint Land Attack Elevated Netted Sensor (JLENS) 

 JLENSは、共同ではあるが主として陸軍が計画中であり、12機が計画されている。 任

務は、海外に派遣された米軍への巡航ミサイルによる攻撃に対して、レーダーによる超水

平線監視をすることである。JLENZは、2つの飛行体と各1つの監視レーダー(SUR)及び精

密追尾照射レーダー(PTIR)からなる。SURは、目標を初探知し、射撃計算用の追尾をする

PTIRへ目標移換する。 

JLENZは、LINK16を通じて統合作戦に入ることが可能である。また、CEC(Cooperative 

Engagement Capability)52,単チャンネル地―空無線

システム、位置報告システムにも連接可能である。

尾翼幅 75フィート、全長 233フィート、飛行高度

10～15,000フィート飛行時間 30日である。製造会

社は、Raytheon/TCOMである。 

 

（エ） Rapid Aerostat Initial Deployment (RAID) 

陸軍が、OEF支援のために計画したシステムである。3

機を計画し、全機を取得した。 RAIDは、ロープで繋ぐ方

式の無人飛行船であり、JLENZの小型版である。1,000フィ

ートの高度で数キロメートルの範囲をカバーできる。アフ

ガニスタンでは、小型武器、ロケットによる攻撃からの部

隊防護、区域監視を行っている。JLENZより小型であるた

め、ミサイル探知、早期警戒も実施できる。 尾翼幅 21

フィート、全長49フィート、高度900フィート以上、滞空

時間5日である。製造会社は、Raytheon/TCOMである。 

 

                                                   
52 米海軍が開発した情報融合システム。各センサーの目標追尾データを融合し、１つの追尾データとし
て部隊に配布する。これにより、目標を追尾していないユニットもこのデータを使用して攻撃できる。  
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写真２－16 

（オ）Rapidly Elevated Aerostat Platform (REAP) 

REAPは、イラクで使用するため、陸軍と海軍の共同で開発したものである。2機の取

得が計画され、全機取得済みである。TARSよりかなり小型であり、戦場の僅か 300フィ

ート上空で運用される。本機は、HMMWVの後ろから約 5分で配備でき、昼間用と夜間

用のカメラを装備できる。 

センサーは、300フィートの高さから18マイル先を見ることができる。 REAPは、2003

年12月にイラクへ配備された。尾翼幅17フィート、全長31フィート、高度300フィート、

滞空時間10日である。製造会社は、Lockheed Martin/ISL-Bosch Aerospaceである。 

（カ） High Altitude Airship (HAA) 

  HAAは、ミサイル防衛庁(ＭＤＡ)53の支援の下、

陸軍が使用するために開発中である。 開発の目

的は、65,000フィートまで飛行できる、太陽電

池動力、無人、自由飛行飛行船の軍事的有用性

をテストすることである。10～12機の取得が計

画されている。プロトタイプは、多任務のペイ

ロードを搭載して1ヶ月飛行の飛行テストをす

る。HAAは、CONUSから世界中に飛ばされ、帰投まで1年間以上のオン・ステーションを

行うことができる。尾翼幅150フィート、全長500フィートである。製造会社は、Lockheed 

Martinである。 

（キ） Marine Airborne Re-Transmission System (MARTS) 

海兵隊が使用するために、DARPAが開発中である。６機の取得が計画され、1機が取得さ

れている。 68マイル圏内での通信中継に使用される。小火器による被害があっても任務

を続行でき、50ノット以上の風にも耐えられ、雷からも残存できる。飛行船の装備と地上

間はファイバーオプテイックで繋がれる。尾翼幅 75フィート、全長 105フィート、高度

3,000フィート、滞空時間15日である。製造会社は、SAIC/TCOM LPである。 

 

(３)近年の軍事作戦における無人機の運用及びその教訓 

無人機を運用した近年の軍事作戦としては、湾岸戦争（1991）、ボスニア紛争（1994～1995）、

コソボ紛争（1999）、アフガニスタン戦争（2001以降）、イラク戦争（2003以降）があげら

                                                   
53 ２００２年１月ブッシュ大統領によって設立された。 それまで各軍によって開発されていた弾道ミ
サイル防衛を、単一の統合されたミサイル防衛構想として開発・配備する機関。 
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れる。 

無人機運用の特徴は、当初は偵察任務からスタートしたが、2001年 10月に始まったア

フガニスタン戦争以後は偵察のみならずミサイル等による攻撃任務も付加されたことであ

る。 

航空機の運用が偵察から攻撃へと同じ経緯をたどったことを見れば、無人機とはいえ、

このような変化は当然のこととも言える。偵察任務においては、長時間の連続偵察能力と

ともに情報の即時性という利点があり、アフガニスタンの上空を飛ぶ無人機（プレデター）

から送られる映像情報をホワイトハウス、ペンタゴン、フロリダ州にある中央軍司令部等

において居ながらにして見ることが出来る。 

センサーの性能も急速に向上しており、光学テレビカメラからIRセンサー、SAR（合成

開口レーダー）、SIGINT, IMINT まで多種のセンサーを搭載している。攻撃任務においては、

危険な地域における攻撃、継続的な監視中における臨機応変の攻撃、現場に止まっての攻

撃評価等運用上の利点が見られる。この他に通信中継、「おとり」、欺瞞等の任務にも使用

され効果をあげた。 

ここでは、コソボ紛争、アフガニスタン戦争及びイラク戦争における運用実績について

述べる。 

ア．コソボ紛争 （OAF: Operation Allied Force） 

コソボ紛争は、1999年3月米和平案をユーゴが拒否したため、NATO軍が実施した制裁の

ための空爆であり、ユーゴスラビア・セルビア軍が撤退を開始した同年6月まで続いた。 

コソボ紛争においては、ステルス爆撃機B－2を始めとするより発達した兵器が使用され

たが、無人機としては主としてプレデター（RQ－１）及びパイオニア（RQ－2B）が偵察機

として使用された。無人偵察機から得られた情報は NATOの各国軍に配布され、NATO軍は

詳細な情報の傘を得ることができた。然しながら、攻撃時における有人攻撃機との連携に

おいては、当時はまだ無人機（プレデター）と攻撃機(AC-130ガンシップ)とを直接結ぶデ

ータリンクが無く、プレデターのセンサー情報は地上の指揮所へ一旦送られ、指揮所から

の音声通信により目標情報を攻撃機へ送った。即ち、空軍の偵察用プレデターを運行する

地上管制局が、目標のビデオをイタリアのアヴィアーノ空軍基地に置かれた統合航空作戦

本部へ衛星通信リンクで伝送。航空作戦本部がこのビデオデータを現地の前線航空管制官

へ送達し現地で目標の評定を実施、航空管制官が航空機に攻撃を指示した。攻撃中もプレ

デターは目標区域に止まり、攻撃成果をビデオにより地上管制局へ送った。このように、
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複雑な伝達経路を経ても、プレデターにより偵察のリアルタイム性が飛躍的に向上した。

また、人間の介在による錯誤が発生し、誤目標への攻撃も生起した。 

このような、プレデターの攻撃目標指示機能の有効性は、当時在欧米空軍司令官であっ

たジャンパー大将に見出され、後にジャンパー大将が ACC（Air Combat Command）司令官

に就任後、プレデター計画を推進するきっかけとなった。54 プレデターは、2001年2月

に初めてレーザー目標指示装置の使用によるヘルファイアー対戦車ミサイルの発射実験を

行った。 

イ．アフガニスタン戦争（OEF: Operation Enduring Freedom） 

アフガニスタン戦争においては、無人機がその本領を発揮した。プレデター（RQ-1）は、

偵察とともに攻撃も可能な多任務型 MQ-1 になり、従来の、無人機は偵察・観測用という

既成概念を崩し、無人機の任務を武装偵察という領域まで広めることとなった。プレデタ

ーはアフガニスタン戦争開始前から注目されており、2001年9月下旬には、既にプレデタ

ーを運用する2チームがパキスタンとウズベキスタンに配置されていた。パキスタンのチ

ームは空軍、ウズベキスタンのチームはCIAに所属していた。空軍のチームはテロ、軍事

目標の破壊、CIAのチームはテロ集団の要人等特定目標の追跡（暗殺）を担当したものと

考えられる。空軍プレデター（MQ-1）の主要任務は夜間哨戒であったが、高性能暗視装置

（民用日本製）を駆使して多くのテロリストの車両、戦車や武装勢力の拠点、物資集積所

等を探知し、ピンポイントでこれらを破壊した。夜間哨戒中の、CIA所属の武装プレデタ

ーがタリバン宗教指導者オマル師の車を発見したが、攻撃の許可が得られなかったために

取り逃がしたこともあった。これは、ROE（Rule Of Engagement）の不備によるものであっ

た。 

また、プレデターは、ガンシップ（AC-130）に対する目標指示も実施し成果をあげた。 

この時点ではプレデターのセンサー情報をデータリンクで直接受信できるのは AC-130 の

みであった。プレデターとガンシップの連携により、ガンシップの攻撃能力は画期的に向

上した。 

但し、無人機のペイロードは小であり、そのセンサー能力は有人機と比べると限定され

ていた。攻撃した目標をオサマ・ビンラディンと誤認したのもセンサー能力の限界による

ものであった。 

アフガニスタン戦争中の2001年11月にはグローバルホーク（RQ-4）2機も投入された。 

                                                   
54 軍事研究２００５年５月号（P１８６－１９９） 
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写真２－１７ 

グローバルホークは、2002年9月までの間に60以上の戦闘任務につき、飛行時間は1200

時間以上であった。この間に収集した画像（EO/IR, SAR）は17,000以上であった。グロー

バルホークは、長時間にわたって、極めて精密な監視・哨戒ができ、敵の行動等を困難に

した。 

ウ．イラク戦争 （OIF: Operation Iraqi Freedom） 

イラク戦争は2003年3月19日に開始されたが、米軍の各種無人機はサダム・フセイン

体制の崩壊までの最初の２６日間において主要な働きをした。その後のイラクにおける安

定化作戦においても無人機は重要な任務を引き続き実施している。イラクにおいては、10

種類以上の無人機が ISR、部隊防護（Force Protection）、目標追尾(Targeting)、攻撃、

攻撃評価(Battle Damage Assessment)、輸送道路の爆弾監視、通信中継等の任務について

いる。イラクにおける無人機は総て昼間のテレビカメラ、夜間用の赤外線カメラを装備し、

継続的に広域を捜索、監視し情報を収集している。人の集中する市街や隔離された輸送道

路においても、重要な情報収集、伝達手段となっている。現在、イラク及びアフガニスタ

ンにおいて、750から800の無人機55が使用されており、そのうちの大部分がイラクにおい

て使われている。 

陸軍は、作戦用無人機の約80％を運用する最大の無人機ユーザーである。陸軍はイラク

において、100機のレイブン(RAVEN)及びシャドー、ハンター、I‐Gnatを使用している。 

陸軍は、550以上のレイブン無人機を保有しており、各大隊は各システム 3機のレイブ

ン無人機からなる5つのシステムを保有している。現在、クウェートにレイブンの訓練施

設を開設し、早急

な戦力化を図って

いる。イラク開戦

以来、作戦に主用

されているのはシ

ャドーとハンター

である。シャドー

は、イラクにおい

て、ISR及び輸送

                                                   
55 The New York Times, International, April 5,2005  
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部隊の部隊防護に使用されている。シャドーは、その急速な必要性のため、2004会計年度

に3システムが追加され合計11システムが取得されることになった。ハンターは、部隊指

揮官に偵察監視、目標探知能力を提供している。ハンターは、Viper Strikeと呼称される

小型誘導爆弾を装備する計画である。 最近、対戦車攻撃テストが成功裏に終了した。I

‐Gnat システムは、プレデターに似たシステムであり、空軍のLYNX レーダーを装備する。

陸軍は、無人機による画像収集能力の強化、運用戦術の開発のため、2004年4月にI‐Gnat

を中央軍に配備した。 

海軍は、海上におけるISRのために2機のグローバルホーク（Maritime Demonstration

タイプ）を使用する計画である。海軍はまた、1機のパイオニアと 1機のプレデターを相

互運用性のテストのために配備する。 

空軍では、約 24機のプレデターがイラク及びアフガニスタンにおいて飛行している。 

2003年11月のファルージャ及びその近郊における戦闘では、プレデターは約40発のヘル

ファイヤー・ミサイルを発射した。プレデターの使用は大成功を収め、イラクにおける総

飛行時間は7,000時間以上になった。最近、バグダットの北の基地で2機のプレデターを

失ったが、9∙11以後荒天、パイロット（管制）ミス、敵砲火、故障等により 25機の無人

機が失われている。 

空軍では、1機のグローバルホークがペルシャ湾地域で2003年3月8日から4月23日

の間運用され航空機による画像収集任務の3％、高高度偵察任務の5％を実施したが、これ

により緊急重要目標の55％の情報を収集し、イラクの防空システムの破壊に大きく貢献し

た。グローバルホークが発見した重要目標は、4,800以上の取得画像により、13の対空ミ

サイル基地、50以上のミサイル発射機、300以上のミサイルキャニスター、70以上のミサ

イル運搬車、300以上の戦車であった。空軍は、2005年夏に更に6機のグローバルホーク

をイラクに配備した。写真２－１７は、2003年 3月、バグダット侵攻時に60,000フィー

ト以上の上空からグローバル・ホークがEOカメラにより撮影したバグダット宮殿の画像で

ある。 

海兵隊は、イラクにおいて100機の無人機を使用している。これらは、パイオニア及び

ドラゴン・アイである。パイオニアは1986年以来使用されている最も古い無人機であるが、

バグダット侵攻時に使用され700ソーティ以上、2,300時間飛行した。海兵隊は、2003年

11月に小型無人偵察機としてドラゴン・アイを選定し、20機のプロトタイプをイラクに配

備した。海兵隊はこの他、GPSによる独立飛行をし、能力向上型 EO/IRカメラを装備した
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低価格のスキャン・イーグル16機を部隊防護のためにイラクにおいて運用し陸海空軍から

注目されている。56  

 

(４)無人機体制整備計画 

ア．今後の方向性 

近年、ITの急速な発展により、RMA(Revolution in Military Affairs), NCW(Network 

Centric Warfare)が米軍の現在及び将来の明確な方向となり、戦闘における情報収集、情

報伝達及び情報の共有が極めて重要視されている。無人機は、各種情報収集用の高性能セ

ンサーを用途、目的にあわせて搭載が可能であるため、ISRにおいて大きな能力の発揮が

期待され、また将来的には攻撃のための主要アセットにもなりうる重要な構成要素である。 

また、無人機の最大の特徴である３D(Dull, Dirty, Dangerous)への適応性は、今後人的

問題を大きくかかえる米軍においては、決定的な要素となる可能性を有している。事実、

無人機に充当される国防予算は 2002年以降急速に増加しており、2004年における予算は

2001年($363M)の4.5倍であり、20１1年には8.6倍になると予測されている。 

2006年2月6日に議会に提出された「2006年４年毎の国防計画見直し（QDR2006）」にお

いても、無人機の部隊創設、長距離攻撃戦力の約45％無人化、現U-CAS計画の空母搭載型

長距離無人機への強化、プレデター及びグローバルホークの取得の加速等無人機を積極的

に戦力化する方策を打ち出している。 

無人機の任務としては、現在とは特に大きな変化はないと予測できるが、Dull, Dirty, 

DangerousをそれぞれA, B, C と区分すれば、次のような任務区分が考えられる。 

ISR(A,C),Command/Control/Communications(A),ForceProtection(A,B,C),SIGINT(A,C),

WMD(B,C),TAMD(A,C),SEAD(C),CSAR(C),MCM(C),METOC(A,B,C),CN(A,C),Psychological 

Ops(C),  All Weather/Night Strike(C), 訓練支援（A）,ASW(A),航法(A) 

この中でも、無人機の重要な任務としては、偵察、目標探知および目標指定、攻撃、SIGINT, 

通信・データの中継、電子戦、戦闘管制等になるであろう。無人機で最も重要であり、か

つ価格が高いものがセンサーである。例えば、プレデターのEO/IRセンサーは機体・エン

ジンとほぼ同額であり、グローバルホークのISS(Integrated Sensor Suite)は、全体コス

トの33％を占める。将来的には、センサーのコスト低減策として共通性の確保を図ること

になるであろう。サイズ等の問題により、センサー自体の共通性が確保できない場合は、

                                                   
56 House Armed Services Committee; Testimony of DR.Glenn F. Lamartin,USD 
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図 ２－１６ 

部品レベルの共通性を図る方向である。 

将 来 の 新 技 術 と し て は 、 敵 の 擬 装 等 を 見 破 る 能 力 を 有 す る MSI/HIS

（Multispectral/Hyperspectral）Imagery, 市街地の作戦に有効なLIDAR（Light Detection 

and Ranging）Imaging, 翼等にも装備できるFlexible Conformal Antenna等がある。 

通信もセンサーと同様に重要な機能である。情報は、境目なく、人間の介在を最小限に

し、情報を良く知っているユーザーにも、情報を予想していなかったユーザーにも流れな

ければならない。 情報伝達の将来の方向性としては、イラク戦争において実施されたグ

ローバルホークの通信ネットワークが一つのベースになるであろう。 

図２－１６に示すように、グローバルホークは点から点の通信とネットワーク通信の双

方を使用しており、ネットワーク通信の多くは、IP通信を使用しネットワーク・セントリ

ックへのアプローチを図っている。グローバル・ホーク・システムは、無人機とLRE(Launch 

and Recovery Element)及び MCE(Mission Control Element)からなり、LREは前線からLOS 

CDL, LOS UHF 及び BLOS UHF により無人機を管制する。MCEは、LREの全機能を持ち、更

にセンサーコントロール、情報の配布機能を有する。MCEは、前線ではなく中央軍司令部

に設置されている。MCEからの無人機管制は、Narrow Band LOS UHF 及びUHF SATCOM によ

る。バックアップとして、INMARSAT LINK がある。無人機からのセンサーデータは、LOS CDL 

またはKu‐Band SATCOM によりMCEへ流れる。パイロット、センサーオペレーター、連絡

官及び指揮官の間は、SIPRNET（Secret Internet Protocol Router Network）経由の秘匿
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図 ２－１７ 

チャットが設置されている。 

無人機のエンジン は、タービンエンジンが多く使われているが、より良い燃費、推力、

出力抽出、コスト、サイズ、ひずみ許容が要求される。現在、NASA,DARPA及び企業により、

2005年までに推進能力を2倍にするIHPTET（Integrated High Performance Turbine Engine 

Technology）Program が実施されている。これにより無人機の戦闘進出半径が35％増加す

る。生産コスト及び開発コストの縮小は、最も重要な要素である。このためには、生産技

術の開発、独特のコンポーネントデザイン、多用性の確保が必要である。レシプロガソリ

ンエンジンは、離陸重量2,000ポンド以下の固定翼無人機に広く使われているが、これは

種々の利点により将来共に使用されるであろう。ディーゼルエンジンは、重量が大のため、

この問題を解決しない限り無人機には使用できない。小型機にガソリンエンジンを使用す

ることは、安全性及び後方支援の問題により、本来は望ましくない。小型の JP（Jet 

Propellant）5/8燃料使用のエンジンの開発が必要になる。多くのミニ/マイクロ無人機は

バッテリーを使用している。 効率は悪いが、低音であることが大きな利点となっている。 

将来的には、燃料電池または原子力が使用されるであろう。 

無人機の機体は、有人機と同じ感覚で設計しなければならない。翼の設計は、航続性に

大きな影響を与える。センサー、通信システムは、SWaP（Space,Weight and Power）に制

約を及ぼす。これによりセンサーやアンテナの数を減らさざるを得なくなる。 コストの

削減とSWaPの要求を満たす事が将来要求される。新技術による機体の重量軽減も重要な要

素になる。57 

イ. 無人機体制整備計画 

                                                   
57 UAS Roadmap, 2005-2030, 4 Aug 2005 (Page37-43, Page B-1 – D-8) 
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米軍における無人機体制整備計画は、図２－１７58に示すとおりである。整備機数等の

詳細は（２）無人機の現状 の項において記述してあるとおりである。 

 

２． 欧州主要国及びイスラエルの無人機の現状と動向 

 

(１)欧州の無人機の統合に向けた動き 

2005年1月17日、ブリュッセルでEuropean UAV Industry Consultation Body(Euro UAV 

ICB)の会合が開催され、欧州の19企業が加盟して無人機の仕様などの共通化などに向けた

会議が開催された。この会はフランスThales社のJean-Louis Roch氏が議長であり、イタ

リア、スエーデンなどから副会長などが選任されている。2005年 3月にはイスラエルの

IAI-malat社も加盟している。59この会の目的は、欧州における無人機システムの耐空証明

や製造上の安全基準など焦点とする事項での早期の統合(integrate)と無人機を空域制限

無くあらゆる空域での飛行を可能にするための方針提言などを行おうとするものである。 

 

(２)欧州における無人機の運用環境の整備の現状 

欧州の無人機に関する航空管制の課題は、2005年版「A UVS International Publication 

With and For The International UAV Community」によれば、大別してMilitary UAVｓ と

Civil UAVｓに区分して検討されているとしている。60 

Military UAVｓについては、パイロットが搭乗していないため他の航空機に障害を与え

る恐れがあることから、現在は制限された特定空域においてのみ運用が許されている。し

かし将来、無人機が技術的に改善されてくれば、他の航空機に影響を与えなくなることか

ら空域制限する必要がなくなるものと考えられている。2004年2月にEUROCONTROL は 軍

用 UAVを Operational Air Traffic（OAT）空域において実用的な運用を可能にするため、

軍民の専門家からなる検討チームを設立している。61この際、3つの基本的な事項を考慮要

件としている。第１はUAVの運用が他の航空機に悪影響を及ぼしてはならない。第２は航

空交通管制手順が有人航空機に適用されているものを反映していること。第３は航空交通

管制官にわかりやすい規定であることである。一方で、Civil UAVｓ分野では、EUROCONTROL

                                                   
58 UAS Roadmap,2005-2030, 4 Aug 2005(Page71-77) 
59 Towards integrating UAV systems into European airspace 
60 EUROCONTROL and UAVs 
61 EUROCONTROLは、34カ国のメンバーからなり、安全と航法に関する組織で、ヨーロッパにおける航空交通管
制の管理に関する権限を持ち、航空の安全向上、航空交通量の増大、航空管制承認の遅れの低減、欧州の航空交通管制

の効率向上、環境上の航空関連の影響の局限化を達成する事を目的としている。 
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Crecerelle 

写真２－１８ 

のAirspace and Navigationチームが設立されて,全てのユーザーが要求する無人機の運航

を確保するために領空内の航法に関する必要な監視について検討を行おうとしている。 

Joint Aviation Authorities(JAA)とJAA-EUROCONTROL UAV Task Forceが一緒になって

2004年 3月に「民間無人機のための欧州 Regulation作成のためのコンセプト」を作成し

た。これはICAOとの緊密な連携の下に行われている。このほかにも各種の検討が推進され

ている現状が紹介されている。 

また、企業のUAVの技術基準、安全基準についても検討が始まっている。2005年1月17

日ブリュッセルにおいて欧州に所在する19の関連企業が集まって新たな団体を設立した。

その目的は欧州の無人機の技術的、運用上の統合化に向けたものである。 

 

(３)欧州主要各国及びイスラエルの現状と動向 

ここでは、欧州主要国とイスラエルについてその現状を述べる。ここで述べる内容の資

料は主として 2005年 6月に、「A UAS International Publication With And For The 

International UAV Community」が刊行した「UAV SYSTEMS The Global Perspective 2005」

に掲載されている各国の状況を参考にした。   

ア．フランス 

（ア） フランスの整備方向の概要 

フランスは、アルジェリア、オーストリア、カナダ、ドイツ、インド、イスラエル、パ

キスタン、ロシア、南アフリカ、韓国、UAE、イギリス、米国などとともに無人機を湾岸戦

争当時運用した経験を持つ数少ない国であり、62欧州の無

人機界のリーダーでも有る。63そして先のユーゴスラビア

(ボスニア・コソボ紛争)でCrecerelle を、コソボでCL289

及びHunterを運用した経験を持っている。フランスは、イ

スラエル(IAI社)のHunterを5年にわたり試験運用し、そ

の経験を経て仏軍に対して無人機に関する包括的な要求書

の作成を許可した。そして2002年10月に仏国防省装備庁（DGA）からMCMM（Multi Charges 

Multi Mission）と呼ばれるUAVプログラムとして日の目を見ることになった。それは、仏

陸軍用の新 UAVｓプログラムであり、中高度長時間滞空型（MALE）無人機であったが、後

に中止されることになる。1999年6月にバルカン地域で「Crecerelle」を使用して成功を

                                                   
62 A year of UAV programme launches and cancellations 
63 UAV Worldwids Roundup-2005 Aerospace America,September 2005 
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収めた後、DGAはSagem社と電子戦（EW）小隊用「Crecerelle」の改造型の契約を結んだ。

その搭載品は敵の通信網のジャミングを狙いとするものであった。DGAの研究構想に従っ

て、MCMMプログラムに関する基本研究の競争入札のため、4項目の研究活動について見積

もりが要求された。それによれば、次のようなものであった。「①速度を160km～740kmの

間で変化させることの出来る無人機の能力を実証すること,②パラホイルの方式で回収が

可能であること,③指揮統制及びデータ（Up/Down Link）伝送が無人機の運用半径を超える

ものであること,④30km～50kmの近距離無人機であること」である。しかしながらこのプ

ログラムは2004年に中止となった。最近になって2008年までの間の考えられるいかなる

能力からもひけを取らない仏軍の先進センサーと2つの無人機システムの取得計画が開始

された。スラエルのIAI社が製造する「Heron 」の機体をベースに新たなアビオニクス、

センサー、通信器材（LOS&SATCOM）を搭載するものである。 

それは、SDTI（Systeme de Tactiques Interimaire-Interim）と SIDM（Systeme 

Intermediaire de drone MALE）と呼ばれるものである。SDTIプログラムは「Sperwer 」

(Sagem社)の改善型であり、SIDMプログラムは「Eagle UAV」システムを取得するために

EADS社と契約がされたものである。「Eagle UAV」システムはイスラエルのHeron 無人機の

フレームを使用しているが、先進的なアビオニクスとセンサー及び見通し外/衛星通信

（LOS&SATCOM）システムを保持している。 

SDTIは「Crecerelle」の後継として開発中である。これは2003年から2008年の間の国

防計画予算において計画されているMCMMプログラムの基盤的役割を成すものである。SDTI

は、全天候条件下における目標捕捉システムとして、目標情報を仏陸軍の地上行動部隊に

提供する予定である。2002年1月末に最初のSTDI UAVの飛行テストが行われ、2004年1

月には受領試験が南仏Istresテストセンターで行われた。性能評価・運用試験は、軍と民

間の双方が空域をシェアして使用されているIstres基地での運用評価も含まれている。そ

の時点で高解像度の画像を送信することに成功した。DGA’s CARAPAS(Capacite rapide 

anti-leurres)の協力を得て電子戦（Simultaneous Electro-magnetic ESINT/ELINT）及び

EO/IRによる情報収集任務の要求を実現するためのデモプログラムが行われ、EADS、DCS

両社とGalileo Avionica社のチームが2003年12月に契約を獲得した。 

DGAは、12時間滞空する仏海軍のシステム、DELE(Drone Embarcable a Long Endurance)

の開発に着手している。2001年に仏陸軍 STAT(Technical Service of the French Army)

は背負い式、手投げタイプの近距離UAV FQM-151「Pionter」を評価のために配備した。 
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Scorpio 

写真 ２－２０ 

Tracker 

写真２－１９ 

（イ） 各企業別の各種無人機の現状及び動向 

   ● EADS社はHALEから手投げ式マイクロ無人機までの各レベル（回転翼の垂直上昇タ

イプを含む）での開発を行っている。戦術用は距離によって５機種がある。 

① Tracker 

フランスのSurvey Copter社との共同で開発

したmini-UAVである。双胴でグライダーのよ

うな翼を持つタイプで、電動式エンジンを搭載、

双胴のプロペラ推進で飛行する。搭載品は、２

軸ジャイロ安定装置式20倍のズームが可能な

CCDカメラ、と送受信機である。IRカメラはオ

プションである。システムは背負い搬送式、手投げ発射型で翼幅3.6ｍ、重量は7.5

ｋｇ、GPSを使用する自律飛行誘導装置を持ち滞空時間は１時間超、データ伝送可能

範囲は10ｋｍとなっている。 

② Scorpio 

これも仏Survey Copter社との共同開発によ

るVTOL mini- UAVである。古典的なヘリコプ

ターの形状をしており、主回転翼の直径は

1.7m、最大離陸重量は 13ｋｇ、搭載可能重量

(ペイロード)は 6kg、速度 35km/hである。ジ

ャイロ安定装置付きカラーカメラを胴体下部

のターレットに搭載して10kmの範囲で伝送可能である。民間型のScorpioは写真撮

影と調査業務に広く使用されている。 

③ Orka 1200 

France’s Helicopter Guimbal 社によって製造された古典的なヘリコプターの形

状をしたMR UAVである。ローター直径が2.22ｍ、最大離陸重量が680kgであり、ペ

イロードは180kgまで可能である。速度は195km/h で滞空時間が8時間である。 

④ Surveyor 600 

イタリアのGalileo Avionica社との提携製造による高速多目的任務用MR無人機で

ある。（Galileo Avionica 社の Mirach100/5目標機をベースにしている） 
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Surveyor 2500 

写真 ２－２１ 

⑤ Surveyor 2500 

仏 Dynaero社との共同開発であり、長時間滞空型 UAVである。この機体は有人民

間機として型式証明を取ったものをベースにしている。この低翼機の翼幅は 6.9m、

最大全備重量が 450kg、許容ペイロードが 100kgである。飛行速度は 360km/hで 12

時間滞空しデータ伝送範囲は185kmである。 

●  Sagem社の「Sperwer」戦術MR 無人機システムは、オランダ、スェーデン、デンマ

ーク、フランス、ギリシャ及びカナダの軍隊で使用されている。欧州で最も広く使用

されているシステムである。 

国際的な共同運用の可能性を確保する観点から、「Sperwer」を長時間滞空可能に

してファミリー化した「Sperwer B」を開発している。「Sperwer B」は2001年12月

に初飛行した。翼幅6.2ｍのデルタ翼高揚力機である。中高度で長時間滞空するよう

に設計されており、50kgのSARまたはEO/IRセンサーを搭載して、データリンクで

連接し、20,000Ftで12時間以上の任務が可能であることが開発目標である。最近武

装（Air to Air, Air to Ground Missiles）の搭載についても試験が行われている。

地上ステーションは、ひとつの地上管制装置で同時異機種２機の運用が可能とされ

ている。このほかにSagem社は、Singapore Technology Aerospace 社と提携してmini 

VTOL UAVを、Rheinmetall 社や Bell Textron社との提携で Eagle Eye tilt-rotor

機の海上発射型グランドステーションなどを手がけている。 

● Dassault  Aviation社は早くもここ5年くらいで戦場地域を支配するために、有 

  人機と連携して運用する無人機が出現すると示唆していた。当初はジャミングやデコ

イの任務及びリアルタイムでのデータ伝送機能の分野で無人機の役割があると予測

していた。次いで制空、敵防空能力の制圧及び戦場での戦闘能力など攻撃任務が期待

されると見積もっていた。2000年7月にダッソー社のAVE(実証機)が初飛行した。複

合材を使用してステルス性能を持ち技術実用試験を行うのが最初の目標であった。機

体としては、AVE-C（翼幅2.7m、全長2.5m、方向舵なし、MTOW60kg）とAVE-D（翼幅

2.4m、全長2.4m、2つの方向舵付き、MTOW60kg）の2機種がある。両方ともジェット

エンジンで、速度は０．５Machである。AVEプロ

グラムは、目標機、戦術用、MALE、HALE、及びUCAV

（Unmanned Combat Air Vehicle）に対する要求を

明らかにするためのものである。同時にステルス
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性能と空対空及び空対地ミサイルの適合性試験も行われている。2002年 4月には

Dassaultと Sagem社が連携して将来の多目的ペイロードを搭載し、多目的任務を行

う無人機を開発すると発表した。両社は連隊から師団クラスの広域の任務が可能な無

人機を開発する計画である。2003年 3月に両社は Dassault Sagem Tactical UAV社

を設立すると表明した。この会社はDGAが狙っている「Slow-Fast UAV」プログラム

達成のための主要な役割を担っている。Dassault社は欧州６カ国（フランス、イタ

リア、スペイン、スイス、ギリシャ、スエーデン）が参加するUCAV（European Neuron）

計画のリーダーとしての役割を担っており、64今後 5年間でこの UCAV無人機を実証

する計画である。（飛行試験を2009～2010年に予定） 

  ① Hetel  

   海上捜索用VTOL UAV(ETC Industries and ISNAV社製造)である。DMT（dronetactiqu 

maritime requirement）に基づくDGAからの要求は小型、中型、大型の3種類である。

2000年に最初の小型が製造された。洋上発射タイプである Hetel-M（７５Hpの双発

ロータリーエンジンを搭載、3枚ブレードのローターを持ちペイロードが150kg、航

続時間5時間、最高速度200km、行動半径200km）を開発中である。この機体は振り

子の原理を活用したもので、荒海（目標はSea State 5）での着艦に対応するよう考

慮されている。 

  ② Survey Copter 

    民間用としてここ数年製造されているもので、オペレーターによる遠隔操縦で目視

範囲内限定して運用されている。これをPolytechnical Univeristy of Zurichおよ

びスイスの関連会社と提携して完全自動操縦のVTOL 無人機にしたものである。 

  ③ Fling Ball 

    直径30cmのダクテッドローターで飛行する球形のmini-VTOL 無人機が開発中であ

る。全備重量が1.5kg(ペイロード0.2kg含む)、最高速度30km/h、航続時間30分で

ある。 

  ④ Hover Eye 

    Bertin Technologies社によってダクテッドローターを使用したMini-VTOL UAVが

開発中されている。ローター直径が 30cmで、総重量は 1.5kg、ペイロード 0.2kgで

ある。滞空時間は30分、最高速度３０ｋｍ/hである。 

                                                   
64 UAV Worldwids Roundup-2005 Aerospace America,September 2005 
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CL289  

写真２－２２ 

イ．ドイツ 

（ア）ドイツの整備方向の概要 

ドイツは1990年代の初頭からドイツ陸軍においてCL-289偵察型無人機が運用されてき

た。65 CL-289 システムは,高速低高度、敵中奥深くの偵察を行うためのUAVである。これ

はドイツ陸軍において「ボスニアとコソボの PKF（Peace keeping forces）」で使用され、

1500飛行回数で450任務を実施した経験を持っている。CL-289システムは、発射装置・着

陸装置、ビデオデータ伝送システム、飛行任務計画システム、輸送・整備システムなどか

ら構成されている。 

ドイツはカナダ製の無人機のライセンス生産が長く続いていたが、最近になって研究開

発が推進されている。無人機の拡大にフランスほどには積極的ではないが、コソボ、マケ

ドニア、アフガン等における使用実績を活かして小型以下の無

人機の開発・装備化を推進していると思われる。中でも超小型

合成開口レーダなどのセンサーや電子機器の開発、マイクロ無

人機（MAV）の開発が注目される。以下機種ごとの現状及び動向

の概要を述べる。 

（イ）各無人機の現状及び動向の概要 

① CL-289 

ＣＬ-289は元々カナダのボンバルディア社製だが、EADS/Dornier社がライセンス生

産をしている。その搭載器材は、IRラインスキャナー(IRLS)センサー、光学カメラ(画

像はリアルタイムで地上に送信、光学写真フィルムの場合は地上に帰投後処理する)な

どであり、飛行前に予め飛行計画をインプットして地域偵察を実施している。

EADS/Dornierはバルカン地区での独仏両国の CL-289の運用を支援した。また、NATO 

Maintenance and Supply Agency (NAMSA)を経由して NATO軍での各種支援を提供して

いる。その最初の任務は 1996年のボスニア・ヘルツェゴビナ南部の Mostarにおいて

仏陸軍中隊が飛行させた際の支援であり、1997年にはドイツ陸軍中隊が引継ぎ3年間

任務を支援した。1998年 12月には、他のドイツ陸軍中隊がマケドニアにおいて NATO

の PKO 任務に当たった。この部隊は、1日平均4任務を実施している。 

 2001年頭に前述の NAMSAが EADS/Dornierと AOLOS-289(Ada operational onboard 

software)の改修契約を結んだ。それによると、160機の無人機を P/Y Code-GPS 対応
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ALADIN 

写真２－２３ 

への変更、気圧高度計との統合改修および、飛行統制装置（FCS）の共通化などが施さ

れた。これはNATO軍の中での共通化された飛行統制装置（CFCS）の開発が必要となっ

ているためである。 

その主要なものは、データ記録システム、機体データ遠隔測定システム、新型デジ

タルデータリンク、共通地上管制ステーションなどである。改修後の CL289は今後の

紛争防止や危機管理用偵察無人機としてNATOで一元的に運用されることになる。 

② LUNA 

EMT社製の短距離（5～40km）の戦術用無人機である。1997年 10月に独調達庁と契

約を締結し、既に 4システムが納入され、今後追加で 4システムの納入が期待されて

いる。2002年からコソボで、2003年からはアフガニスタンで運用を開始された。独陸

軍では既に1200回以上の任務をこの無人機で実施している。本システムは、地上管制

ステーションを2個セット、無人機を10機、バンジー・カタパルト・ランチャー1基

から構成されている。搭載器材は、各種光学センサー（昼夜間偵察用）、超小型合成開

口レーダー（EADS Defense Electronics製を搭載して現在試験中）などである。 

③ ALADIN 

EMT社製の低高度用(302̃00m以下)、手投げ型無人機であ

る。航続距離は10km以下、1人での運用も可能で、60 x 30 

x 40cmの背嚢ｹｰｽに収納しての運搬が可能である。電動式で、

航続時間については50分まで、搭載器材は昼夜間用微光ビ

デオセンサー（近距離偵察情報をNear Real Timeで取得可

能）であり、その探知能力は、①人、グループ、車輌、物体を探知、識別(識別は昼間

のみ)、②地域、町、区画、物体、活動を調査(部隊間で情報を共有化出来ることで各部

隊が全体の中での情報が同時に得られ、個別に状況を把握して失敗するリスクを低減し

ている)、③計画された経路内における顕著な変化を識別し、隠蔽された地形での目標

を移動しながら偵察、人員の集結地や、車両など物体の動きをモニターが可能である。 

2003年5月から開始されたアフガニスタンでのトライアル(5ｾｯﾄ)が好結果に終了し

たことを受けて、ドイツ調達庁から115システムの契約を受けている。 2005年8月か

ら部隊配備が開始された。さらに、独内務省が国境警備用に注文する意向を表明して

おり、これが実現すれば民間用としては初めてのことであり注目を集めている。独国

内では、法律上制限された空域以外で民間無人機を運用することを未だ許可されてい
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ない課題もあるため、現時点では飛行できない状況にある。 

④ MAV 

  アフガニスタンでの経験から、独陸軍はマイクロUAV（MAV）の要求を発出した。これ

は、歩兵、特殊部隊の兵士に対して、市街戦を含んでスタンドオフの偵察・監視能力を

提供し、状況の識別や認識を強化改善するためのものである。総重量が500gで（背嚢に

背負って運搬可能）、航続距離は１～1.5ｋｍ程度である。2004年6月に機甲学校におい

てデモ飛行試験が数個のモデルで実施された。このイベントは、Army Office、Federal 

Office of Defense Technology and Procurement、及び機甲学校からの支援を受けた関

連各社により実施された。その目的は、MAVの現在の利用可能性及び能力を全般的に把

握すること、及び錯綜した地域における航空偵察の課題を解決する更なる手段（建物の

外側のみならず内側の偵察）を見出すことにあった。EADS Defense & Security Systems

は三角翼の電動式 UAV (名前：Do-MAV)を提案した。これは、手投げ型、堅牢型、42cm

の翼幅、重量500g、自律飛行状況把握に必要なAirborne Computer及び誘導制御器材を

搭載しており、制御可能な距離が現時点では1500m以内、航続時間が30分程度である。

搭載器材は、カラーカメラ(昼間用ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ用)、白黒カメラ(暗がり用)であり、収納容

器の大きさは38 ×25 × 10cmであり、携帯に便利である。携帯型の超小型制御ボック

スを使用して軽易に画像も取得できる。 

⑤ Muetronic (別名：Quadrocopter) 

電動式、X 翼筒状胴体（60×60cm）、4個のエンジンとローター（直径30cm）を搭載し、

中央にアビオニクス、搭載器材、バッテリー用のポッド2つがあり、1つは胴体の上、1

つは胴体の下に装着されているMAVである。Corporate Research社製で、兵士が背負っ

て携帯することが可能である。このMAVは全備重量が500g、ﾍﾟｲﾛｰﾄﾞは50g、自律飛行安

定及び制御能力を保持し、20分間の飛行がを可能である。搭載機材としては、可視及び

Near赤外線カメラ（512×518ピクセル）の画像である。データリンクについては、

S-band(データリンク距離：オープンな地形で 500m、都市部で 300m、屋内で 50m)使用、

制御可能距離が1.5km以内で手のひらサイズのコンピューターで制御が出来る。 

⑥ MIKADO  

EMT社が「Aladin」に加えて開発中の電動モーター、手投   

げ式のMAVである。機体は50cmの翼幅で、離陸重量が500g、  
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Mikado 

写真２－２４ 

任務半径は500mである。搭載器材は、超小型昼間又は低光度 

レベルのビデオカメラを搭載している。 

このほかに「Fan Copter」(VTOL MAV)、や「X13」など新  

規開発（飛行試験中）のものが数機種ある。「Fan Copter」は

夜間飛行能力があり、既に 

60システムの調達が決まり、2006年から納入が開始される予

定である。最近ドイツでの 

マイクロ無人機の開発意欲は大きいと見られる。また、米国との連系でEagle Eyeの機

体を使用して搭載器材をドイツ国内企業が担当して陸上および海上制御ステーションとデ

ータリンクを改善した派生型の研究が行われている。 

⑦ MALE（中高度長時間滞空型無人機） 

MALEについては、ドイツ独自のものは少なく、CL-289などの改善によって運用しようと

しているようである。その使用目的は中高度における諜報、監視、偵察任務である。さら

に今後複数の指揮階層において必要な情報を提供出来るようにすることにより、危機管理

において柔軟性と効率性を向上させようとしている。アプリケーションとしては、陸海空

軍と特殊部隊向け及び民間向けがある。 

⑧ HALE(高高度長時間滞空型無人機) 

HALEについては、高高度における諜報、監視、偵察任務を実施する事を目的としており、

2004年 10月に Diehl BGT Defenseが Predator-B UAVを提案(GA、Rheinmetall Defense 

Electronicsとの提携)した。また、EADS Defense & Communications SystemsがEuro Hawk 

HALE UAVを提案(NGCとの提携)している。Euro Hawkは Global Hawk Bの形態をベースに

独及び欧州各国製のペイロード及び任務器材を搭載している。SIGINTとIMINTを狙いとし

て広域偵察・監視を行うとの運用コンセプトであり、2002年にEADS製のELINTデモンス

トレーターペイロード（レーダーエミッター探知、位置、類別用の高性能センサー）を搭

載しての初期互換性試験を完了している。2003年にGlobal Hawkは大西洋横断飛行を実施

成功している。(独北部の Nordholz空軍基地に着陸)その後も北海上を 6回デモ飛行し、

ELINTシステムのコンセプトを実証している。また広域監視任務の技術的な可能性とドイ

ツ国内管制空域における無人飛行の技術的な可能性を3週間にわたり実証した。2004年3

月Atlantic Aircraft(有人機)の後継としてEuro Hawkを選定した。 Euro Hawk UAV初号

機はLuftwaffeに2007年に納入され、IOC(Initial Operating Capability)(運用開始)は
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LUNA 

写真２－２5 

2008年に計画されている。 

⑨ 注目される搭載機器開発 

 搭載器材の開発で注目されるのが、EADS Defense Electronics

製超小型合成開口レーダである。総重量が５ｋｇ以下で LUNA 

UAVに搭載しようとしているものである。コソボでの使用実績

も踏まえて各国から注目を集めている。特に米国は米国内企業

に研究開発予算を与えて開発するよりこのレーダを調達するほ

うがコスト軽減につながると見て注目しているようである。米陸軍はShadow200への搭

載を検討しているが、各種試験結果によっては更に他のシステムへの活用も考慮されよ

う。2004年 2月 LUNAに搭載しての試験で、リアルタイムでその画像を提供できたこと

が実証されたとEADS社が表明した。 

また、空中からの地雷原探知システムである Airborne Minefield Reconnaissance 

System にも注目が集まっている。1998年から始まった各種試験評価プログラムを終了

した後、2008年～2010年頃に導入を計画している模様である。それは、EADS Dornier

と Diehl BGT Defenseの提携によるマルチスペクトラルセンサーパッケージ及びリア

ルタイムオートマチック画像表示機器を使用して、自動地雷原探知用のソフトウエア・

アルゴリズムを使用している。本センサーを搭載したヘリコプターが実際に地雷原上空

を飛行することで探知能力が実証されたのである。飛行高度 50ｍ～300mで地雷原の境

界を 10m程度の精度で探知が可能であるとされている。66 

ウ．イギリス 

（ア）イギリスの整備方向の概要 

イギリスについては、「Wachekeeperプログラム」が進行中である。67 

2004年 11月に企業連合が組まれて Thales UKが誕生し、英国国防省（MoD）からの

「Watchkeeper」計画の契約を受注した。「Watchkeeper」計画は英国軍の無人機に

Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance（ISTAR）能力を

付与しようとするものである。また、この計画には機動する地上軍に対してデータを伝送

し、世界規模での展開能力を持たせ、地上指揮官の画像情報などを付与することの出来る

国防省の「Network-Enabled Capability Strategy」の中核システムへの伝送が可能である

Electro-Optical and Rador-equippted UAVｓの開発が含まれている。そして無人機の耐

                                                   
66 Increasing UAV requirements and operations 
67 Looking beyond Watchkeeper 
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Phoenix  

空性、評価書、受容すべき尺度及び地上部隊のシステムとの連接をする際の危険性の回避

も契約の中に入っている。一つのキーとなる目標は、同一地域で運用される多くの各種無

人機から流れてくる時間的に緊急性の高い情報を相互に阻害することなく受信できること

である。2005年にシステム統合の確認を行った上で、2006年に運用開始が予定されている。 

（イ）イギリスの主要な開発計画の概要 

「Watchkeeper」はElbit Hermes 450型UAVを母機とするだけではなく、「Hermes 180」

の技術を活用して「WK-450」という名称で開発されている。「WK-450」は「WK180」タイプ

のほぼ2倍の滞空時間を持ち、SAR/GMTIレーダを含む多目的機材の搭載が可能である。発

射機又は滑走路からの完全自動発射が可能であり、C-130に搭載できて世界規模での展開

が可能である。ジョイントベンチャー企業である Thalesは、Elbit Systems UK（Air 

Vehicles）とLogicaCMG(digital battlespace integration)などデータリンク専門の会社

や、訓練機材専門の会社、シェルター専門会社など5社によって設立されたものである。

「Watchkeeper」が運用を開始するまでは、イラクで運用された「Phoenix 」無人機システ

ムが使用される。「Phoenix」は砲兵に対する目標指示を含んで多様な戦術任務で使用され

て成功を収め、作戦の成否を決める装備の一つであると

賞賛された。イラクから帰還した後、無人機中隊はJoint 

UAV Experimentation Programme(JUEP)試験支援のために

カナダに移動した。JUEPは単に軍に対して無人機の能力

向上をもたらすだけではなく、新たに出現する要求に対

応することへの期待が寄せられている。 

もう一つの英国における主な無人機開発は、2004年７月に開始されたParcAberporth-UK 

UAV Centre of Excellence Projectである。これは欧州の無人機センターに専門的な無人

機を製造・開発する施設を始めて設置するものである。 

官民合同のStakeholder Groupが「ParcAberpoth」の将来を見据え、航空宇宙産業が軍

民双方の市場向けに行う無人機分野での試験・開発を行うために設置された。このグルー

プは、次の7つの関係機関から構成されており、注目すべきものである。 

① The Welsh Assembly Government 

② The Ministry of Defence 

③ The Department for Transport advised by the Civil Aviation Authority 

④ The Department of Trade and Industry 



   73 
 

 

⑤ The Unmanned Aerial Vehicle Systems(UAVs)Association 

⑥ The Defence Diversification Agency 

⑦ The Welsh Development Agency 

このプログラムは3つの段階に区分して行われる。第一段階は、3000㎡の施設を建設す

る。そのうち1000㎡がビジネス用に、1000㎡が研究開発棟として使用される。残りの1000

㎡は自由に容積を変更できるもので、個々の組織に配当される建物である。2つの組織に

よって2006年から第二段階が開始され、残りの30エーカーは今後民間分野の拡大に対応

できるように留保されている。センターは英国ウエールズの西海岸にあるAberporthにあ

り、70エーカーの用地を持っている。そこは軍が管理する指定された制限空域に隣接して

おり、Cardigan Bayを横断して 2500平方マイルも広さがある。高度は無制限となってい

る。その地域はMoDによって長い間各種試験が行われてきた歴史を持つ場所で、30年もの

間無人機の評価が行われてきたところでもある。Welsh Development Agencyの関係者によ

れば、無人機での初めての運用試験が 2005年9月に行われることになっている。それは、

軍用空域から民間空域を横断する飛行試験である。一方、2005年 3月に、英国は米国の

Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA)との共同でJ-UCAS UCAV を開発する

ことを表明した。DARPAによれば、米国のJ-UCASプログラムは英国防省と共同でリアルタ

イム配信のシミュレーションをライト・パターソン米空軍にある米軍施設を使用して行わ

れる。その成果を両国の統合運用のために共有することになる。そのプログラムは 2009

年まで予算が認められているものである。 

エ．イタリア 

（ア）イタリアの整備方向の概要 

イタリア陸軍は1980年代末頃から無人機によるISRの重要性を認識して要求をしてきた。

しかしながら財政的な事情もあってそれは実現しなかった。しかしながら、コソボでの経

験を経て予算が認められて、6機の「Mirach26」と6機の「Mirach150」を装備することに

なった。空軍は同じコソボの経験から、2001年に$55millionで５機の「Predator」システ

ムを導入した。５機の内４機目からはイタリアのMeteor社(現Galileo Avionica社)が組

み立てなどを行っている。2004年には、イラクにおいて米国との共同作戦でTalli空軍基

地を根拠地としてイタリア空軍の「Predator」を運用した。一方では、Alenia Aeronautica

社がフランスとの「Neuron」UCAV計画に参画することで合意した。イタリア陸軍はこの計

画で、2発の JDAM(（Joint Direct Attack Munitions）の搭載を要求している。Alenia 
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Aeronautics社はAlenia’s「Sky-X」とともに先進的な2つの大きな開発を担っている。68 

（イ） 各企業別無人機の現状と動向 

 ● Alena Aeronautica 社の「Sky-X」 

2005年 4月「Sky-X」がロールアウトし、スエーデン北部にある Arctic Vidsel基

地からこれを発進させて技術実証試験を成功させた。これによって、2マイル離隔し

た地上基地でパイロットが操縦し、空対地攻撃及びSEADのためのプロファイルを実証

した。69この無人機は、軍用と民間用に幅広く使用することを期待して開発されてい

る。また、この技術を「Neuron」UCAV計画に反映させようとしている。イタリアはAlenia 

Aeronautica社をプライムとして他にFinmeccanica社、Galileo Avionics社、Selenia 

Communications社がこの計画に参加している。 

「Sky-X」の主要性能は、全長が７ｍ、約６ｍの翼幅で、ペイロード積載能力は、最

大離陸重量 1100kgのうちおよそ 200kgを維持し、最高速度は 800km/hで巡航速度が

480km/h、最高高度が10,000ｍというものである。Alenia-Aeronautica社は「Sky-x」

をさらに発展させた無尾翼の無人機を試験しており、2010年を目標にしている

「Neuron」計画に反映させようとしていると見られる。 

 ● Galileo Avionica 社の「Falco」シリーズ 

 Galileo Avionica社は「Falco01」や「Falco-02」を開発している。この試験飛行

に当たって、European Aviation Safty Agencyに代わって Italian Civil Aviation 

Authorityからの初めての飛行承認を得た。70さらに興味深いのは、University of 

Pisa’sなどで無人機の耐空証明に必要な各種データの分析やパラメータの作成に向

かって研究が進んでいることであろう。71企業だけではなく、大学などの研究機関と

の共同プロジェクトが活発化しており、今後の動向が注目される。 

オ．イスラエル 

（ア）イスラエルの整備方向の概要 

イスラエルは、1970年代初期から無人機を戦闘に使用してきた。イスラエルの宇宙・国

防産業である IAI（Israel Aircraft Industries）と Tadiranは同国の空軍及び陸軍情報

部隊用にはじめて各種無人機を製造した。その後、広範な無人機の能力を開発して現在で

                                                   
68 Italy develops its industrial UAV expertise 
69 Aerospace America, September 2005 
70 Italy develops its industrial UAV expertise 
71 Aerospace America, September 2005 



   75 
 

 

写真 ２－２７ 

Hermes1500 

は軍用・民用ともにあらゆる国で使用されている。同時にイスラエルの経験と技術革命が

世界中の国の無人機開発計画に及ぼした影響は大きいものがある。72 

イスラエルは、国内の市場が限られており、多くの国と企業間の協力や共同製造のための

覚書を結んで世界市場進出を図ってきた。運用経験がもたらしたものは、滞空性能とサイ

ズであり、UAVの性能を決める重要な要因である速度よりむしろ搭載性能を重視してきた

ことであろう。これらはほとんどの技術先進国が最新の戦闘機を改造して無人機としての

性能を求めようとしてきたことと違ってさらに先行しているといえる。システムの信頼性

は、イスラエル軍の設計者にとっても極めて重要な課題であり、Total Health and Usage 

Monitoring System（T-HUMS）を大型の無人機に装置として組み込み試験中である。無人機

を民間空域で使用するためのマネージメント・システムについては、イスラエルの場合全

ての空域は軍によって管理されていることもあって、飛行の安全性と国/軍のセキュリティ

との関連を含めて依然として微妙な課題であり、慎重に検討が続けられている。 

（イ）各企業別無人機の現状と動向 

●  Elbit Systems社の「Hermesシリーズ」UAVシステム 

近年イスラエル国防省に対する無人機の主要な契約会社であり、主要製品である

「Hermes」シリーズは軽量小型から大型までが35kgから350kgの各種搭載センサーなど

を積載して戦場での情報収集活動を行っている。 

① Hermes 1500」は大型で中高度長時間滞空型（MALE）であり、Rotaxの２基の100hpエ

ンジンを搭載して24時間の滞空性能がある。

飛行速度は80-120Ktである。中型の「Hermes 

450」 は上記「Hermes1500」と同じ地上管

制システムを使用できて52hpのUALロータ

リーエンジンを搭載して、Tesar合成開口レ

ーダ、低高度用 DSP-1安定装置付き昼夜間

用電子/光学センサーなどを含めて 150kgと、搭載量が増加している。また、赤外線

（FLIR）と CCD白黒/カラー画像カメラ及びレーザー測距機材（Laser rangefinder）

も多用途搭載安定装置付きポッドに収納している。 

② 「Hermes 450」は、イスラエル軍は勿論、米国子会社のEFW Inc.を経由してボツワナ

にも売却されている。Elbit社は2004年7月に米国安全保障省から、Arizona Border 

                                                   
72 Continuing developments in tactical UAV systems 
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写真 ２－２８ 

Hermes180 

写真 ２－２９ 

Skylark 

写真 ２－３０ 

Seagull

Control Initiative(ABCI)として行う長距離の国境周辺での入国管理と国境警備

（Customs and Border Protection(CBP)支援のための試験用に「Hermes 450 」の契約

を受けた。 

③ 近距離戦術用「Hermes180 」はイスラエル軍で使用され

ているほか、英国の「Wachkeeper」用に「Hermes450」と

ともに選定されている。2004年7月に英国Thales  社 と

Elbit Systems Silver Arrow社が提携して契約を受けた。 

「Hermes180」は 38hpの UALロータリーエンジンを搭載

して 10 時間の滞空性能を持ち、32kgのペイロードがある。カタパルト発進式でパラ

シュート又はエアバッグでの回収が可能である。以上3機種のHermesシリーズはアビ

オニクスの共通性と冗長性を持っている。 

●  Elbit社のMini-UAVシステム 

2004年 2月に Skylarkの発展型である Mini-UAVシステムがイスラエル陸軍用に採用

されたと表明した。「Skylark」,「Seagull」,「Skylite」などがその主要なものである。 

①「Skylark」は個人携帯型の仕様で、昼夜間の丘陵の前方掩蔽目標監視・情報収集に使用

されるものである。滞空時間は90分で、運用半径は10kmであ

る。このUAVの特徴は、電動モーターで駆動し極めて静粛に飛

行し、敵に発見されにくいことにある。離陸重量は昼間用 CCD

カメラ装備で４ｋｇ、夜間FLIRカメラ装備で4.5kgであり、リ

アルタイムでの画像伝送が可能である。運用に当たっては、極めて簡単な教育を受ける

ことによって一人の兵士が戦場で発射できる。機体は失速回避のための自動制御装置を

持ち、安定したり発着が可能で、飛行の制御は携帯型ラップトップコンピュータで構成

される地上ステーションで行われる。 

②「Seagull」システムは、ペイロードなどは「Skylark」と同

じであるが、特徴的なのは、有人/無人機からの空中発射、あ

るいは手投げ発射、地上に設置したレールからの発射など各種

発射方式が可能である。 

③ 「Skylite」システムは、2005年2月にインドで行われた航

空展示会で Rafael Armament Development Authrityが飛行テストに成功し、Skylarkを

改名したものである。これは、少なくとも1時間の滞空性能を持ち、監視任務用である。
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写真 ２－３１ 

Heron 

写真 ２－３２ 

Searcher 

離陸重量は 6.5kgで、12cmのキャニスターを使用して兵士が肩射ちで運用する。特徴的

なのは、発射後に1.7mの主翼が開き飛行可能な状態になり、電動モーターが起動して60

分間、半径10kmの範囲の監視が可能であることである。このシステムは2名の要員が必

要で同時2機までの運用を行うことができる。 

● IAI- Malat社の戦術用無人機システム 

「Searcher」、「Heron」、「Hunter」など戦術用無人機シリーズを

継続して製造している。中でも「Hunter」シリーズはその運用経

験の多さと搭載センサーの多様性から伝統的な偵察、捜索監視任

務を超える要求に応えているため、多くの国の無人機の候補にな

っている。 

①「HeronⅡ」は、弾道ミサイルの初期フェーズでの対処研究用（Ballistic Missile Boost  

Phase Launcher Initiative）の情報収集をするために、機体上部にセンサーを装着して 研

究が行われている。 

②「Searcher」はガザ地区などでの情報収集用に 2003年 8月イ

スラエル国防省からの契約を獲得した。 

③「Hunter」については、2004年 11月にベルギー空軍向けに

「B-Hunter」を受注した。同年11月に「RQ-5A Hunter」を米国内

で製造している Northrop Grumman 社が 2機の「Hunter」を使用して米国・メキシコ国境

において2004年10月～2005年1月の間に行われた不法入国者監視のための試験運用に使

用された。この検証は米国安全保障省がおこなったものであり、「Hermes450」も参加した。

④「Eagle１」は、IAI社とEADS社が提携して製造している「Heron」を原型とするMALE 無

人機システムである。これは2005年半ばに初飛行するものと見られていたが、年末までに

確認されていない。「Heron」は2004年2月のシンガポール・エアショーで飛行し、成功を

収めている。ターボプロップ1000hpエンジンを搭載したやや大きい機体の「Heron TP」は

IAI社の技術者が開発したもので、翼幅が26m、全長13mで最高高度42000ftであり、600kg

以上のペイロードを搭載して240ktで飛行する能力がある。 

⑤「Harpy」は、コンテナ発射型で、敵の対空レーダーなどを捜索攻撃するタイプの無人機

であり、イスラエル軍のほかトルコ、インド、中国、韓国などに売却されている。米国レ

イセオン社が計画している戦術用UAV 「Combat UAV Target Locate and Strike System」

（CUTLASS）の一部を構成している。また航続距離を延伸した「HarpyⅡ」MALEがレイセオ
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写真 ２－３３ 

I-See 

ン社とEADS社で提携して開発されている。 

⑥その他小型無人機として、「Bird Eye 100」と「Bird 500」が2004年テルアビブで開始

され、LIC（Low intensity conflict）の会議で公表された。これは、一人の兵士が携帯し

て ラップトップ型コンピューター1台で運用可能である。その性能は、発射時の重量が

1.3kg、電動モーター駆動で1時間滞空し、約5kmの範囲でビデオ撮影した画像を伝送可能

である。これは、小規模の戦闘部隊用としての運用を狙ったものである。 

⑦「Spy There」システムは、3機の無人機と1個の地上システムから構成され、2人の兵

士によって運用可能である。運搬状態から数分で組み立てて発射可能状態になる。教育訓

練も簡単であるのが特徴である。性能は、離陸重量が5kg、翼幅2m、低騒音を追求した電

動モーター駆動型で、半径10ｋｍの範囲を1時間滞空可能である。また、ラップトップ型

コンピューター上に描画される地図上に各種データが表示される。この改造型である「Bird 

Eye 500」が2004年6月にオランダアムステルダム警察に対してデモが行われた。 

⑧「Mosquito 1.5」は総重量500g以下で、先進的なアビオニクスを搭載して完全自律飛行

能力を持ち、ビデオカメラを積載して約１時間滞空可能であることを目標に試験中である。 

（ウ）「I-See」「I-View」Mini UAVが最近公表された。「I-See」は離陸重量7.5kgで、0.8

ｇのペイロードを搭載可能であり、近距離偵察/捜索/被害調査用に検討されている。

「I-View」は、カタパルト発射型で近距離捜索、目標指示、及

び砲の目標修正用である。重量は125～165kgで20～30kgのペ

イロード積載が可能である。 

● Aeronautics Defence Systems（ADS）社の無人機システム 

Aeronautics Defence Systems（ADS）社は、イスラエル国防

省に無人機システムを提供している製造会社である。2004年 3月に ADSは米国 General 

Dynamicsと提携して戦術無人機システム市場に参入すると表明した。開発中の主要なも

のを挙げると「Aerolight」「Aerosky」「Aerostar」がある。特に「Aerostar」は米国及び

世界市場を狙ったものである。「Aerosar」は2004年8月にはGeneral Daynamicsの小会

社であるSentel CorporationがAerostarの製造ライセンスを取得した。このUAVはネバ

ダ州にあるNaval Strike and Air Warfare Centerにおける訓練支援用UAVである。Gneral 

Dynamics社はUnmanned Multi-Application System（UMAS）として、多様なユーザー用の

飛行制御及びエンジン制御及び搭載品の管理など航空機搭載システムに興味を持ってい

る。近距離用 Aerostarは、2004年アンゴラにおいて実施される Chevron Texaco’s 
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Operationにおいて２年間の部隊防護やパトロール任務に＄４million で契約を受けた。

その性能は、50kg以上のペイロードを積載して14時間滞空できる。2002年の初飛行以来

10,000飛行時間を記録しイスラエル軍の恒常任務に就いている。 

● E.M.I.T社の無人機システム 

「Blue Horizon2」「Butterfly」「Mini-Falcon」などの無人機を製造している。 

①「Blue Horizon2」は、2005年のインド航空展示会で公表された。その性能は翼幅6.5m、

最大離陸重量が 180kgで、37kgのペイロードと 75リットルの燃料を搭載できる。また

飛行速度は70ktで高度5000ft、滞空10時間である。 

②「Butterfly」はRotax582型2サイクルエンジンを搭載したパラホイルタイプの無人機

である。この無人機は30ktという比較的低速での飛行をし、4時間以上滞空できる。ペ

イロードは23kgを積載できコンテナ収納から20分でセットアップ可能である。運用範

囲は全方位アンテナを装備して少なくとも20kmであり、2種類のデータリンクで飛行制

御し、リアルタイムでビデオを地上に伝送可能である。運用人員は 3名で、1名が地上

ステーション、1名が発射装置、１名が回収を担当する。 

●  Innocon社 

  2001年に設立された UAV関連機器の会社が Miniature Integrated Avionics 

Suite(MIAS)としての資格を与えられ、「Mini-Falcon」の第１フェーズのテストを開始し

ている。「Mini-Falcon」はMIAS社のアビオニクスを搭載した高性能戦術用UAVである。

自動離発着能力を持ち、90kgの重量で、16kgのペイロードと8時間以上の滞空時間を持

つとされる。この型より大きい「FalconⅡ」はDH290高密度燃料を使用してペイロード

と滞空性能の向上を図っている。 

 

３．その他の主要国の無人機の現状と動向 

ここでは、最近入手したAerospace America, September 2005の資料を基に既に記述し

た国以外の主要国についてその現状と動向について簡単に概要を述べる。 

 

(１)中 国 

中国陸軍はUCAVを含む無人機の近代化を計画している。例えばステルス性能を持つ無人

偵察機である「WZ-9」及び「WZ-2000」があるが、これは米国のGlobal Hawkのコピータイ

プと見られている。衛星通信を使用し、合成開口レーダ（SAR）やEI/ECMの能力を保有し
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ている。また、有人機であるMig-17を無人化して1000lb爆弾1基を搭載して自爆型の無

人攻撃機として使用することを検討しているようである。731990年代にイスラエルから

「Harpy」無人機を100機購入して300MLの範囲を哨戒させて研究している模様である。ま

た、プレデター型についても攻撃型を含めて各種の仕様について開発計画がある。無人機

を、バングラデシュ、エジプト、パキスタン、スリランカ、タンザニア、ジンバブエに輸

出している。なお、2005年 6月 12日付のイスラエル紙ハーレツは、同国製の無人攻撃機

「ハーピー」の中国への売却をめぐり、 米国がイスラエルに対し、軍事技術開発協力や軍

事装備の輸出停止など過去数カ月間にわたって厳しい制裁を科していると報じた。 

（時事通信 http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=050612160003X239 

genre=int） 

米国は最近中国などへの技術流出について極めて敏感になっているようである。 

 

(２)ロシア 

ソ連時代に 30システムに及ぶあらゆる種類の無人機を装備していたソ連軍の旅団及び

大隊は少なくとも 10個部隊が解体されて 1991年に消滅した。74当時装備していたもので

巨大なものは、重量 38.5ｔで速度 Mach2.5の「Yastreb」から小さいものでは「Krylo」

「Pchela」などがあった。現在は「Pchela-１K」「Pchela-1T」の改善などが行われている。

2010年までの現計画は、残存した数個の無人機「Pchela」などの近代化計画が中心で、新

たに開発する計画はない。75 

しかしながら、米国を中心としてアフガニスタンやイラクでの無人機の活躍と有用性を

認識しており、2004年夏Sukhoiグループが「Zond」UAVシリーズの基本モデルを展示した。

明らかに米国の UAVに対向しようとするものである。「Zond-1」「Zond-2」は Global Hawk

並みの12tの重量で、２基のAl-222ターボファンエンジンを搭載している。基地から発進

して300kmの地点まで進出し、高度14̃16kmで18時間の監視任務が可能なものである。こ

の概要が明らかになったのは 2004年の中国における航空ショーであった。Sukhoiはもう

一つの計画を持っている。それは、重量8.5tクラス無人機で滞空時間が高度18～20kmで

24時間以上というものである。「Zond-3」はPredatorクラスで離陸重量が2000kg、ペイロ

ード500kg、時速250km/hで12～18時間の滞空が可能であるもののようである。資料が少

                                                   
73 Aerospace America, September 2005 
74 Russian Federation: An unclear future for its UAV programmes 
75 Aerospace America, September 2005 

http://www.jiji.com/cgi-bin/content.cgi?content=050612160003X239
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ないので十分にはわからないが、政府が軍事産業に対して開発と生産を指示すれば直ちに

対応できる態勢を維持しているものと考えられる。また、イスラエルの「Aero Star」を購

入してEmergency Situation Ministryが展開配備している。76 

ウクライナは、Nll PFM, KhAl及びKB Vzlet in Kharkivの3社が小型のUAVを中心に

製造しており、メキシコなどに輸出している。今後動向が注目される。 

 

(３)シンガポール 

シンガポールは、近年 Singapore Technologies(S.T)を生産センターあるいは顧客とし

て無人機への投資を強化している。シンガポールにおける無人機部隊は、イスラエル製の

「Scout」及び「Searcher Ⅱ」を購入しているが、あわせてS.Tは国内開発あるいはPhantom 

Eye, SkybladeⅡ、Miini Tailsitter、Blue Horizon、Golden Eye、LALEEなどとの共同

開発のも着手している。77これらのプロジェクトは、5年前に出された「Defending Singapore 

in the 21st Century」という国防省のポリシーステートメントにおいて、無人機を国家の

ネットワーク化した戦闘空間戦略（Nation’s Networked Battle Space Strategy）の重要

なテクノロジーの１つと位置づけていることからも理解できる。特にシンガポール海軍は、

ネットワークウを中心とする部隊編成への変革のための重要な礎石の１つとして、無人機

をベースにした水平線を越える(Over-the horizon)、広範囲の（Broad-area）海上捜索

（Maritime Surveillance）、電子戦、目標標定を実施するシステムの開発並びに高性能精

密誘導ミサイル（PGM））を搭載した小型戦術UCAVの開発を行っている。78 

 

(４)台 湾 

台湾軍及び政府は、大陸中国の軍事侵攻に対して無人機を活用した戦術が防衛作戦上死

活的に重要であるとの認識に立っている。台湾の考え方はシンガポールと似ているが、特

筆すべきは、防空用戦術無人機及び各種ペイロード搭載可能・長時間滞空・STOL性能を有

する無人機システムに対する要求を強く持っていることである。台湾において開発中又は

既に装備しているシステムとしては次のようなものがある。 

 

  ―短距離戦術監視用「Thunder Eye」（Thunder Tiger Model社製） 

                                                   
76 Aerospace America, September 2005 
77 Aerospace America, September 2005 
78 Aerospace America, September 2005 
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  ―「Cung ShyangⅡ」（Chung Shan Institute of Science and Technology社） 

  ―短距離戦術監視・目標捕捉・識別用「KestrelⅡ」(同上社) 

 

(５)パキスタン及びインド 

パキスタンはアジアで最大規模の無人機生産能力を有する国である。国有企業及び民間

企業の 8箇所の生産施設で 24機種の無人機を生産している。それらは、Aeronautical 

Center社の「Baaz」目標標的機から、National Development Complex社の「MK1」、「Mk2」

短距離無人機まで多様である。いずれもパキスタン軍に納入するとともに外国に輸出して

いる。パキスタンはドイツとともに世界で無人機を多く生産している国である。これは、

自国軍は可能な限り自国製品で装備しようとする国策があるからであろう。海外輸出先は、

南西アジア湾岸諸国、アフリカなどであり、低価格の捜索偵察（S/R）型無人機を多く輸出

している。全天候EO/IR/Chemicalセンサーを搭載する「Vector」シリーズはパキスタン政

府発注のトップに常にある。79 

インドについてはパキスタンなどと比較して無人機を重視しているとは思われないが、

最近（2005年10月）インド国産無人機「Nishant」の開発が15年もの年を経てやっとCCS

（Cabinet Committee on Security）から開発許可を得た状況である。インド陸軍が12機

を発注する事になるようである。80 

 

(６)ラテンアメリカ及びアフリカ 

1990年代アルゼンチン、ブラジル、チリの国内航空機製造メーカーは近距離航空機開発

を目指してそれなりの成果を収めたが、その中に無人機も含まれていた。無人機は当初農

業用目的で期待されていたが、最近は麻薬密輸対策用、テロ対策用などとしてのISR能力

を持つ無人機への要求が増加し、運用要求が変化している。これらの国は1990年代後半か

ら深刻な経済的不況に陥り、航空機産業は大きな打撃を受け、21世紀に入ってからも回復

できていないのが実情である。2005年4月に行われた軍事用航空機展示会及びセミナーで、

ラテンアメリカ各国の航空機産業として無人機を欧米各国から輸入、国内開発又は外国と

の共同開発をしたいとの意思表示があった。81 

アフリカもラテンアメリカと同様の状況にある。航空機生産能力があるのは南アフリカ

                                                   
79 Aerospace America, September 2005 
80 http://www.kojii.net/news/news051021.htm 
81 Aerospace America, September 2005 

http://www.kojii.net/news/news051021.htm
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だけである。南アフリカの国有企業Dentel社は、少なくとも２機種の無人機を市場に出し

ている。それらは、監視用の「SeekerⅡ」及び高速ターゲットドローン「Skua」である。

最近新しく２機種のコンセプトモデルを発表した。１つは高速、ステルス偵察/攻撃用の

「Seraph」であり、もう１つは監視用MALEの「Bateluer」である。これらの無人機は2006

年に初飛行予定である。南アフリカのAdvanced Technologies & Engineering社は全天候、

監視、目標標定の能力を持つ無人機を生産中であり、2005年度に陸軍に納入予定である。 
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第３章 わが国の無人機の現状 

 

１．民間無人機 

わが国は農薬散布用、災害監視用などで約2000機以上の無人ヘリコプターが運用され、

8000を超える運用者（Certified Operators）によって運用されている。82 これは、民間

用有人ヘリコプターが約730機あって、約3600人のパイロットで運航されているのと比較

しても際立って多い量であることが伺える。現在、農薬空中散布面積の半分以上は、無人

機が担っている状況である。83 2000年は日本で三宅島、有珠山など火山噴火災害、自然

災害が多発し、無人機の災害時の本格的民間需要が始まった年でもある。危険な地域かつ

有人機の運用が制限される空域での情報収集活動をして注目された。三宅島では2001年の

噴火直後から現在も気象庁が富士重工業(株)製のRPH２ UAVを使用して観測を行っている。

また、北海道開発局は有珠山での噴火災害でヤマハ発動機(株) （以下ヤマハと呼称）が製

造する無人ヘリコプターを使用して監視などの任務に使用した。このような状況から、専

門家は「日本はオーストラリアとともにアジア地域でのトップ２と見られる無人機技術の

高い国であり、この地域でのリーダーであると見られている。84」との高い評価をしてい

る。この高水準の技術レベルは2015年頃まで続くものと予測されている。85 しかしなが

らわが国の場合、ほとんどは500ft以下（例えば水田などの上空）の特定された空域での

み運用されていること、及び航空機製造事業法などに定める安全基準などが適用されない

模型飛行機の部類であることを承知しておく必要がある。わが国は引き続き無人ヘリコプ

ターなどの需要は増加するものと見られ、技術的には高度の技術を保持しているにもかか

わらず、世界規模での市場に参入する努力が不足していると思われる。国を挙げて、安全

を証明するための技術的基準等の統一化や国内運用の拡大と輸出振興の支援施策などにつ

いての各種検討が必要である。以下現状について回転翼と固定翼に分けて記述する。 

 

(１)回転翼機 

わが国の民間無人機は模型飛行機を含めれば相当古い歴史があるが、実用になったのは

1980年代後半ごろからである。民間用無人ヘリコプターの製造をしているヤマハの HPに

                                                   
82  http://www.juav.org/topics/20050707.pdf 
83  http://www.yamaha-motor.co.jp/news/2001/02/28sky.html 
84   Asia/ Far East Developing indigenous capabilities 
85   Asia/ Far East Developing indigenous capabilities 

http://www.juav.org/topics/20050707.pdf
http://www.yamaha-motor.co.jp/news/2001/02/28sky.html
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Aero robot 

写真３－１ 

よれば、1980年(昭和55年)に、（社）農林水産航空協会が農薬散布方法の改善を目的とす

る、Remote Control Splay Systemの研究開発を委託し、1982年にわが国最初の産業用

無人ヘリコプターの開発が開始されている。当時は二重反転ローター式の無人ヘリコプタ

ーであった。エンジンは当時スノーモービルで使用していた水冷・2サイクル・単気筒・

292cc・28psヤマハのエンジンが使用された。 

ヤマハは、1985年から模型飛行機業界の大手ヒロボー

（株）との協力のもと、無人ヘリコプターの本格的開発

を開始した。1987年 11月には産業用無人ヘリコプター

第一号モデル、Aero robotがデモ飛行に成功している。

これはペイロード 20ｋｇの本格的農薬散布用無人ヘリコ

プターとして世界でも初の産業用無人ヘリコプターとなった。 

しかしながら信頼性は未だ十分ではなく、1990年にはレーザー・センサーを使用した高

度制御装置を付加したが、地表の凹凸を敏感に感知しすぎて安定しなかった。1995年には、

カーナビ用に開発された光ファイバー ジャイロを用い操縦者のレベルに合わせて操作の

意志を読み取るモデルフォローイング制御を採用した姿勢制御装置「YACS（Yamaha 

Attitude Control System）」を完成させて効率的な無人ヘリコプターによる農薬散布で

の信頼を得ている。R-Maxモデルが1997年から使用され、自動操縦機能を付加したモデル

R-MaxⅡGが 2003年から運用が開始されている。これらのモデルは全て全備重量が 100kg

以下のもので、20～30リットルの液体を稲田の上空から散布できる。新しいモデルからは

GPSその他のセンサーを搭載して通視距離内での遠隔操縦システムによって飛行及び回収

の安全性を強化している。現在までに総数で1,500機が運用され、なおも増加している状

況にある。自動操縦システムの分野でもG-0型を使用して自律操縦型R-Maxを完成し、G0-1

モデルが間もなく完成すると見られている。ヤマハは、R-50とR-Maxを研究用に米国NASA、

フランスのONERA及び日本国内の各大学に対して販売している。また、JAXAやJST（Japan 

Science and Technology Agency）及び数カ国のアジア地域の国に販売していると見られて

いる。 

R-MAXⅡは2004年（平成14年）夏からイラク・サマワの陸上自衛隊宿営地での周辺警備

用などとして使用されている。富士重工業(株)は、民間型無人ヘリコプターRPH-2Aを製造

するとともに、後述する防衛用無人機などのLeading Companyであり、無人機についての

高い技術を保有している。昭和45年頃からの無人目標機などの技術を活かして1987年(昭
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写真３－２ 

RPH-2

AYH-3 

写真 ３－３ 

和62年)頃から民間用のRPH1を開発した。さらに1994年(平成6年)からRPH2の開発を行

い1998年(平成10年)から量産を開始した。RPH2は、基

本的には遠隔操縦によって農薬散布を行う全備重量が

300ｋｇを超える比較的大型の無人ヘリコプターである。

86  災害情報等観測型の RPH2Aや最新の農薬散布型は、

地上管制装置を使用して自律飛行が可能である。観測型

のRPH2Aは、気象庁によって2001年から三宅島火山災害

火山観測などに使用されている。この無人機は有効搭載量(ペイロード)が約 100ｋｇと大

きいことから精度の高いセンサーを搭載でき、燃料を増加することでヘリコプターとして

は比較的長時間の継続任務が出来る特色を持っている。ヤンマー農業機械(株)は、独自ブ

ランドで主として農業機械として無人ヘリコプターを凡

そ500機程度販売している。87 

川田工業(株)は、シュワイザー有人ヘリコプター300CB

モデルを無人機に改造するタイプのピストンエンジンの

RoboCopter 300を製造している。重量の大きい無人ヘリ

コプター用の自律飛行制御システムの開発に成功した。

引き続き川田工業(株)とシュワイザー社は改善型 RoboCopter「Argus」として民間市場で

の運用を期待している。また、ノースロップグラマン社がシュワイザー333有人タービン

ヘリコプターを無人化したVTUAV Firescout RQ-8AとRQ-8Bを改善する考えがあるようで

ある。88 なお、研究所レベルのものとしては数多くあるが、千葉大学野波研究室とヒロボ

ー(株)が共同で2001年11月から開発を進めてきた全備重量14.5kgの超小型無人ヘリコプ

ターSkysurveyorがある。89 また、2003年11月の国際ロボット展にセイコーエプソンが

出展したμFR（マイクロ・フライング・ロボット）が超小型で注目された。これは超音波

モーターを使用し、総重量8.9g、ローター直径が130mmであり、原子力施設など狭小空間

での情報収集等への利用の可能性などが注目されている。 

 

                                                   
86  http://www.juav.org/contents/fhi.pdf 
87  http://www.yanmar.co.jp/ 
88  http://www.kawada.co.jp/ams/robocopter/index.html 
89  http://www.hirobo.co.jp/sec/skysurveyor 
 

http://www.juav.org/contents/fhi.pdf
http://www.yanmar.co.jp/
http://www.kawada.co.jp/ams/robocopter/index.html
http://www.hirobo.co.jp/sec/skysurveyor
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写真 ３－４ 

カイトプレーン 

(２)固定翼機 

ラジコンレベルの無人機は昭和 40年代ころからスポーツ用として多く使用されている

が、民間用の本格的な無人機として研究開発がされるのは相当最近になってからである。

民間型の高高度用無人機の開発が科学技術庁航空技術研究所(現JAXA)、富士重工業(株)な

どとの共同研究によって垂直離着陸技術の実証機である月着陸 FTBの研究開発90や、小型

超音速実験機(ジェット)の開発、91自動滑走離着陸を実現した高速飛行実証機開発（HSFD）

などの実証研究が行われてきた。これらは、無人機における基礎技術を開発する意味で極

めて重要であったといえる。その概要は下図の通りである。     

 

 

  

    

 

 

 

 

   図３－１ 高速飛行実証実験の全体概要 （JAXAHPから抜粋） 

 

日本飛行機(株)は、プログラム式自動操縦が可能

な小型UAVを飛行試験中である。92 2003年6月に

は福岡大学理学部地球圏科学科の研究に必要な大気観

測データ収集に使用された。また、同年11月には国立

極地研究所が行った磁力計の性能検証にも使用されて

いる。更にカイトプレーンシステムと呼ばれる国産無

人機があり,93 火山観測や大気観測に使用されている。 

JAXA(Japan Aerospace Exploration Agency)は自動車に搭載して離陸させ、胴体着陸回

収式の小型固定翼無人機を研究中ある。 

                            

                                                   
90 http://www.ista.jaxa.jp/npl/spf/cths/a01.html 
91 http://moon.jaxa.jp/press/archives/nasda/2001/03/ftb 
92 www.nippi.co.jp/topics 
93 http://www.atrim.co.jp 

http://www.ista.jaxa.jp/npl/spf/cths/a01.html
http://moon.jaxa.jp/press/archives/nasda/2001/03/ftb
http://www.atrim.co.jp
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定点滞空試験中の成層圏プラットフォー

写真３－５ 

(３)飛行船 

成層圏に長時間滞空して、衛星より低高度で、打ち上げ経費などを低減でき、無線中継、

気象観測及び放送業務などの用途での活用が期待される「成層圏プラットフォーム飛行船

システム」の研究が行われている。JAXA及びNICT（National Institute of Information and 

Communication Technology）は無線操縦による成層圏飛行船プラットフォームの7年間に

わたる試験評価を終了した。94 

 飛行船は富士重工業(株)が製造し、

10,600㎥のヘリウムガス充填式飛行船が

使用され、高度4000mまでの各種試験評価

が行われた。今後更に高度を上げて25,000

ｍ程度での運用に必要なエンジン、飛行船

構造材の研究等各種技術の開発研究が継続

して行われることを期待したい。  

 

２．防衛用無人機の現状 

 

(１)防衛用固定翼無人機 

わが国の無人機は米国から導入した無人目標機から始まっている。わが国の無人機開発

の先駆的役割を果たしているので、あえて標的機についてここでその歴史を簡単に述べる。

資料は防衛庁技術研究本部技術課開発官付主任研究官、大野誠氏の論文を参考にさせてい

ただいた。95 

ア．標的機（Drone）からの出発 

防衛庁技術研究本部の無人機開発については、1950年代に初めて研究に着手したとされ

ている。デルタ翼に液体燃料ロケットで推進するものであったとされる。 

1957年(昭和 32年)低速標的機を陸・海自衛隊の対空射撃訓練用として米国から購入し

た。通称RCAT(Radio Controlled Aerial Target)と呼ばれていたものである。1961年(昭

和 36年)からは日本電気(株)をプライムとするライセンス国産が行われた。これは全長

3.80m、全幅4.03m、95Hpのレシプロエンジンで最高速度195ktであった。後にヤマハが生

産するようになった。1960年から 1963年にかけて空中発射方式のロケット推進目標機の

                                                   
94 JAXA HP  http://www.apg.jaxa.jp/res/uiat/ 
95  防衛技術ジャーナル ２００１．10月号 

http://www.apg.jaxa.jp/res/uiat/
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開発が行われているが、装備化には至らなかった。 

1970年(昭和45年)から目標機であるBQM34-AJ（ファイアービー）のライセンス生産が

富士重工業(株)で開始された。全長７ｍ、全幅3.93m、ターボジェットエンジンを搭載し、

Mach0.96で飛行した。海上自衛隊が艦船から発射して艦対空ミサイルターター、スタンダ

ードなどの標的として使用された。その後1977年(昭和52年)から標的機を改造して偵察

任務などを行うための研究用 RPV（Remotely Piloted Vehicle）の研究が開始された。し

かしながら当時は、搭載電子機器の小型軽量化が難しかったこと、柔軟性ある運用に対応

するコンピューター制御技術、データ伝送技術などに限界があり開発は期待通りには進ま

なかったが、基礎技術の蓄積には大きな役割を果たした。引き続き1979年から1981年に

かけて本格的なシステム研究用のRPVが研究されている。機体は無尾翼でレシプロエンジ

ンを装備し、ロケットブースターによるランチャー発射式、パラシュート回収(地上、海上)

方式で、TVカメラシステムを搭載して地上に伝送するものであった。現在使用されている

システム構成の基礎要素の研究がこの時期に行われている。RPV(Remotely Piloted 

Vehicle)の信頼性の確保と回収方法の改善などの技術課題を習得した時期であった。引き

続いて1980年(昭和55年)からJ/AQM-1(ターゲットドローン)の開発が始まった。1987年

（昭和62年）には量産が開始されている。1981年度(昭和56年度)予算でCHUKARⅡ高速無

人標的機（ノースロップ社製）を購入、1982年(昭和57年)11月から運用を開始した。全

長3.87m、全幅1.76ｍ、ターボジェットエンジンを搭載して最高速度（900ｋｍ/h）で飛行

する無人標的機であった。その後速度向上などの改善がされ、CHUKARⅢとして平成5年か

ら運用されている。プライムは日本電気(株)、機体胴体は富士重工業(株)、整備はヤマハ

が担当している。1985年(昭和60年)から富士重工業(株)においてVTOL-UAVの研究開発が

スタートしている。これは携帯型飛翔体の研究に引き継がれている。1986年（昭和61年）

から技術研究本部、富士重工業(株)などが協力して偵察型小型無人機の開発が開始された。

引き続き、1995年(平成７年)から多用途小型無人機として開発され、この成果をもって

2003年(平成15年)からは無人機研究システムとして開発製作が始まっている。1990年（平

成２年）には BQM-34AJファイアービーの改良の研究が始められ、1993年（平成５年）か

らQM34-AJ改の量産を開始した。この標的機の運用における諸技術の蓄積がわが国の無人

機技術を培養したといえる。 

イ．固定翼無人機の現状 

1995年から偵察、標的など各種任務に汎用性をもって運用できる高速UAV システムを目
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多用途小型無人機 

写真 ３－６ 

指して、機体形状、誘導制御技術、発進回収技術など

を研究する目的で多用途小型無人機の研究が開始され

た。その目的は、目標捕捉・追尾用画像センサー、を

搭載して、高高度高速飛行で情報収集等が行えるシス

テムの研究・開発である。機体は、高速性とステルス

性を両立させる機体形状として工夫されており、全備

重量は約620kgで翼幅が約2.5mである。エンジンは、

小型のターボファンエンジンを搭載し、搭載母機（F－4E）から空中発射できるシステムで

あり、無人機搭載と母機のセンタータンク搭載を両立させるために無人機両翼の折りたた

み式が採用されている。したがって、技術開発は折りたたみ状態から空中発射して両翼を

展開制御できる技術、航空機が装備している航法用データセンサーを使用して高精度の航

法能力を確保する技術、搭載センサーの継続的情報収集に必要な、目標捕捉・追尾飛行の

実証という技術的に重要な開発が行われ成果を得た。現在この多用途小型無人機に滑走自

動着陸装置を付与した無人機研究システムの開発が行われている。また、高高度無人機シ

ステムについても引き続き滞空型無人機要素技術の研究として技術研究本部、富士重工業

(株)、三菱重工業(株)が協力して研究が始まっている。96  平成 19年度頃にこれが実現

するとグローバルホークを凌ぐ性能の高高度滞空型無人機システムがわが国にも登場する

ことになろう。 

防衛庁が公表している政策評価書によれば以下の表の通りである。 

表３－１ 滞空型高高度無人機システムと米国の類似機の比較 

 本 計 画 グローバルホーク（米国） プレデター（米国） 

運用目的 （情報収集・監視） 偵察、監視  

翼幅 46ｍ以内 36.4m 14.9m 

ペイロード 約400kg 860kg 204kg 

誘導/制御 完全自律方式 完全自律方式 完全自律方式 

高度 十分 やや不足 不足 

                      （防衛庁政策評価書から抜粋） 

有人ジェット戦闘機から無人標的機への改修も行われた。防衛庁は1988年にUF-104無

人機２機の試改修を三菱重工(株)に発注し、1989年12月に小牧基地で初飛行に成功した。

                                                   
96 防衛庁 高高度無人機システム政策評価書(http://www.jda.go.jp/) 

http://www.jda.go.jp/
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小型自律飛行体システム 

写真 ３－７ 

FFOS 

写真 ３－８ 

1990年７月から航空自衛隊において実用試験の後 1992年

３月から硫黄島周辺において試験運用を行った。合計 14

機が改修されて1997年１月にその役割を終えた。有人機の

わが国での無人機化を実証した一例であった。最近、川田

工業(株)と(株)日立が共同で開発し、防衛庁技術研究本部

の研究に参画している小型自律飛行体システムがある。97 

このMini-UAVは、手投げ式で、電動モーター駆動プロペラを持ち、着陸は指定地点へ胴体

着陸する回収方式である。サイズは 3種類が研究中であり、最小型で重量は 400ｇ、全長

50cm、全幅61cmで飛行時間が約30分である。全翼型の機体に専用のフライトコンピュー

タを搭載して、GPS、加速度センサー等の航法用センサー情報に基づいて自律飛行が可能で

ある。                 

以上概観してきたように、わが国においては防衛用固定翼無人機については未だ研究実

証レベルであり、実用化されて使用されているものは無い。しかしながら、着実に研究実

証レベルでの成果を積み重ねて、標的用無人機から個別任務型無人機へ移行し、さらに多

用途高機能型無人機へと進化しようとしている。今後世界各国並みの実証飛行時間を重ね

て、ミスハップレートを下げることによって信頼性と安全性を証明しておくことが重要で

ある。 

 

(２)防衛用回転翼無人機 

1985年(昭和 60年)から遠隔操縦無人観測システム

（FFOS）の開発が始まった。これは無人ヘリコプターと地

上伝送システムを野戦特科部隊の観測用に防衛庁技術研究

本部と富士重工(株)が開発を行ったものであり、当時固定

翼機の無人機が多かった中での先進的な開発であった。一

時期予算の削減等の影響でこの計画は中断していたが、

2001年(平成13年)から導入が開始され、平成16年度末(2004年3月)に始めて部隊に配備

された。98 また、同時期からFFOSの情報収集用としての要求を満たすために新無人偵察

システム（FFRS）として、改良型（センサーの改善、デジタル化、航続距離の延伸等）の

研究が開始されている。2005年秋から運用試験が行われている。 

                                                   
97 川田工業(株)HP www.kawada.co.jp/ams/uav/ 
98 http://www.fhi.co.jp/news/04_01_03/04_01_29b.htm 

http://www.fhi.co.jp/news/04_01_03/04_01_29b.htm
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以上防衛用無人機について概要を述べたが、防衛庁の政策評価書に出ている無人機の一

例を紹介する。 

            表３－２ 防衛庁における無人機の一例 

（防衛庁製作評価書から抜粋） 

わが国の無人機の研究開発及び生産状況を概説してきたが、主要なものをまとめて図に

すると図３－２の通りである。 

    

          

 

 

 

 

 

 

 

図 ３－２ 主要無人機の研究開発・生産状況 

（日本産業用無人航空機協会HP、ＪＡＸＡＨＰなどの資料から作成） 

 

３．無人機を運用するための環境整備の動き 

わが国の産業用無人機は現在およそ2000機が飛行しているとされる。99 近年は、農薬散

                                                   
99 日本産業用無人航空機協会HP http://www.juav.org/ 

http://www.juav.org/
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写真 ３－９ 

布用だけでなく、治山緑化工事の航空実播や、松くい虫の防除など様々な用途に産業用無人

機が使われている。また前述したように、有珠山や三宅島の火山観測など災害時の情報収集

観測用としても活躍している。2005年に入って、災害対策のために地質、地すべりの観測に

も使用されるなど、農業分野以外での使われ方が増加する傾向にある。 

一方では、無人機をテロ組織などの手に入れないような厳重な機体管理も必要になってき

ている。従来わが国では、農業分野の用途については、農林水産省所管の(社)農林水産航空

協会が無人ヘリコプターを農業用途で用いる場合の運用基準を定めて操縦資格や機体の認

定等を行ってきていたが、農業分野以外での用途における需要が確実に増加しているにもか

かわらず、安全基準などのルールは無かったのが実態であった。そのような状況の中で、安

全の確保は無人機に対する信頼性の確保と将来の飛躍的な運用拡大にとって欠かせない要

件であることから、2004年9月１日に、「日本産業用無人航空機協会（JUAV）」が、日本で製

造・運用される産業用無人航空機（UAV）の安全運航を促進し、UAV市場の健全的育成と発展

に寄与することを目的として設立された。100 当初は富士重工業(株)、ヤマハ発動機(株)、

ヤンマー農機(株)、川田工業(株)の4社で設立されたが、その後急速に会員が増えて、2005

年10月末現在で航空機メーカーや電子システムメーカーなど12社が加入している。今後は、

航空法や電波法など国内での無人機の有効な運用を可能にすることが重要であることから、

その基幹的な推進役として活躍することが期待されている。 

既に欧州では「UVSインターナショナル（国際無人機協会）」、米国では「AUVSI（国際無

人機協会）」が業界を中心として結成され、各国政府機関・航空局と連携して無人航空機に

関する規則のガイドライン策定を積極的に行っている。米国においては、軍用面での無人機

の活躍を目の当たりにして、民間分野での無人機活用も推進されている。 

民間用無人機を一般航空路で運用することを目的とした「ACCESS 5」101 のような官民合

同のプログラムが進行したり、工業的なスタンダー

ドを策定する組織であるASTM(American Society 

for Testing Materials)が無人機の耐空性、管制シ

ステム、オペレーターの資格付与等に関しての民間

規格を策定中であり、無人機を平素から活用するた

めの環境整備が始まっている。 

                                                   
100  日本産業用無人航空機協会 HP http://www.juav.org/ 
101  http://www.access5.aero/site_content/index.html 

http://www.juav.org/
http://www.access5.aero/site_content/index.html
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2003年8月、FAA（米国連邦航空局）が米空軍に対してNorthrop Grumman社のGlobal Hawk

のNational Certificate of Authorization(COA)を承認した。さらに、2005年9月下旬に米

国FAAはGeneral Atomics Aeronautical Systems社の「Altair」(HALE)について、初めて1

年間有効な試験的滞空証明を許可した。これによって「Altair」は米国のNAS（National Air 

Space）において、軍事用途以外で唯一飛行を許可されたRemotely Piloted Aircraft(ROA)

として、高高度任務のみならず、国境警備用、山火事監視用、自然災害対処情報収集用など

として今後活用されることになろう。102 

民間有人機航空路をROAが飛行可能な条件は、有人機と同等の安全レベルを確保すること、

天候が良好であること（防氷装置が無いため）、航空操縦士の資格を持つ現役パイロットが

遠隔操縦するか、チェーサー機を同行させることである。 

わが国も日本産業無人航空機協会が設立されて以降活発に活動を行っており、安全基準の

制定などの動きが始まっている。その中から一部を紹介する。 

 

(１)日本産業用無人航空機協会が行う安全基準の制定などの動き 

2005年1月に日本産業無人航空機協会は、無人ヘリコプターの安全な運航を確保するた

めの必要な事項を定める「産業用無人航空機安全基準（回転翼機・無人地帯用）」を作成

した。103それによれば、安全確保の枠組みを以下の表のようにしている。 

 

 表３－３ 産業用無人航空機安全基準(回転翼・無人地帯用)の案全確保枠組み  

番

号 
項目 安 全 確 保 の 要 件 

１ 設計 故障が発生した場合は、制御不能状態で飛行を継続させない 

故障発生時の最終手段としてその場に強制着陸させる 

２ 保守点検 日常の保守点検として、操縦者は始業点検を確実に実施する 

確認整備士による１回/年の年次点検を確実に実施する 

 

３ 

 

操縦者 

操縦者は、操縦指導を受け技能認定を取得する必要がある 

操縦者に与える技能認定は、「操縦技能」、「安全運航のための知識」

が基準以上であることを証明するものであること 

                                                   
102 http://www.ga.com/ 
103 日本産業無人航空機協会 HP  http://www.juav.org/ 

http://www.ga.com/
http://www.juav.org/
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４ 

 

運用 

無人ヘリとの安全距離を確保すること 

無人ヘリが墜落する可能性のある地域には人を近づけないこと 

対地高度は150ｍ未満を原則とし、有人航空機の飛行領域と住み分け

る 

５ 

 

顧客管理 

テロ等反社会的行為に使用する恐れのある者には販売しない 

無人ヘリ使用中は、保守点検を通じて、常に顧客の登録管理を行う 

無人ヘリ使用後は、完全破棄を確認する 

「産業用無人航空機安全基準（回転翼機・無人地帯用）」から抜粋 

 

従来わが国では、農業分野の用途については、農林水産省所管の(社)農林水産航空協が無

人ヘリコプターを農業用途で用いる場合の運用基準を定めて操縦資格や機体の認定等を行

って来たことから、「薬剤散布用無人ヘリについては、無人地帯、目視内飛行用の一種であ

るが、特に比較的低高度（対地高度10ｍ以下）であること、及び農薬を散布するために必要

な散布諸元等の基準を満足する必要があるため、農水協の定めた「産業用無人ヘリコプター

運用要領等」によること。」として、この基準作成においては除外することとしている。模

型飛行機やスポーツ用模型飛行機などは別としても、産業用無人航空機などについては、将

来一元的な安全基準とする必要があろう。さらに今後は無人機を平素から活用するために、

米国の「ACCESS 5」のような官民を挙げた法制度の見直しを含めた一元的な管理についての

検討が不可欠であろう。 

また、わが国はアジアの無人機の技術的先進国でありながら、世界からの注目が比較的低

いのが実情であろう。今後官民を挙げて無人機や飛行船などの実証飛行が可能な空域を確保

して、飛行時間を積み上げて、10万飛行時間に対応するミスハップレートの低減を図り、

競合する各国の無人機以上の信頼性と安全性を強調する必要がある。 

 

(２)宇宙航空研究開発機構（JAXA）などが行うDREAMSプログラムなど 

近年わが国においても民間空域での飛行を可能にさせるための器材の研究が推進され、次

世代の通信・航法・監視/航空交通管理を導入することによって航空路の再編、交通量の増

大、利便性の向上などの早期実現が期待されている。これを実現すべくJAXAの研究チーム

によってDREAMS(Distributed and Revolutionary Efficient Air-safety Management 
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System)プログラムが提案されている。104 

その論文によれば、2005年に始まった要素技術開発の成果を基に2006年から2007年を

PhaseⅠとして実運用環境下での飛行実証、2008年がPhaseⅡで国産アビオニクスの実用化、

2009年がPhaseⅢで将来技術の飛行実証とし、さらにその後の5年間をPhaseⅣとして国内モ

デル路線での運用を開始しようとする壮大な研究開発Roadmapを紹介している。これは1999

年から米国FAAが中心になっているCAPSTONEプロジェクトに参加して管制・気象情報等のネ

ットワークシステムなどの地上インフラやデータリンクの通信方式などの調査・研修を行い、

要素技術研究でJAXAと電子航法技術研究所（ENRI）が共同で開発した次世代運航方式

「NOCTARN(New Operational Concept using 3DAdaptable Rout Navigation)」の実用化とFAA

などの認証取得に向けた開発と実用化を目指している。NOCTARNシステムは、①航法・誘導・

通信等の機能を有する統合型インターフェイス、②放送型データリンク装置、③GPSを中心

とした航法装置、④地上の管制卓に相当する飛行状況表示装置等から構成されている。米国

などで研究されている航空機の自己位置や状態を放送するADS-B(Automatic Dependent 

Surveillance – Broadcast)や地上の気象状況を放送するFIS-B（Flight Information 

Service-Broadcast）などに相当するものなどを開発して、国産のシステムとして実用化し

ようとするものである。 

これが完成すると技術的には管制官がいない小型の飛行場や場外着陸場などでも航空機

の運行間隔を保持して自立的に運航可能となる。大規模災害などで多数の有人ヘリコプタ

ーや無人機などが混在する中での安全確保に有用であると考えられて注目されている。米

国を中心とするADS-Bなどが着実に成果を収めて数年のうちに実運用に使用されようとし

ている段階で国際標準化の流れに遅れないように研究をさらに推進し,わが国の狭い空域

においても秩序を持って自衛隊及び民間用無人機が最大限に活用されることを願っている。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
104 JAXA 航空安全技術開発センター張替正敏、奥野善則、船引浩平氏論文(航空と宇宙 2005年 8月号) 
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第4章 わが国の防衛体制整備と無人機 

 

１．わが国の防衛作戦における新たな作戦構想 

 

わが国においては、既に述べられてきた新たな脅威に対応できる、自衛隊のトランスフ

ォーメーションを考える時機が到来していることを認識しなければならない。そのために

は、新たに考えられる脅威の特性を分析するとともに、そのような脅威に対する有効な作

戦構想を構築することが必要不可欠である。すなわち冷戦構造崩壊後（ポスト冷戦）、まず

防衛力そのものに期待される役割が変わり任務の多様化が図られるとともに、防衛庁では

わが国を取り巻く安全保障環境として「従来のような国家間における軍事的対立を中心と

した問題のみならず国際テロ組織などの非国家主体が重大な脅威となっている。大量破壊

兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や平和と安全

に影響を与える多様な事態への対応は、国家間の相互依存関係のいっそうの進展やグロー

バル化を背景にして、今日の国際社会にとって差し迫った課題となっている。」105という基

本認識を示したのである。 

さらに防衛計画の大綱では、「見通しうる将来において、わが国に対する本格的な侵略事

態生起の可能性は低下していると判断される｣とし、従来型の重戦力による本格的着上陸侵

攻対処型の防衛力整備構想を転換し、「装備・要員について抜本的な見直しを行う」と述べ

ている。その見直しの主要な点が「中期防衛力整備計画（平成17年度～平成21年度）」に

具体化された情報機能の強化であった。 

これを敷衍してみれば、「各種の兆候を早期に察知するとともに、迅速・的確な情報収集・

分析・共有を行うため、情報本部をはじめとする情報部門の体制につき、能力の高い要員

の確保・育成も含めその充実を図るとともに、電波情報・空間情報を含めた多様な情報収

集・分析手段の整備や、電子戦データ収集機（EP-3）の改善を図るなど、各種情報収集器

材・装置等の充実を図る」としているが、これに引き続き、①戦闘機(F-15)の偵察機転用

のための試改修に着手する。②滞空型無人機について検討の上着手する。として無人機に

関する検討を開始することを明言した。 

さらに本中期防衛力整備計画では、①統合運用の強化、②科学技術の発展への対応（指

揮通信能力等の強化、研究開発の推進）、③人的資源の効果的な活用（人事・教育訓練施策

                                                   
105 平成 17年度以降にかかわる防衛計画の大綱 



   98 
 

 

の充実、安全保障問題に関する研究・教育の推進）等が防衛力の基本的な事項として示さ

れたのである。これを図示すれば次のようになる。 

これからの防衛力（多機能で弾力的な実効性のある防衛力） 106 

 

しかし残念ながら更に具体的ないわゆる”作戦構想（Concept of Operations：

CONOPS）”は公表されなかった。そこで本研究を更に具体的に進めるため、わが国に対

して想定されるそれぞれの脅威に対応する武力攻撃事態および武力攻撃予測事態にかかる

「作戦構想」について、まずはじめに考察してみることとする。 

 

(１)弾道ミサイル防衛への対応 

わが国に対する弾道ミサイルによる攻撃脅威は、北朝鮮の「ノドン」・「テポドン」及び

中国の「東風 21」（CSS-5）・｢東風 15｣（CSS-6）であろう。中国は、核兵器の｢先制使用｣

を放棄しているので、一応わが国に着弾する弾頭は通常弾頭となろうが、北朝鮮について

はその様な自己規制は存在せず、核･化学･生物弾頭いずれをも考慮しておく必要がある。 

こうした脅威に対して政府は、2003年12月に弾道ミサイル防衛（BMD）の導入を決定し、

イージス艦に搭載されるスタンダードⅢミサイルや地対空誘導弾ペトリオット･システム

PAC-3などの整備を開始している。加えて弾道ミサイル攻撃に実効的に対処するために、

法制面･運用面の整備をもあわせて行い、本年の通常国会において、自衛隊法の所要の法改

正を実施したところである。 

しかし、ペトリオット･システム 1 個高射隊の防衛範囲はきわめて限定的であり、脅威

の蓋然性が高まった場合には、機動運用が不可欠である。また別の視点ではあるが、石破 茂

                                                   
106 防衛庁ホームページ（防衛計画の大綱解説） 
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元防衛庁長官が 2003年 1月 24日の衆院予算委員会で述べたように、｢東京を火の海にし

てやるという表明があり、（ミサイル）に燃料を注入し始めたら、（攻撃）着手ということ

になる｣ということもあるので、わが国は、トマホーク巡航ミサイル等による弾道ミサイル

脅威の策源地に対する攻撃能力を整備する必要性もあるのではなかろうか。 

 

(２)不審船・武装工作船・航空テロによる拉致・騒擾・破壊工作等への対応 

現在わが国周辺における警戒監視任務は、航空自衛隊による経空脅威に対する航空警戒

管制部隊のレーダーや早期警戒機などによる、常続的な監視・識別によって行われている。

しかしむしろ今日にあっては、日本海側全域を中心とする経海脅威の方が、発生する蓋然

性が極めて高いように思われる。例えばかつて不審船が、RPG-7のような携帯ミサイルを

保持していたことがあったが、この不審船が、着陸寸前の旅客機に対してRPG-7をその近

海域から発射していた場合には、当然、旅客機は打ち落とされ、多くの被害者が出たであ

ろうことは想像に難くない。また、不審船や武装工作船あるいは An-2のような小型機に

WMDを搭載し、わが国の原子力発電所に対して｢自爆テロ｣を敢行するようなことが行われ

た場合には、その被害は凄まじいものになることも予測されるところである。 

このような中にあって、経海脅威に対する警戒監視任務は、一義的には海上保安庁、そ

して海上自衛隊に与えられている。これに加えて、海域から数えて一番目に存在する河川

上の橋から上流の警戒・監視は警察の任務である。この外、陸上自衛隊にも沿岸監視部隊

が存在するが、それぞれの機関が取得した情報は、現在のところ全く共有されていないと

いっても過言ではない状況にある。果たしてこのような状況を放置したままでよいのであ

ろうか。 

米国には陸・海・空・海兵隊の統合（Small-J）とともに各省庁間の統合（Big-J）とい

う施策が採用され始めているが、麻薬・偽札などの流入工作、不審船・工作船・武装工作

船・航空テロによる拉致・騒擾・破壊工作などに迅速に対応するためには、関係機関の情

報共有体制の確立とともに、関係諸機関の連携強化による統合的対応が喫緊の課題である

と考えている。 

他方、本年航空自衛隊に導入されたJDAMは、AMSTEを利用して海上を遊弋する艦船等を

含む移動脅威目標に指向することが可能となっている。すなわち、海上を遊弋する不審船

や武装工作船の位置を特定することが出来る、JSTARSのような合成開口レーダーを搭載す

る航空機を導入し、経海脅威の警戒監視任務を強化する必要があるとともに、少なくとも
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武力攻撃事態あるいは武力攻撃予測事態には、米軍のGPSが利用できる取り極めを推進す

べきである。 

要するにこれからの最大の脅威は、バラバラ、コソコソと海域・空域をわたって来るゲ

リラ的あるいはテロ的な任務を帯びた武装工作船・航空機である。こうした脅威に対応す

るために、海上自衛隊に経海脅威の警戒監視任務を一元的に統合し、各機関がこれを共有

するシステムを構築するべきではなかろうか。あるいは、航空自衛隊がJSTARSを装備した

暁には、航空自衛隊の警戒監視部隊に対し、空域の監視に合わせて海域の監視任務を付与

するとともに、海・空の統合された情報を各機関に伝達する責任を付与してはどうか。い

ずれにせよ、経海・経空脅威に対する統合作戦を可能とする体制を築き上げることは、喫

緊の課題であると思量するところである。 

また、敵コマンドウ攻撃に対しては、JDAMを多用する沿岸海域での撃滅戦が闘えるC-X

（次期輸送機）/P-X（次期哨戒機）の多機能化、すなわち、爆撃任務の付与が必要である

と考えている。加えてBADGE－X、BMDシステムの導入に連携して、既に指摘したようなGPS

誘導爆撃を可能とする機能の導入も不可欠であると考える。敢えて再言するが、新たな脅

威への対応のためには、部隊の統合運用のみならず他の省庁、更には同盟国等との連携が

不可欠であり、先進主要各国は、いわば新総力戦（Big-J）の時代に突入していることをあ

らためて強調しておきたい。 

 

２．無人機の導入による各種作戦への影響 

 

(１) 無人機の役割 

無人機の役割は、現在のところ本質的に人間が不得意とする3D(Dull Dirty Dangerous) 

なものに適すると考えられている。しかしながら将来的には自衛隊の新たな役割に対応す

る各種任務において単に有人機の補完的な機能にとどまらず、有人機との役割分担が逐次

明確化されていくものと思われる。また、無人機を活用することにより、省人化・省力化・

効率化を図ることができるとともに人員の損耗を最小限にして任務を達成することが可能

となる。以下陸･海･空作戦における無人機の役割について敷衍してみよう。 

ア．陸上作戦における無人機 

陸上作戦において考えられる無人機の活用場面は、危険を伴う状況及び長時間長距離に

わたる偵察警戒監視任務、指揮通信の確保のためのデータ無線中継、各種センサーを搭載
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しての情報収集任務等である。 

特に、陸上作戦においてはわが国土の状況、特に錯雑した国土地形の特性に応じた運用

を考慮に入れておく必要がある。特に錯雑した地形は電波伝搬に大きな制約を及ぼすとと

もにセンサー等のいわゆる見通し距離をも制限する。 

一方、海外における各種任務（国際貢献活動等）においては、日本の地形気象とは異な

る地形気象（砂漠、山岳。草原等）に応ずる運用も検討する必要がある。例えば砂漠地帯

における砂塵や高温気象等の考慮も必要である。 

イ．海上作戦における無人機 

海上作戦における無人機は、艦に塔載され、艦上から運用されることが基本であり、洋

上にける敵艦艇、海賊、不法船舶等の監視、捜索、追尾ならびに艦隊の前程哨戒 港湾の

監視等の任務が考えられる。無人機は、映像を含む取得データをデータリンクにより母艦

へ伝送する。無人機の管制は、母艦からの直接誘導またはプリセットされたプログラム誘

導による。無人機の運用に当たっては、現在これらの任務に当たっている艦載ヘリコプタ

ー等との状況に応じた任務分担が必要になるであろう。例えば、敵艦艇に対する対艦ミサ

イル攻撃のためのターゲッティング・データの取得は、敵艦艇の対空ミサイル射程圏内へ

の近接が必要であり危険を伴うので、ヘリコプターに代え無人機を使用するメリットが生

まれる。 

また、運用機数に制約がある艦載ヘリコプターの搭乗員の疲労軽減、稼働率のカバー等

のため無人機によりこれを補完することも有効と考えられる。米海軍は、これらの任務の

ためVTUAV(Vertical Take-off and Landing Tactical UAV) RQ-8B FIRE SCOUTの採用を計

画しており 2003年以降テスト中である。海軍は、2007年からテストを開始する将来型戦

闘艦 LCS(Littoral Combat Ship)にFIRE SCOUTを搭載する計画である。 

このほか海上作戦における無人機として、陸上の航空基地から発進し広域・長時間（長

期間）にわたる沿岸監視（不審船対処等）、海・海間、海・陸間の通信の設定（衛星通信の

補完）等に活用することも有効である。米海軍は、これらの任務にあてる無人機として

J-UCAS(Joint Unmanned Combat Air Systems),GHMD(Global Hawk Maritime Demonstration), 

BAMS(Broad Area Maritime Surveillance)UA等を候補機種として検討中である。 

ウ．航空作戦における無人機 

航空作戦においては、敵航空機の来襲状況の監視や危険な空域における空爆等の任務遂

行に、無人機を活用することは有効である。 
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無人機は、１９８０年代より国防省防衛高等研究計画局（ＤＡＲＰＡ）で研究・開発が

開始され、現在では主に偵察・索敵・目標捜索・攻撃目標の選定・攻撃目標レーザー照射・

弾着観測誘導・攻撃損害評価・重要エリアの監視・無線中継・合成開口レーダーによる戦

場監視等多岐にわたっての任務を行えるように導入されているが、有人機と違い時間の制

約が無い為、無人偵察機から無人監視機としての運用が行われるようになっている。 特

に対テロ戦争では、国防省は国防航空偵察局（ＤＡＲＯ）、ＣＩＡ（米中央情報局）と共同

で無人偵察機（URAV）を投入し、さらに発見した攻撃目標を即座に攻撃できる武装を搭載

した無人監視機を開発している。 また、国防省防衛高等研究計画局（ＤＡＲＰＡ）は、

設計段階から無人戦闘攻撃機として開発されるUCAV（Uninhabited Combat Air Vehicle）

計画を実用化段階までに成熟させている。 

このようなことから、わが国においても今後の新たな戦略環境（自衛隊に期待される新

たな任務）に応じ、航空作戦において人的損失が発生しないUAV、UCAVは、有人機では危

険すぎるハイローミッション、特に開戦劈頭で行われる敵レーダー施設やSAMサイト等の

ＳＥＡＤ（Suppression of Enemy Air Defense：敵防空網制圧作戦）や敵航空基地攻撃作

戦（Strike mission）に運用することが有効であると言える。107 

 

(２) 新たな安全保障環境に応ずる無人機の運用 

2004年12月に閣議決定された「平成17年度以降に係わる防衛計画の大綱」は、新たな

脅威と多様な事態への対応として具体的に、①弾道ミサイル攻撃、②ゲリラ・特殊部隊攻

撃、③島嶼部侵攻、④周辺海域の警戒監視及び領空侵犯・武装工作船対処、⑤大規模・特

殊災害対処等としている。 

ア．新たな任務に応ずる無人機の運用 

（ア）弾道ミサイル攻撃対処 

平成15年12月19日の閣議決定事項によれば、 

「弾道ミサイル防衛（ＢＭＤ）については、大量破壊兵器及び弾道ミサイルの拡散の進

展を踏まえ、わが国として主体的取組が必要であるとの認識の下、『中期防衛力整備計画

（平成13年度～平成17年度）』（平成12年12月15日安全保障会議及び閣議決定。以下

『現中期防』という。）において、『技術的な実現可能性等について検討の上、必要な措

置を講ずる』こととされているが、最近の各種試験等を通じて、技術的な実現可能性が高

                                                   
107 ホームページ（http://www.f5.dion.ne.jp/~mirage/hypams07/ucav.html） 

http://www.f5.dion.ne.jp/~mirage/hypams07/ucav.html
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いことが確認され、わが国としてのＢＭＤシステムの構築が現有のイージス・システム搭

載護衛艦及び地対空誘導弾ペトリオットの能力向上並びにその統合的運用によって可能と

なった。このようなＢＭＤシステムは、弾道ミサイル攻撃に対してわが国国民の生命・財

産を守るための純粋に防御的な、かつ、他に代替手段のない唯一の手段であり、専守防衛

を旨とするわが国の防衛政策にふさわしいものであることから、政府として同システムを

整備することとする。 

わが国をめぐる安全保障環境については、わが国に対する本格的な侵略事態生起の可能

性は低下する一方、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進展、国際テロ組織等の活動を

含む新たな脅威や平和と安全に影響を与える多様な事態（以下『新たな脅威等』という。）

への対応が国際社会の差し迫った課題となっており、わが国としても、わが国及び国際社

会の平和と安定のため、日米安全保障体制を堅持しつつ、外交努力の推進及び防衛力の効

果的な運用を含む諸施策の有機的な連携の下、総合的かつ迅速な対応によって、万全を期

す必要がある。このような新たな安全保障環境やＢＭＤシステムの導入を踏まえれば、防

衛力全般について見直しが必要な状況が生じている。 

このため、関係機関や地域社会との緊密な協力、日米安全保障体制を基調とする米国と

の協力関係の充実並びに周辺諸国をはじめとする関係諸国及び国際機関等との協力の推進

を図りつつ、新たな脅威等に対して、その特性に応じて、実効的に対応するとともに、わ

が国を含む国際社会の平和と安定のための活動に主体的・積極的に取り組み得るよう、防

衛力全般について見直しを行う。その際、テロや弾道ミサイル等の新たな脅威等に実効的

に対応し得るなどの必要な体制を整備するとともに、本格的な侵略事態にも配意しつつ、

従来の整備構想や装備体系について抜本的な見直しを行い適切に規模の縮小等を図ること

とし、これらにより新たな安全保障環境に実効的に対応できる防衛力を構築する。 

上記の考え方を踏まえ、自衛隊の新たな体制への転換に当たっては、即応性、機動性、

柔軟性及び多目的性の向上、高度の技術力・情報能力を追求しつつ、既存の組織・装備等

の抜本的な見直し、効率化を図る。その際、以下の事項を重視して実効的な体制を確立す

るものとする。 

このため、現在の組織等を見直して、統合運用を基本とした自衛隊の運用に必要な防衛

庁長官の補佐機構等を設ける。 

○ 陸上、海上及び航空自衛隊の基幹部隊については、新たな脅威等により実効的に対

処し得るよう、新たな編成等の考え方を構築する。 
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○ 国際社会の平和と安定のための活動を実効的に実施し得るよう、所要の機能、組織

及び装備を整備する。 

○ 将来の予測し難い情勢変化に備えるため、本格的な侵略事態に対処するための最も

基盤的な部分は確保しつつも、わが国周辺地域の状況等を考慮し、 

・ 陸上自衛隊については、対機甲戦を重視した整備構想を転換し、機動力等の向上

により新たな脅威等に即応できる体制の整備を図る一方、戦車及び火砲等の在り方に

ついて見直しを行い適切に規模の縮小等を図る。 

  ・ 海上自衛隊については、対潜戦を重視した整備構想を転換し、弾道ミサイル等新

たな脅威等への対応体制の整備を図る一方、護衛艦、固定翼哨戒機等の在り方につい

て見直しを行い適切に規模の縮小等を図る。 

・ 航空自衛隊については、対航空侵攻を重視した整備構想を転換し、弾道ミサイル

等新たな脅威等への対応体制の整備を図る一方、作戦用航空機等の在り方について見

直しを行い適切に規模の縮小等を図る。」こととしている。108 

弾道ミサイル攻撃対処については、「弾道ミサイルに対応する機能を付加するため、引

き続き、イージス・システム搭載護衛艦及び地対空誘導弾ペトリオットの能力向上を

行う。ただし、平成20年度以降の能力向上の在り方については、米国における開発の

状況等を踏まえて検討の上、必要な措置を講ずる。」109 となっている。 

   

              

図 ４－１ 「BMD運用構想図」110 

 

                                                   
108 http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2003/1219seibi.html 
109 中期防衛力整備計画 
110 防衛庁ホームページ 

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2003/1219seibi.html
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BMD（ミサイル防衛システム）は現在、日米共同研究のアイテムとして将来型SM－3ミサ

イルの研究開発が進められているが、最も重要と思われる敵のミサイル発射情報やじ後の

弾道情報は米軍によるところが大である。米軍情報を補完できる自前の情報収集手段とし

ての無人機の活用、獲得した情報を迅速確実に伝達するための無人機によるデーター通信

の中継及び飛来する敵ミサイルを高高度から攻撃撃破するための在空型無人機の活用等に

ついても今後注目していく必要があると思われる。 

また、弾道ミサイルだけではなく巡航ミサイル対処についてはその飛行特性上山間部等

地形が錯雑している地域および超低空飛行をする海上では特にこれを探知するのは困難で

あり、その手段として無人機による広域広範囲にわたる監視・偵察が有効であると思われ

る。 

（イ）ゲリラ・特殊部隊対処 

防衛庁は、平成17年度から平成21年度までを対象とする中期防衛力整備計画において、

「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱」（平成16年12月10日安全保障会議及び閣議決

定）に従い、新たな脅威や多様な事態への実効的な対応の中で、「ゲリラや特殊部隊による

攻撃等に実効的に対処し得るよう、部隊の即応性、機動性等を一層高めることとし、普通

科部隊の強化を行うほか、引き続き、軽装甲機動車、多用途ヘリコプター（UH－60JA、UH

－１J）、戦闘ヘリコプター（AH－64D）を整備する。また、核・生物・化学兵器による攻撃

への対処能力の向上を図る。」として、ゲリラや特殊部隊による攻撃等への対応について重

視する姿勢を表明している。また、防衛力のあり方に関連して内閣官房長官が「新たな脅

威や多様な事態に実効的に対応することを重視し、弾道ミサイル攻撃、ゲリラや特殊部隊

による攻撃等、島嶼部に対する侵略、周辺海空域の警戒監視及び領空侵犯対処や武装工作

船等、大規模・特殊災害をはじめとする各種の事態に対応するために、即応性や高い機動

性を備えた部隊等をその特性やわが国の地理的特性に応じて編成・配置する。」との談話を

発表（平成16年12月10日）してその重要性を強調した。 

さらに「日米防衛協力のための指針」（日本に対する武力攻撃に際しての対処行動・その

他の脅威への対応）の中で111、「自衛隊は、ゲリラ・コマンドゥ攻撃等日本領域に軍事力を

潜入させて行う不正規型の攻撃を極力早期に阻止し排除するための作戦を主体的に行う。

その際関係機関と密接に協力し調整するとともに、事態に応じて米軍の適切な支援を受け

る。」とされ、ゲリラ・特殊部隊対処は自衛隊が主体的に行う行動であることを明確にして

                                                   
111 http//japan.usembassy.gov/txts/wwwt2455.txt 
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いる。 

平成16年6月には「武力攻撃事態等におけるわが国の平和と独立並びに国及び国民の

安全の確保に関する法律」が成立している。その第一条目的で「この法律は、武力攻撃事

態等（武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。）への対処について、基本

理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項を定めることによ

り、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備し、併せて武力攻撃事態等への対処に関

して必要となる法制の整備に関する事項を定め、もってわが国の平和と独立並びに国及び

国民の安全の確保に資することを目的とする。」とし、その中で①「武力攻撃」（わが国に

対する外部からの武力攻撃）、②「武力攻撃事態」（武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃

が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態）、③「武力攻撃予測事

態」（武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った

事態）の３段階に事態を区分している。 

武力攻撃事態においては、「武力攻撃の発生に備えるとともに、武力攻撃が発生した場

合には、これを排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、武力攻

撃が発生した場合においてこれを排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理

的に必要と判断される限度においてなされなければならない」また「日米安保条約に基づ

いてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調

的行動が得られるようにしなければならない」として、迅速にかつ米国などとの協力関係

を維持しながらの対処を基本としている。 

第四条では、国の責務として「国は、わが国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を

保つため、武力攻撃事態等において、わが国を防衛し、国土並びに国民の生命、身体及び

財産を保護する固有の使命を有することから、前条の基本理念にのっとり、組織及び機能

のすべてを挙げて、武力攻撃事態等に対処するとともに、国全体として万全の措置が講じ

られるようにする責務を有する。」と記された。ゲリラ・コマンドゥ等外部からの攻撃に

際して国を挙げて準備すべきことを強調しており、一応の枠組みを法的に整えようとして

いる状況にある。 

しかしながら、このような分野については、基本的な法整備が緒に就いたところであり、

今後具体的な対処のための組織作り、出動部隊に与える権限、必要な訓練の環境などにつ

いての早急な整備が求められている。 

テロについては、1995年3月20日の地下鉄サリン事件を契機に、ＮＢＣテロその他大
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量殺傷型テロへの自衛隊の組織的な行動力を期待されるようになった。個人テロなどは警

察が単独で対処可能であるが、大量殺傷を狙った同時多発テロやＮＢＣテロに対しては、

警察力単独では対処困難であり、自衛隊を含み国家の総力を挙げて対処すべきとの世論の

高まりが背景にある。これまでに整備されたものが、「生物化学テロへの対処について」

（平成13年12月19日内閣官房）や「ＮＢＣテロその他大量殺傷型テロへの対処につい

て」(平成13年5月28日内閣府ＮＢＣテロ対策会議)であり、防衛庁は基本的に警察･消

防等に協力するとの立場に留められており、未だ国としては警察に対してその対処の主体

を求めているのが実情である。大量殺傷型やＮＢＣを伴う場合の対処について、警察等関

係機関と協力しつつ自衛隊が主体となり一元的に指揮行動できる枠組みは未だにない。テ

ロへの対処についても、行動時の自衛隊の主体的な指揮及び武力行使の権限を明確にして

おかないと、自衛隊は迅速的確な対処は困難であることを国家の安全を確保する責務を有

する者はしっかりと銘記すべきである。 

以上わが国のゲリラ・コマンドゥ等への対処の基本的な姿勢及び枠組みを紹介したが、

平時から突発的に何時何が起きても不思議ではないような情勢下では、ゲリラ・コマンド

ゥ等の攻撃対処が有効に行われるための具体的な法整備・部隊行動基準などを含めた体制

作りが重要である。英国が、2005年 7月にロンドンで生起した地下鉄や、路線バスに対

する同時多発攻撃事態の直後に、新たな法律を迅速に成立させて再発阻止をしようとして

いることは参考にすべきである112。 

また、敵ゲリラ・特殊部隊の行動は、その位置、配置等が秘匿され、それらを特定する

のは極めて困難である。このため、情報収集に任ずる部隊（航空機を含む）は常に「見え

ない敵」との戦いという危険な状況で任務を遂行することとなる。 

アフガン戦争で米軍は、精密誘導兵器と特殊部隊という先進技術を活用した統合作戦で

タリバン部隊を効果的に打撃し、予想を超える短期間に作戦目的を達成した。アフガン戦

争で最も世界の注目を集めたのは、無人機の活用による敵動向の継続した情報・偵察・監

視が可能であり、「見えない敵に有効」との理解が進んだことや、バンカーバスターなど

の強力な精密誘導爆弾が特殊部隊などの誘導で拠点を撃破するのに有効な戦法であるこ

とを知らしめた。さらにその後のイラク戦争で、各種無人機（UAV, UGV,UGS）の有効性が

評価された。湾岸戦争で「ＣＮＮ効果」などと評されたいわゆる「戦場の劇場化」現象で、

「ゼロ・カジュアリティ」を強調されたことも無人化技術を多用する編成装備が増大して

                                                   
112 http://nikkeibp.jp/sj2005/column/i/02/index.html?cd=column_adw 

http://nikkeibp.jp/sj2005/column/i/02/index.html?cd=column_adw
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きている要因となった。米陸軍はＦＣＳ（Future Combat System）で一層の無人化技術活

用に向かって整備が進みつつある。米ソ冷戦構造が崩壊してから以降の「見えない敵」を

主対象とする紛争対処における編成装備の変化を象徴する一つの特色となっている。 

             図 ４－２ 「ゲリラ・特殊部隊作戦イメージ図－１」 

このような状況では兵員の安全を確保しつつ確実かつ正確に情報を収集するとともに、

攻撃の目（センサー）として、無人機を活用することが有効である。 

対ゲリラ・コマンドウ対処・市街戦等においては、敵の所在を確認することが極めて困

難かつ重要である。このような運用場面では人員による偵察監視、航空機・ヘリコプター

による偵察は大変危険を伴うこととなる。これらを補うものとして無人機を運用すること

は極めて有効であり、米軍においては無人機を偵察用のセンサーとして、有人機（攻撃ヘ

リコプタ、AH-64）でコントロールし、発見した敵を攻撃へリコプタで即座に攻撃するよう

な運用が考えられている。また垂直離着陸型の回転翼無人機はVT-UAVと呼ばれヘリコプタ

ー型やタグテッド・ファン型が米国で開発されており米海兵隊でも都市型戦闘で運用する

想定でVT-UAVを試験的に導入している。113 

これらに使用される無人機は、比較的小型で光学センサーや赤外線センサーを搭載し、

狭小な場所や小窓などから潜入して室内の状況を偵察しその映像等をリアルタイムで母機

である有人機や地上の指揮所等に伝送するようなシステムとなる。このようなシステムに

おいても情報･指示を迅速･確実に伝送することや、その目標情報によりリアルタイムでピ

ンポイント攻撃するというようなことがきわめて重要であり、無人機にこれらの機能を持

                                                   
113 ホームページ（http://www.f5.dion.ne.jp/~mirage/hypams04/uav.html） 

http://www.f5.dion.ne.jp/~mirage/hypams04/uav.html
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たせることが作戦上必須のものとなると考えられる。 

      図 ４－３ 「ゲリラ・特殊部隊作戦イメージ図－２」 

 

（ウ）島嶼部侵攻対処 

わが国には、総数7,000近い島嶼があり、このうち法律指定有人島数は327に上る。こ

れらの島嶼の一般的な特性は、外周が海に囲まれ（環海性）、その面積は狭小であり、多く

の島嶼は経済的、社会的条件において低位（後進性）にある。有人島には大小の港湾ある

いは空港が存在するが本土から空間的時間的に離隔し、わが国領域の最先端に位置して国

境線を形成する。また、北から宗谷海峡、津軽海峡、東西の対馬海峡及び大隅海峡という

重要国際海峡が存在している。 

わが国の領海(内水を含む)は約43万平方km、排他的経済水域（EEZ）を含めると約447

万平方kmであり、陸地国土面積の12倍、領域の広さは世界で６番目となる。これら外海

の島々は、韓国・中国・ロシアなど外国との接点であるが、本土から孤立した存在のため、

安全保障上極めて脆弱である。特に、沖縄本島を除く日本の離島は、殆ど無防備であり、

外部から脅威を受けやすい。 

また、わが国の本土（北海道、本州、四国及び九州）は、大陸からの侵攻に対して地域

縦深が殆どない。その上、わが国の都市の多くは、良好な港湾に恵まれた海洋に近接した

沿岸部に位置し、人口稠密、政治・経済・社会活動の中心であるが、何処からでも攻撃さ
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れやすく、防衛上極めて脆弱な状態にある。要するに、空間的な防衛余裕度（バッファ）

がないという致命的欠陥を有している。 

したがって、空間的には、広大なＥＥＺの活用と海洋国家として鉄則である外周離島と

海峡による防衛体制の確立、更に長距離精密ミサイル等による阻止・反撃態勢の保持が縦

深性を確保する上での重要な鍵となる。また、時間的余裕を得るためには、偵察衛星を含

む地球規模の情報収集体制、ＥＥＺにおける平時からの常続的な警戒監視、更に迅速な政

治的決断が不可欠となる114。 

また、冷戦終結後、極東ロシアの軍事力は量的に削減されたとはいえ中・ロ・北朝鮮等

この地域においては、依然として核戦力を含む大規模な軍事力が存在している。 

21世紀に入ると朝鮮半島における核の脅威が急速に顕在化するともに、中国の軍事力の

急激な拡大は台湾海峡のみならず、日本の西南の島嶼への強い脅威と感じられるようにな

ってきた。 

一方、国連海洋法条約が国連海洋法会議の結果作成され、平成６年11月に発効した。同

条約は領海、排他的経済水域、深海底、海洋環境の保護及び保全等の分野の規定を設け、

海洋に関する権利義務関係一般を包括的に規律している。わが国としては、速やかにこの

国際的な法的秩序に参画するべく、同条約締結及び関連国内法整備に取り組み、わが国に

ついての同条約の効力発生にあわせて、関連国内法が８年７月20日から施行された。今後

は、新たに設定された広大な排他的経済水域等における海上保安庁の監視・取締り体制の

充実強化、200海里を超える大陸棚の限界の設定のための海洋調査等を推進することとし

ている。 

このような動きは、今後各国の国益との関係から海洋資源開発の活発化をうみ離島の戦

略的価値を大きく変えることとなる。 

さらにこの地域の 安全保障に大きな影響力を有する中国は、核・ミサイル戦力や海・

空軍力の近代化を推進するとともに、海洋における活動範囲の拡大などを図っており、こ

のような動向には今後も注目していく必要がある。 

このような環境の中で、わが国に対する本格的な侵略事態生起の可能性は低下する一方、

わが国としては地域の安全保障上の問題に加え、新たな脅威や多様な事態に対応すること

が求められており、島嶼侵攻対処は単に着上陸戦闘における足がかりのみならず、島嶼そ

のものを支配することが重要な作戦目的となりうるような状況となりつつある。 

                                                   
114  http://www.drc-jpn.org/AR-8/yoshida-04j.htm（DRC研究専門委員：吉田 暁路） 

http://www.drc-jpn.org/AR-8/yoshida-04j.htm
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一方、日本の国防の重点は冷戦時代の北方からの脅威に対し、大きく西・西南方面に転

換し、その中で数多い島嶼防衛や経済水域の権益の保護が重要になっている。東アジアの

緊張が高まる中で当該方面の国防態勢の強化が必要となったことから、西・西南方面の自

衛隊の根拠基地の整備が行われている。 

この地域は朝鮮半島、台湾海峡に近接し、米軍の再編、周辺事態への対応と分かちがた

い面を持っており、特に、台湾海峡、西太平洋では中国の航空機、ミサイル、潜水艦など

軍事力の強化に伴う米中・日中・中台の安全保障問題が複雑に絡む中で、沖縄の重要性が

改めて関係国に認識されつつあり、日本が否応なしに、日米協力態勢を強化せざるを得な

い地域となっている115。 

また台湾は、南西諸島特に尖閣諸島について、「釣魚台列島を掌握すればわが国の領海を

広げることができ、台湾の海上防衛線が拡張され、国防上大きなプラスとなる。戦略的意

義については、釣魚台列島は国際航路に近く、西太平洋諸島につながり、南西諸島と台湾

を結ぶ重要地点にあり、また日本および沖縄よりも台湾および中国大陸に近いためここを

掌握することは、わが国の海洋権および太平洋への進出にも大きな影響を与える。よって、

国防全体を視野に入れた防衛的価値から見ても、海洋権発展の戦略的意義から見ても、欠

くことのできない非常に重要な地域である」と評価している。また米国は、「沖縄に駐留す

ることは、輸送時間が大幅に短くなり、朝鮮半島や台湾海峡にもすばやく到達できる。例

えば沖縄から韓半島に航空機により２時間で移動できるのに対し、グアムからは５時間、

ハワイからは11時間、米国本土からは16時間かかる。また、米西海岸からこの地域に船

で移動すると21日間もかかる」と北東アジアの安全保障上の要的存在と認識している116。 

このようなことから、わが国における離島は、四面環海のわが国にあって、「国境を形成

する最前線に位置」するとともに、「広大な水域を包含する拠点」としての地位を有してお

り、その防衛は国土領域全般の防衛の中においても極めて重要な意義を有している。 

島嶼部侵攻対処においては、陸・海・空の統合された部隊による作戦が必須となる。島

嶼部侵攻対処の作戦においては、特に事前の情報入手が重要であり敵が占領している地域

の状況を入手・分析するとともに、これらの情報を共有して陸・海・空の各部隊が作戦を

行うこととなる。 

このような場面（わが戦力がいまだ未上陸で、敵の制圧下にある地域）において安全に

情報を収集するには無人機の活用が有効である。 

                                                   
115  http://www.tkfd.or.jp/division/research/pr/pdf/2005_05_teigen.pdf 
116 東京財団研究報告書「わが国の外周離島（外周領域）保全のあり方」 

http://www.tkfd.or.jp/division/research/pr/pdf/2005_05_teigen.pdf
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敵の離島侵攻が予想される事態においては、当該離島において警戒監視の目を張り巡ら

せることが必要である。この際、情報収集には陸・海・空の無人機を活用した警戒監視網

を構成し知りえた情報をリアルタイムで指揮中枢に伝達できるようなネットワークの構成

が不可欠である。 

無人の飛行船で、一定の空域にとどまり長期にわたって連続滞空できるプラットフォー

を実現しようとするプロジェクトが文部科学省・総務省の共同で進められている。その目

的は主に通信・放送などの無線中継や地球観測・災害監視などへの適用であるが、これら

の技術の組み合わせにより従来にない高速大容量の防衛通信網が実現でき、また各種セン

サ技術との組み合わせにより運用ニーズに適した新たな警戒・監視手段が得られるなど、

成層圏無人飛行船の実現は防衛分野においても大きな意義を持つ。このように、広域にわ

たる警戒監視機能はミサイルの警戒監視のみならず、不審船に対する警戒監視等広域かつ

長期にわたる各種任務にも有効であるのみならず、これらの監視情報を無人機による中継

によってリアルタイムで必要な時期に必要な場所・機関・指揮所に伝達できれば作戦全般

にわたりきわめて有効である。また、これらの情報によりミサイルを積んだ無人機により

GPS誘導等によるピンポイント攻撃するというような運用も考えられている。 

       図 ４－４ 「対離島侵攻監視イメージ図」   

 

領空侵犯、領海侵犯、不審船の行動、機雷の敷設等、敵の不法行動が明らかになった場

合は、海上保安庁との連携を密にしつつ、自衛隊の統合による対処行動を開始することと

なる。この段階では、防衛出動はまだ発令されておらず、主として海上警備行動とこれに
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伴う警戒監視・情報収集活動が主体となる。このため、具体的な行動としては敵の動向を

各種センサー等により察知して迅速に対応するような行動となる。これらの行動を迅速的

確ならしめるため、リアルタイムの情報処理・情報分析が必要であり、人工知能を持った

処理システム等によりその情報処理の自動化・無人化を図ることも有効である。       

           

図 ４－５ 「離島防衛時のデータリンク概要図」 

     

             

図 ４－６ 「離島侵攻対処イメージ図」 

 

（エ）大規模・特殊災害対処 

防衛庁は、17年度防衛白書において「新たな脅威や多様な事態への実効的な対応と本格

的な侵略事態への備え」の中で大規模・特殊災害などへの対応の必要性を記述している。 

災害は、大別して地震、風水害や火山災害などの自然災害と海上災害、航空災害、道路
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災害、原子力災害などの事故災害に分類（災害対策基本法）される。その中でも、防衛庁

が特に重視して対処する必要があるものについて自衛隊法にも明記されている。それは、

自衛隊法第83条(天災地変等自然災害に相当する災害派遣)関連、第83条―２（地震防災

派遣）関連及び第83条―３（原子力災害派遣）関連の３項目である。 

天災地変等自然災害に関しては、毎年のように発生する台風による風水害によるものや、

新潟中越地震のような地震災害が含まれており、自治体の長たる知事等の要請によって自

衛隊が派遣されるものである。地震防災派遣に関しては、「大規模地震対策特別措置法」に

基づくいわゆる巨大地震に対する災害派遣である。次に挙げられているのが、｢原子力災害

特別基本法｣に基づくいわゆる特殊災害に対する派遣である。これら二項目については対策

本部長たる内閣総理大臣の要請に基づいて防衛庁長官が派遣を命ずるものである。これら

が自衛隊を派遣する場合の主要なものであるが、自衛隊に求められるのは、消防・警察等

自治体レベルでの対応が困難である広域大規模のもの、あるいは原子力災害などの特殊災

害であろう。 

大規模災害においては、まず人命救助の段階から被災者救援そして災害復旧活動へと対

処活動が進んでいくこととなる。阪神淡路大震災の例を見るともっとも大切なのは当初の

人命救助段階であり、これは発災後の約3日間にその活動が集中する。この間被災地上空

には救援に任ずる航空機、報道関係の航空機等が密集しその航空機による活動は困難かつ

錯綜することとなる。このような状況では正しい現地の状況を安全にいち早く偵察し政

府・現地の 災害対策本部等で、また救援活動に任ずる防災機関の指揮所で情報共有する

ことが重要である。現地上空に長時間滞在し適時にその情報を送信し、またその情報を中

継するような任務にはまさに無人機の活用が最適であるといえる。 

 

       

図 ４－７ 「災害派遣時のデーターリンクイメージ図」 
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イ．無人機に期待される任務と必要な機能 

（ア）広域警戒・監視任務及び偵察・観測任務における無人機 

広域にわたる警戒監視機能は前にも述べたようにミサイルの警戒監視、不審船に対する

警戒監視等広域かつ長期にわたる各種任務に極めて有効である。 

また、周辺海域の警戒監視は受動的な任務であり、比較的広範囲に長時間（長期間）に

わたる任務である。これには航空機による監視や地上に設置したレーダ等のセンサーを組

織化したシステムにより任務を遂行することとなるが、いつ、どこから来るかもわからな

い敵の監視であり、多くの航空機等のアセット及び人員と時間を費やすこととなる。 

ここに無人機による空中監視やシステムデータの自動中継機能を活用できれば、航空機

等との役割分担および機能の補完が可能であり、きわめて有効かつ効率的に任務を遂行す

ることが可能となる。 

          図 ４－８ 「広域警戒・監視任務イメージ図」 

 

特に、日本のような錯雑した地形や市街地のような見通しのきかない作戦地域での偵

察・監視や敵の襲来予測が困難な状況下での警戒にも無人機は有効であるといえる。 

現在、陸上自衛隊に装備されているFFOS(Far Front Observation System)は小型無人ヘ

リコプターをメインとし、搭載されるセンサー及びトラックに載せられて移動する地上支

援機材等により構成されている。 

このシステムは無人機、無人機搭載センサー、統制装置、追随装置、簡易追随装置、発

進装置、整備支援装置、機体運搬装置、作業車等から構成されており、それらは全て車両
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に搭載されて移動できる。無人機の制御は主としてプログラム制御であるが、発進、回収、

目標識別時は地上指令による割り込み制御が行われる。なおプログラムの入力は遠隔操作

により飛行中でも行える。また自動帰投機能も有する。センサーから得た情報はダウンリ

ンク情報として野戦特科情報処理システム(FADS)へ有線又は無線を通じて連接でき、また

方面隊新通信システム及び師団新通信システムを介しても連接できる。なお無人機へのア

ップリンク情報及び無人機からのダウンリンク情報はECCM(対電子対策)能力を有し、特に

アップリンクは複数の周波数が使用でき、随時切り替えが可能となっている。無人機はセ

ミモノコック構造で複合材を多用した軽量の回転翼機で、航続時間３時間以上、最高飛行

高度2,500Mとされ、低視認性化が図られており、レーダー反射面積も極力小さくなるよう

に工夫されている。センサーはカラー可視光TVとFLIR及びレーザーレンジファインダー

の組み合わせにより構成されており、視野は約 22度×22度以上とされ、広い視野角を有

すると共に昼夜間・悪天候でも観測が可能であり、またシステムはユニット化され、短時

間での着脱が可能である。なお搭載されたセンサー等の機器は自爆装置を有し、秘匿性を

確保している。ダウンリンクによって得られた映像情報は画質の改善や拡大等の処理が出

来ると共に、録画や目標、弾着等の強調ができ無人機の位置、飛行諸元、センサーの諸元

等が随時、映像情報と共に同一画面に表示され。記録や印刷ができるようになっている。117 

また、イラクに派遣された自衛隊の宿営地の警戒監視のために民生用の国産無人機が活

用されており、このような場面でも無人機の有効性が実証されている。 

（イ）NCW（Network Centric Warfare）における中継機としての無人機 

将来戦場はNCW戦場になることは、湾岸戦争～イラク戦争の教訓として間違いのないと

ころであろう。陸上自衛隊においても平成19年度以降RMA部隊の部隊実験が計画されてお

り、その準備が着々と進められている。 

このような作戦・戦場においては情報の共有やリアルタイムのデータ通信の確保が極め

て重要であり、作戦指揮統制・戦闘システムの通信確保と有効な情報収集手段が重要であ

る。戦場上空において敵の状況を常時監視し、目標情報を捕捉するセンサーを搭載した無

人機や指揮統制・戦闘システム間での情報共有・データ通信確保のための中継機能を搭載

した無人機の存在はきわめて有効であるといえる。これらの無人機を運用することは、有

人機を使用するのに比し、兵員の安全確保、省人化、任務遂行の効率化等各種のメリット

があるのみならず、錯雑した日本の国土地形において確実に通信を確保して、所要の情報

                                                   
117 ホームページ（http://www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/9578/ffos.htm） 

http://www.geocities.co.jp/Technopolis-Mars/9578/ffos.htm
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を共有するには無人機は最適なものといえる。また、地球規模の広域で作戦する海上部隊

にとっては、同様の理由により衛星も含んだセンサー、通信手段による広域にわたるリア

ルタイムのデータ通信が必須であり、統合作戦等の戦術場面において無人機による情報収

集、通信中継等の必要性が生まれてくる。 

（ウ）攻撃機としての無人機 

現代戦において無人機に期待される役割は、前にも述べたように急激に増大しつつある。

特に、3D(Dull,Dirty,Dangerous)といわれる任務のうち、敵レーダー施設やSAMサイト等

のＳＥＡＤや敵航空基地攻撃作戦等の運用には有効であるとともに、高高度に在空し敵目

標の発見に伴い迅速かつ確実に爆撃できる精密爆弾による爆撃等の任務にも無人機は必須

のものとなりつつある。 

このような観点から、1998年のコソボ紛争で NATO軍の主力を担うアメリカ軍は、旧ユ

ーゴスラビアにおけるセルビア軍の監視活動を行うとともに、CIA（米中央情報局）やDIA

（国防情報局）、米空軍情報部（AFI）はRQ-1Aプレデターを投入して詳細な偵察活動を行

っている。プレデターより得られたリアルタイム情報は、ターゲットを的確に選別でき、

精密誘導兵器を搭載した航空機との併用で絶大な成果を挙げている。 

CIAや DIAの情報機関では独自に運用でき、さらに確認したターゲットをプレデター自

身が攻撃できるURAVの運用要求が高まり、米空軍では２０００年より武装型のプレデター

UCAVの開発を推し進める事となる。改装は、急ピッチで行われ主翼構造の強化と２ヶ所に

ハードポイントパイロンを増設し、アルミニウム合金を使用して重量の増加を最小限に止

めている。この武装型プレデターは、偵察を意味する Reconnaissanceに代わって

Multi-role（多重任務）のMが制式に付けられMQ-1Aとなっている。ちなみにQは、国防

総省の定める定義で無人航空機システムを意味する。搭載される兵装は、セミアクティブ・

レーザー・シーカー（ＳＡＬ）を搭載しレーザー誘導されるＡＧＭー１１４C型ヘルファ

イア（Ｈｅｌｌｆｉｒｅ）対戦車ミサイルが使用され、２００１年２月に試射に成功し、

米国中枢同時多発テロ後のアフガニスタンから実戦投入が開始され、テロリストの乗った

乗用車の破壊に成功している。 

 C型ヘルファイアは、AN/AAS-52MTSに搭載されているレーザー照射誘導装置（Laser 

Designator ）とレーザー測距装置（Laser Rangefinder）で正確にターゲットに終末誘導

される。その他に、悪天候下で使用されるレーダー誘導方式のＡＧＭー１１４Ｌ ヘルファ

イアＩＩ対戦車ミサイル（ロングボウ・ヘルファイア）も搭載可能だが、誘導に使用する
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レーダーが SAR（戦術滞空合成開口レーダー）の為ミサイルの正確な誘導はレーザー誘導

に比べて劣るものとなっている。 今後開発されるプレデターB型では、ペイロード（積

載量）が大幅に増加する為、ミリ波レーダー誘導方式シーカー（ＭＭＷ）に対応できる、

専用のミリ波誘導レーダーの搭載が検討されており、完全な撃ちっ放し能力が付与されプ

レデター自身のサバイバビリティーの向上が図られている。118 

（エ）統合運用における無人機 

将来戦において統合運用は重要であり、新防衛計画の大綱及びこれに基づく中期防衛力

整備計画においても重視されている。特に統合運用で大切なのは情報の共有である。 

           （統合情報機能の新設）119 

上図のように陸・海・空の情報機能が防衛庁長官直轄の情報本部に統合されることとな

り、これにより陸・海・空各幕の情報機能の統合化が進み、今後は作戦・戦略情報が今ま

で以上に統合作戦遂行の基盤ができることになると思われる。当然、これら情報のセンサ

ーも統合運用されることになり、無人機は警戒監視情報のセンサー等として活用される場

面は増大すると思われる。 

 

(３) 運用体制ならびに後方支援体制 

ア．インフラクトラクチャー 

                                                   
118 http://www.f5.dion.ne.jp/~mirage/hypams07/mq1a.html 
119 防衛庁ホームページ 

http://www.f5.dion.ne.jp/~mirage/hypams07/mq1a.html
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無人機の装備化にともなう運用体制は、その使用者たる組織（部隊等）が直接運用する

こととなる。その目的が情報収集であれば情報部隊が、目標観測であれば射撃部隊がまた

中継装置として運用するのであればシステムを管理する部隊が運用することになる。また、

海上部隊においては搭載無人機を艦上で運用する。 

しかし、後方支援体制についてはその効率性を考慮すれば一元化することが望ましい。

補給・整備については、現有装備と同様に補給処と整備部隊（後方支援部隊等）および海

自航空隊による補給整備業務と部外委託（装備品製造会社、整備専門会社等）による補給

整備の方法とがある。 

高度にシステム化された装備の補給整備は在来装備のように、主として隊員によるもの

では困難かつ非効率である。陸上自衛隊におけるAH-1Sシミュレーターの常駐員による部

外委託整備、海上自衛隊におけるTC-90,U-36A,US-1Aの部外委託整備があるように、部外

委託整備方式の成功例もある。冷戦時代の対着上陸戦闘が主体の防衛戦略とは異なり、ポ

スト冷戦における新たな任務に対応する後方支援体制の有力な方法として部外力の活用が

必要であろう。 

部外委託整備方式により、隊員の隊力を削減でき補給品管理等のわずらわしさから開放

されトータルコストを大きく削減することができる。 

イ．関連法規の整備 

現在の航空法規では無人機は航空機の定義からはずれており、運用する上で各種の問題

が生起する。また電波も防衛用の割り当て周波数内での使用となり実現上無理が生ずる。

これらの問題は、現在の法令が無人機を想定したものではないことから生ずる問題であり、

今後の課題として取り組んでいく必要がある。 

ウ．無人機及び同関連システムの整備 

無人航空機システムは、NCW(Network Centric Warfare)構想のもと、武器システムある

いは通信ネットワークの重要なコンポーネントとして位置づけられるようになってきた。

戦域及び国家の情報処理中枢・部隊の指揮所・関連システム（指揮統制システム等）と、

汎用あるいは戦術通信ネットワークにより結合されて運用される。 

（ア）広域偵察・監視用無人航空機システムの運用にかかわる通信ネットワーク 

グローバル・ホーク、プレデターのような広域の偵察・監視に用いられる無人航空機シ

ステムにおいては、機上センサーで取得された情報は、通常地上の指揮統制装置ないしは

地上管制装置において、汎用の広域通信ネットワークまたは戦術通信ネットワークと連接
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され、航空作戦本部のような戦域のユーザー、または分散共通地上システムのような情報

の取得指示・修理・配布中枢、ならびに国家の関連機関等へ提供されるほか、無人機から

地上ユーザーへ直接商用・軍用通信衛星、汎用の受信端末等を通じて提供されることがあ

る。 

（イ）有人機との連携にかかわるネットワーク 

陸・海・空統合運用構想の進展と平行し、各軍において無人航空機システムと有人機シ

ステムとのチーミング運用が考えられ米軍において各種試験が実施されている。 

 

図 ４－９「空中有人無人システム技術デモンストレーション図－１」120                                                                            

 

米陸軍の計画は「空中有人無人システム技術デモンストレーション」（Airborne Manned 

Unmanned System Technology）と呼称されている。無人機は有人機から直接制御される場

合および地上管制装置から制御される場合があり、無人機が取得した情報は各種ネットワ

ークを通じて利用される。 

また、米軍が2010年に旅団レベルに配備開始を目指して研究開発中である将来戦闘シス

テム（Future Combat System）は、約18種類の無人航空機システム、地上無人機（UGV）

システム及び有人コンポーネントをネットワークにより一体化して運用する構想である。  

また、無人航空機システムのセンサー情報等の戦域・国家の情報処理中枢等への伝送、

処理後の情報の戦場等への配布、遠距離の無人航空機システム指揮統制等に、「国家情報シ

                                                   
120 日本ヘリコプター技術協会新春講演会資料（H14.01.14: 米軍ロバート・ジョンストン少佐） 
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ステムネットワーク」（Defense Information System Network）及び商用通信衛星のような

広域の汎用通信ネットワークが用いられる。 

   図 ４－10「空中有人無人システム技術デモンストレーション図－２」121 

 

３．体制整備のための課題（防衛当局、総務当局、経済産業当局、防衛産業界に求められ

ること） 

わが国において無人機の運用体制を整備するための課題としては、第2章 1．(1) 米

国防省の無人機に対する取り組み において述べたことが殆どそのまま当てはまる。 

即ち、米国防科学委員会（Defense Science Board: DSB）が2004年2月に米国防省に提

出した「Unmanned Aerial Vehicles and Uninhabited Combat Aerial Vehicles」と題する

調査報告書において記述された多くの提言の内容である。 

わが国においても、民間、防衛関係を問わず、無人機運用の実績はかなりある。民間に

おいては、農薬散布、科学調査等広範囲において使用され、防衛関係においても陸、海、

空自衛隊の射撃訓練用ターゲット（陸：チャカー、海：ファイアビー、チャカー、空：TF104）

及び主として1970年代に海上自衛隊の艦隊で実運用された無人対潜攻撃ヘリ・ダッシュ等

がある。 これらの飛行体は主として米国からの輸入により、教育訓練、維持整備等は自

                                                   
121  日本ヘリコプター技術協会新春講演会資料（H14.01.14: 米軍ロバート・ジョンストン少佐） 
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隊に専門部隊を編成することにより実施されている。これらの無人機はおおむね 10～20

マイル圏内の限定された狭い空域において運用されたが、今後運用が検討される無人機は

長時間、広大な空域において監視等多くの任務につくことが期待されるものであり、自か

ら運用構想、関係法規、割当電波、安全対策、生産、維持整備対策等広範な分野における

課題を内包していると言える。 

ここでは、防衛関係の無人機の体制整備についてその課題を検討する。 

 

(１)運用構想 

現在、米軍においては無人機の用途はますます拡大してきており、本来の偵察・監視任務から

攻撃、通信中継、欺瞞、輸送等までの多くの任務に使われている。アフガニスタン戦争以後付与

された攻撃任務は特定の目的に対しては極めて有効と評価されている。無人機の本来の任務で

ある偵察・監視は、今後の軍事作戦においてなくてはならない存在になっている。また、有人機と

の連携による攻撃効果の拡大も図られており、運用体制が複雑化してきているとも言えよう。 

自衛隊が無人機の使用を検討する場合、まずどの組織においてどの様な目的のために必

要なのか、どのように運用すれば有効なのかを十分スタディする必要がある。また、海上

自衛隊において過去に、無人ヘリ・ダッシュの運用構想が理論的に優れたものであり、実

戦において有効と判断されていたにもかかわらず、その信頼性の低さにより殆どを消耗し

てしまったことから、実績データも重視した総合的な検討が強く求められるところである。  

今後の統合運用も視野に入れた無人機の必要性、有効性について、情報の種類、取得手

段、分配手段、分配先、運用部隊、運用区域、機体性能、後方支援等広範かつ詳細な検討

が必要である。 

 

(２)ロードマップ 

無人機の運用を想定する場合、運用及び開発取得計画、後方支援体制の整備等を含む「UAV

ロードマップ」を制定することが必要である。これにより、長期にわたる無駄のない合理

的な体制整備が可能となり、部隊及び関連の国内体制の共通の努力の指向が図られる。 

米軍においては、2005年8月に、国防省及び統合参謀本部から陸、海、空、海兵隊の各

軍に対し「Unmanned Aircraft Systems（UAS）Roadmap  2005-2030」が出された。これは、

今後25年間における無人航空機システムの開発、取得計画を示すものであり、無人機に関

する次の疑問に答えることに重点をおいている。 
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ア．無人航空機システムは、軍の要求をどこまで満たすことが出来るのか？  

イ．このような要求を満たすためには、処理機、通信機、機体、センサーにどのような技

術が必要か？          

ウ．このような性能に応える技術は何時使えるようになるのか？ 

このロードマップは、このような方針に基づいて、無人機の現状、要求事項、関連技術、

運用、取得・開発計画について明確に示してある。 

防衛庁においても、無人機を運用する際は、このようなロードマップを提示し、開発、

取得、運用、後方支援の整合を図る必要がある。 

 

(３)法的課題 

ア．航空法           

現行の航空法では、航空機は有人機であり、無人機についての規定がない。従って、無

人機の位置づけが法的に不明確である。また、現航空法には見張りの義務等無人機には適

用できない履行義務の規定がある。軍、民を問わず無人機の存在が不可欠になりつつある

現状を踏まえ、航空法において無人機に関する規定を新たに設ける必要がある。また、一

般飛行空域を飛行させる場合、飛行許可申請手続を新たに制定する必要もあるであろう。

米軍がわが国及びその周辺において無人機を運用するのは時間の問題であろう。 

 イ．電波法 

現在の防衛用周波数では、無人機の制御及びデータ伝送に割当てる周波数の余裕がない。

新たに無人機用の周波数を取得する必要がある。また、通信用、放送用の各種電波がデジ

タル化しつつある現在、周波数割当の抜本的な改正が必要である。勿論、無人機は衛星通

信の使用も不可欠になる。 

 

(４)取得方法、維持整備体制        

無人機は、国内開発によるものと、輸入によるものの2つの取得方法があると考えられ

るが、前者の場合は国内生産によることとなるので、維持整備についても特に問題はない

であろう。後者については、一般輸入とライセンス生産の2種があるが、一般輸入の場合

の維持整備体制については、一定の手段を講じる必要がある。ライセンス生産の場合につ

いては、国内製造企業が整備能力を持つ事が期待できる。自衛隊では、無人機を部隊と共
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に移動させて運用することが通常であるので、部隊にも一定のレベルまでの整備能力を持

たせることが必要である。 

オーバーホール等の高段階の整備については、自衛隊内での実施は困難であり、国内製

造会社における修理体制によらなければならない。この意味では、輸入の場合、ライセン

ス生産によることが得策である。但しライセンス生産は、価格面から、取得数が多い場合

にのみ適用可能であろう。一般輸入の場合、国内修理会社における技術者の養成（留学を

含む）が必要である。現在、ターゲットドロン（ファイアビー）の取得・整備体制は、ラ

イセンス生産方式である。通常の整備は、自隊において実施している。 

 

(５)安全確保 

無人機は、無人であるが故に現在は事故が多い。米軍の分析では、有人機と無人機を比

較した場合、10万時間当たりの事故件数は（無人機の総飛行時間はまだ 10万時間になら

ないが）、プレデターの 32件に対し F-16が 3件、パイオニアの 334件に対し同等性能の

航空機が1件、ハンターの55件に対し同等性能の小型機が0.1件である。（米ロードマッ

プによる）在空他機との衝突回避、天象気象への柔軟な対応等について留意する必要があ

る。また、安全確保のための各種基準の制定、認定制度の制定、安全に係わる調査研究及

び技術の向上、米軍とのインターオペラビリティの確保等が必要である。 

 

(６)基地対策 

無人機を運用する基地における周辺住民等に対する基地対策として、運用者による安全

確保のための最大の努力が要求されるとともに、地域住民の理解を促進することが必要で

ある。 米国内における米軍の無人機運用の状況を確認することも必要であろう。 

 

(７)不測事態発生時の対策 

墜落、投棄等の事態が発生した場合、補償問題、海洋汚染防止法等への抵触等の問題が

考えられるが、これらは基本的には有人機の場合と同じことが適用される事になるであろ

う。 
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第5章 わが国の防衛機器産業に及ぼす影響 

 

１．防衛機器産業との関わりから見た無人機システムの特徴 

 

(１)関連するシステム・技術が多岐にわたる 

 無人機システムが関連するシステム及び技術は極めて広範多岐にわたる。 

まず無人機システムを構成するエレメントとしては、機体（プラットフォーム）、通信シ

ステム、ペイロードとして搭載するセンサー（EO/IR/SIGINT 等）、攻撃兵器、通信中継

装置等、そして地上の無人機管制システム（発進・着陸管制、ミッションコントロール、

飛行管制）等である。そしてこれらを支える基盤技術として、機体構造技術、推進技術、

通信技術、センサー技術、武器技術、情報処理技術、発進・回収技術等々がある。 

更に無人機システムは、他の防衛用システム即ち航空作戦用システム、陸上作戦用シス

テム、海上作戦用システム等と密接に関連付けられ、その一部として機能を果たせるシス

テムでなければならない。 

 

(２)技術的開発要素を多分に含んだ発展途上のシステム 

無人機が軍事において重要な役割を果たすツールとして注目されだしたのは、ごく近年

になってからのことである。無人機の機体あるいはペイロードとして搭載する装置、その

他の運用するために必要とする関連システム等はいずれも開発の途上にあり、これから発

展していくシステムである。 

無人機を軍事に活用する理由として、その特質、即ち極めて危険なミッション、生物・

化学兵器あるいは核爆発等による汚染のリスクがあるミッション、長時間にわたる単調で

怠惰なミッション、これらは無人機で実施することが適当であるという判断の下に現在す

でに多くの分野で無人機が活用されているが、今後更にその精度を高め進化させていくこ

と、そしてまた新しい活用方法を開拓して行くことが期待されるシステムである。 

ア．技術開発の方向性 

（ア）有人機と同等の安全性、信頼性を確保するための技術開発 

有人機と同程度の安全性の確保とは、「有人機が『見て回避行動を取る』ことができるの

と同程度の性能」が求められているものであって、これは無人機が有人機と同じ空域を制

限無く飛行できるようにするための必須の条件である。現在これが達成されていないため
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に、国内及び国際の空域で限定的にしか飛行が認められていないのが現状である。これを

克服するために接近する航空機を探知し、認識・識別し、行動を決定して回避行動をとる、

という一連の機能を遅滞無く正確に発揮できるシステムの開発が必要である。 

信頼性122については、無人機は同等性能の有人機と比較してサイズが小さくて済むこと

及びパイロットのためのシステムが不要であるということによる価格の低減は当然である

と考えられ、これに加えて無人機の信頼性が価格とのトレードオフで犠牲にされる部分も

従来はあったが、今後有人機と同じ空域を飛行することとなれば、価格の要求を満たしつ

つ有人機と同程度の信頼性を確保するシステムであることが必要である。 

（イ）無人機のユニークな能力を生かした運用ができるシステムの開発 

 a. 持続的 ISR 

  地球上どこでも、いつでもすべてのターゲットを探知・追尾し長時間にわたって持続

できるシステムで、具体的には全方向探知性能、全天候性、24時間/7日間連続運用、マ

ルチセンサー搭載等が要求される。 

 b. 持続的精密交戦 

  精密交戦・攻撃が持続的にできるためには、自動空中給油性能、コンパクト軽量で高

性能なエンジン、マルチ性能を発揮できる可変翼機体構造等の開発が求められる。 

（ウ）マルチミッション性能 

同じ機体でペイロードを変えることにより別のミッションを遂行できる、或いは複数ま

たはそれ以上のペイロードを搭載してマルチ或いはそれ以上のミッションが遂行できる性

能が求められる。 

ミッションとしては、ISRのほか SIGINT、IMINT、攻撃、空中給油、通信ノード、指

揮・統制ノード、電子戦、目標デジグネート等が考えられる。 

（エ）グローバルな攻撃性能 

長距離飛行し、長時間ロイターができ適切な攻撃兵器を搭載してグローバルな攻撃が実

施できる性能 

（オ）有人機との共同作戦が実施できるシステム 

有人機と同じ基地で発進・帰投し、同時に、同じテンポで作戦行動ができる性能。この

ためには状況に応じてミッションが変えられるダイナミックな任務遂行能力、有人機と同

                                                   
122 航空機の信頼性についての一般的な指標として①ミスハップレート：10万時間あたりの事故件数、②MTBF：飛
行キャンセルが発生するまでの時間間隔、③稼働率：実飛行時間と計画飛行時間の比、④100-キャンセル率（％）、が
使用される。 
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等の信頼性と安全性の確保、自動化及び相互対応性等が求められる。 

イ．米国防省の無人航空機開発計画 

米国防省は、「無人航空機システムロードマップ 2005－2030123」と題する無人航空機

システムに関する長期計画を発表した。これによれば米国防省は、無人航空機システムは

今後 25 年間の技術的発展により次のようなミッションの遂行が可能になるものと予測し

ている。 

（ア）2005～2010 

・EA-6Bジャマー機に代えて J-UCASで通信中継及び SEADミッションを遂行する。 

（イ）2010～2015 

 ・Global Hawkにより SIGINTミッションを実施する。 

・Broad Area Maritime Surveillance Systemで広域、長時間の海上哨戒を実施する。 

・J-UCASにより戦略爆撃を実施する。 

（ウ）2015～2020 

・空中給油、SEAD及びグローバルな戦略爆撃が実施できる UAVを運用する。 

・グローバルホークの後継機開発のため 2017 年運用開始を目途に”Sensor Craft 

Project”を 1999 年に立ち上げた。性能としては、高度 65,000ft まで飛行可能、長期

滞空型、BM/CM 探知可、リアルタイムデーター伝送、ペイロードとしてレーダー・

EO/IRセンサー・ELINT・Data Linkを搭載可、を目指すものである。 

（エ）2020～2025 

・E-3 AWACS及び E-8 Joint STARSに代えて警戒監視及び戦闘管理ミッションを実施

する UAVを開発し運用する。 

 ・F-15及び F-16に代えて対航空機戦闘ミッションを実施するUAVを開発し運用する。 

 

(３)新たに防衛用装備品としての位置付けが求められるシステム 

戦争において無人機が使用された歴史は古く、米国の南北戦争（1861年～1865年）に

おける「気球爆弾」や 1898 年の米西戦争における「エディーの監視凧」にみることがで

きるが、近代戦において敵情偵察、敵レーダー探知・位置標定等実質的な作戦に使用され

たのはベトナム戦争（1964 年～1974 年）が始めである。その後 1982 年のイスラエル軍

によるシリア攻撃で戦争における無人機の有用性が認識され、米軍はイスラエルから「パ

                                                   
123 Unmanned Aircraft System Roadmap 2005-2030 O.S.D. 4 Aug. 2005 
http://www.acq.osd.mil/usd/Roadmap%20Final12.pdf 

http://www.acq.osd.mil/usd/Roadmap%20Final12.pdf
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イオニア」を購入して軍事作戦における無人機の運用について検討を開始し、その成果を

踏まえて、「パイオニア」や「ポインター」を 1991年の湾岸戦争において監視用として運

用し多大の成果を挙げた。その後、ボスニア紛争（1994年）、コソボ紛争（1999年）、ア

フガニスタン戦争（2001年）そしてイラク戦争へと無人機の機種・機数・フライト数とも

格段に増加していき、多様なミッションを遂行するに至っている状況は、既に述べてきた

とおりである。 

米軍の軍事作戦において、無人機がこのようにめざましい経過を辿ってきているにも拘

わらず、今日国防省・米軍として未だ無人機に明確な地位を与えていないのが現状である。

これには、①新しい次元・領域のシステムが入ってきて既存領域を侵食する、或いは既存

の任務区分・編成装備をリシャッフルすることに対する抵抗があること、②運用環境が未

整備であること、③信頼性・安全性等の技術的な発展性の余地が多分に残されていること、

等が主たる理由として考えられるが、米国防省の委嘱を受けた国防科学委員会（Defense 

Science Board）は、UAV及び U-CAV（無人攻撃機）に関する調査研究の報告書124におい

て、「UAV 及び U-CAV を軍事組織へ早期に正規導入すべきである」として、次の提言を

行っている。 

 ○UAV及び U-CAVは、もはや軍の補助的追加装備品としてではなく、軍の構成の不可

欠な装備品として位置付けられるべきである。 

 ○各軍は、UAV及び U-CAVをいかに運用し、いかなる組織、いかなるシステムを装備

するか等を明確にし、ドクトリン、戦法、編成組織・装備、指揮系統、任務等を定め

るべきである。 

このように米軍において、今後における UAV及び U-CAVの性能の向上、ミッションの

拡大、機種・機数の増加等についての共通の認識をベースに、これらの開発・生産と並行

して、軍における組織、任務、装備等 UAV の位置付けが検討されあるいは試行されてい

る段階であり、未だ明確に定められていない状況にあるシステムである。 

 

(４)民生用とのデュアルユースのシステム 

米国防省は無人機を軍事に使用する理由について、先に述べたように「①搭乗者の生命

にリスクを与える危険な任務、②汚染された空域での任務、③単調で怠惰な任務、これら

は有人機よりも無人機に実施させる方がよりふさわしい」と言っているが、このことは軍

                                                   
124 Defense Science Board Study on Unmanned Aerial Vehicles and Uninhabited Combat Aerial Vehicles, Feb. 

2004, Office of Under Secretary of Defense 
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事以外の分野においても当てはまる。例えば、実際に我が国で行われた有珠山あるいは三

宅島雄山の火山噴火の偵察・監視であるとか、米国などで行われている国境あるいは海上

における不法活動の常続的な監視、原子力施設などの特殊災害における情報収集、また山

林等大規模な火災の消火あるいは農薬散布等、民生におけるこれらの活動は無人機に実施

させることが出来るものであり、またその方がふさわしいと言える。これらの活動は無人

機に搭載するペイロードによって決まるものであり、軍事用の特殊性能が要求されるもの

を除けば、無人機はプラットフォームの軽易な変更で軍事用から民生用へ、或いは民生用

から軍事用への転用が可能なシステムであると言うことが出来る。 

このことは無人機の製造に携わる企業側にとってみれば、無人機は防衛庁自衛隊だけの

みならず他の省庁とか民間の会社、あるいは国外の民間企業等も顧客とする可能性を秘め

たシステムであるということができる。 

 

２．無人機を取り巻く環境 

 

(１)運用環境等の基準が未整備 

ア．航空法及び航空法施行規則 

（ア）「航空法」は、国際民間航空条約に準拠し我が国の航空機の航行並びに運航事業等

に関し必要な事項を定めたものであり、この細部を定めたものが「航空法施行規則」

であるが、航空法第 2 条において「航空機とは人が乗って航空の用に供することがで

きる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供する

ことができる機器をいう」と定義している。したがって人が乗っていない無人機につ

いては、この法律及び規則は適用されない。即ち、航空機耐空証明、操縦者技能証明

その他運航に関する事項等について、無人機については定められていない。 

（イ）航空法第 87 条「無操縦者航空機」の規定において、第 1 項で「操縦者が乗り組ま

ないで飛行することができる装置を有する航空機は、国土交通大臣の許可を受けた場

合には、航空操縦者を乗り組ませないで飛行させることが出来る」との規定があり、

同第 2 項で「前項許可の場合で、他の航空機への危険を予防するために飛行の方法を

限定できる」と規定しているが、耐空証明であるとか技能証明或いは具体的な飛行方

法等は何ら規定していない。 
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（ウ）自衛隊が装備し運用する航空機に関しては、航空法第 137条において国土交通大臣

の権限の一部を防衛庁長官に委任するとともに、自衛隊法第 107 条において航空法等

の一部についての適用除外を定めている。 

イ．無人機運航の根拠 

（ア）無人機の運航等について明示的に定めた法律・規則はない。 

航空法は第 81 条で最低安全高度に関し「航空機は離陸または着陸の場合を除いて、国

土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない」と規定し、これを受けて航空

法施行規則第174条で最低安全高度を次のように定めている。即ち、①有視界飛行のとき、

「人・家の密集地上空では 600メートルの範囲内にある最も高い障害物上端から 300メー

トル以上」、また、「人・家の無い地域及び広い水面の上空では 150メートル以上の距離を

保って飛行」、さらに「これら以外の場合、地表面、水面から 150メートル以上」、②計器

飛行の場合は告示高度、という規定である。 

したがって無人機は「航空機」には該当しないので航空法の適用を受けないわけである

が、飛行の安全及び障害の防止という航空法の意図を体して、有人航空機が飛行してはい

けない空域に限定して無人機を運航しているのが実体である。 

（イ）産業用無人航空機に関する安全基準 

産業用無人航空機に関しては、2004年 9月 1日に「日本産業用無人航空機協会」が設

立され、2005年 1月に「産業用無人航空機安全基準」を定めたことについては第 3章で

述べたが、この協会は民間企業よりなる任意団体であって、この協会が定める安全基準

等は法的に授権したものとは言えない。現状では明示的な法律・規則がないために産業

用並びに農業用の無人機の製造者及び運用者は、同協会の定める安全基準に則って製造

し、操縦者に資格を付与し、有人航空機が飛行する空域との競合を避けて運航している。 

 

(２)新しい防衛体制整備のための不可欠な要素 

冷戦後の世界の安全保障環境の変化、更に 2001.9.11 で明らかとなったグローバルなテ

ロリズムの顕在化・活性化、そして IT の急激な技術革新に伴う情報化社会への転換の時

期とも相俟って、現在米軍は、①軍事に関連するビジネスの変革、②国内他省庁及び同盟

国との共同の強化促進、③軍隊並びに戦い方の変革、を内容とする変革（Transformation）

を進めているが、その核心をなすものは IT を駆使したウエポンシステムによる戦い方の

変革である。そしてこの戦い方の変革にとって欠くべからざるミリタリーツールとなりつ
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つあるのが、無人機システムである。 

湾岸戦争、ボスニア紛争、アフガン戦争、そしてイラク戦争と続いてきた近年の戦争に

おいて、無人機自体の性能向上と共に関連するシステムの性能向上と相俟って、無人機シ

ステムは、戦争における有用性を逐次証明していくと共に活用範囲を拡大してきた。 

無人機はその特性を生かして、危険な任務、汚染被害を伴う任務、単調な任務を正確に

長時間にわたって継続的に実施することができ、有人機或いは衛星では取れない情報を危

険を冒して、継続的に長時間にわたり収集し、或いは警戒・監視を行い、或いはレーダー

センサーとしての機能を果たすことができる。また、衛星通信や有人機による通信の中継

機能を果たしたり増大する通信所要を補完する機能を果たす等、既に軍の欠くべからざる

装備品としての地位を築いてきている。今後、技術の進展に伴い既に実施している攻撃ミ

ッションの更なる拡充とともに、今まで無かった空中給油であるとか、対戦闘機戦闘等も

将来のミッションとして実施が求められていくものと思われる。 

我が国の自衛隊にとってみても、防衛作戦、ゲリラ・コマンド対処、PKO、大規模災害

派遣、国際緊急援助等の任務を遂行する上で、無人機システムの特性を生かした活用の場

はいろいろな場面に存在する。しかも有人機を装備するのに比べ格段に安いライフサイク

ルコストで済ませることができ、厳しい国家財政の中で防衛予算の効率的使用に資するも

のである。さらに人的資源も厳しくなる折から省人化に貢献するシステムであることも十

分に考慮すべき要件である。 

 

(３)我が国の武器輸出政策の緩和 

ア．武器輸出 3原則政策の緩和 

武器輸出 3 原則とは昭和 42 年に佐藤内閣が定めた政策で、①共産国向け、②国連決議

により武器等の輸出が禁止されている国向け、③国際紛争当事国またはその恐れのある国

向け、の場合は武器の輸出は認めないというものである。その後三木内閣はこの政策を更

に厳しくして、「いかなる国に対しても武器等の輸出を慎む」との政策を決定し、我が国は

実質的に一切の武器等の輸出ができないこととなった。その後昭和 58年に中曽根内閣は、

「米国に対しては武器技術の輸出を認める」とする武器輸出 3原則政策の緩和を行った。 

平成 16年 12月 10日、小泉内閣は武器輸出 3原則政策の更なる緩和を決定した。即ち、

①弾道ミサイル防衛システムの共同開発・生産については武器輸出 3原則に拠らない、②

その他の米国との共同開発・生産案件や、テロ・海賊対策支援等の案件については案件ご



   132 
 

 

と検討する、とした。 

小泉内閣の武器輸出 3原則政策緩和の決定は、日米共同研究による弾道ミサイル防衛用

ミサイル構成品の米国への輸出に限定してはいるものの、その他の案件についてもケース

バイケースで検討し武器輸出を認めることもあり得るとしたものであり、画期的な政策転

換であるということができる。 

イ．無人機システムと武器輸出 3原則政策の緩和との関係 

軍事用の無人機システムは、当初、偵察・監視・情報収集を主たる使用目的として運用

されてきたが、これは一般の国民生活における自然災害の監視、災害復旧のための上空か

らの状況把握、国境・領海に対する不法な侵犯行動の監視等、民生安定・安全のために活

用することと共通するものであり、平成 16年 12月 10日の官房長官談話における、「テロ・

海賊対策支援等の案件については案件ごと検討する」とした“案件”に該当するものと考

えることができる。このため我が国の防衛機器産業はこれを根拠に、無人機システムの製

品輸出あるいは国際的な共同開発・生産へと踏み出すべきであると考える。 

（ア）製品輸出 

発展途上国において、民生の安全・安定用として、或いは農薬散布等用として無人機を

活用したいとするニーズは、十分にあるものと思われる。購入国にとって無人機は経費的

にも受入れ可能であろうし、運用・維持支援体勢としても整備可能な範疇であると思われ

る。 

（イ）国際的な共同開発・生産 

現在、世界の多くの国が無人機の生産または開発を行っているが、有用性があってコス

トエフェクティブであるために、無人機は今後とも軍事及び民生において益々多用されて

いくものと思われ、各国における開発・生産は増加することはあっても減少することはな

いであろうと思われる。 

このような中にあって、我が国は低高度飛行の小型無人機（回転翼機が主体）分野にお

いて国際競争力を有する技術力と実績を持っている。また我が国の関連企業は、これらの

実績と我が国が得意とする小型、微細、精密な機械技術、光学センサー技術あるいはエレ

クトロニックス技術等を生かして、欧米先進国企業との無人機システムの共同開発・生産

を推進していくべきであろう。 
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(４)無人機の開発・生産のグローバル化 

無人機の開発或いは海外からの技術導入については、有人航空機のように最先端の技術

を大規模に駆使したシステムという訳ではないので、世界の多くの国がそれぞれの用途や

技術力に応じた無人機の生産あるいは開発を行っている。第 1 章で述べたように、米国

AIAA社の調査によれば 2005年 8月現在、39カ国で 180社に及ぶプライムメーカーが 440

の機種を開発または生産している。この中には欧米先進国は勿論のこと、無人機の軍事利

用の先進国であるイスラエルのほかパキスタン、中国等、そして機種・機数とも限定はさ

れるが東欧、中近東、アジア等の中小国も含まれる。 

無人機は今日やっと本格的な開発の緒に就いたところであると共に、有人機に比べれば

中小国でも比較的容易に開発・生産が可能なシステムであって、今後における更なるグロ

ーバル化は進んでいくであろうし、先進国主導によるシステムの高性能化は進むと共に機

種・機数も急速に増加していくものと予想される。 

 

(５)無人機及び関連技術の輸出規制 

核兵器の運搬手段となるミサイル及び関連汎用品・技術の輸出を規制することを目的と

した「ミサイル技術管理レジーム」（Missile Technology Control Regime：MTCR）が、

1987 年 4 月、米、英、仏、独、伊、カナダ、日本が参加国となって設立された。MTCR

は、その後 1992 年 7 月に核兵器だけではなく生物・化学兵器を含む大量破壊兵器を運搬

可能なシステム及び関連汎用品・技術も規制対象に追加した。対象となるシステムとして

は、弾道ミサイル、宇宙発射ビークル、ロケット、巡航ミサイル及び無人機（UAV）であ

る。無人機はテロリスト等にとって生物・化学兵器の運搬手段として容易に使用可能であ

るため、MTCRの規制対象品目の一つとして加えられたものである。2005年 11月時点で

34カ国がMTCRに参加している。 

MTCRは法的拘束力を有する国際条約ではなく、参加国の国内法に基づく輸出管理を期

待するものであって、非参加国の輸出行為に対する統制力等はない。MTCRの概要は次の

とおりである。規制対象品目をカテゴリーⅠ及びカテゴリーⅡに区分して定め、次いで輸

出審査に当たっての考慮要件並びに判断基準を定めている。 

ア．規制対象品目(関連技術も含む) 

（ア）カテゴリーⅠ 

a. 搭載能力 500kg 以上、射程 300km 以上の大量破壊兵器運搬システム（弾道ミサイ
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ル、ロケット、宇宙発射ビークル、巡航ミサイル、無人機）。 

b. ロケットの各段、再突入機、推進装置、誘導装置等の大量破壊兵器運搬システムを

構成するサブシステム。 

（イ） カテゴリーⅡ 

 a. 推進薬、構造材料、ジェットエンジン、加速度計、ジャイロスコープ、発射支援装置、

誘導関連機器等。 

 b. 搭載能力 500kg未満、射程 300km以上の大量破壊兵器運搬システム（弾道ミサイル、

ロケット、宇宙発射ビークル、巡航ミサイル、無人機）。 

 c. 一定量の噴霧器を搭載可能な無人機（自動制御及び目視外コントロールが可能なも

の）。 

イ．規 制 

（ア）カテゴリーⅠ 

a. 輸出目的の如何に拘わらず原則として輸出は認められない。但し、輸入国政府による

保証（目的外使用しないこと及び輸出国の許可無く再輸出しないこと）を盛り込んだ

拘束力ある政府間取り決めがある場合のみ、例外的に輸出が許可される。 

b. 生産設備の輸出は認めない。 

c. 輸出審査に当たって考慮すべき要件は下記ウのとおりである。 

（イ）カテゴリーⅡ 

 a. 輸出の可否は下記ウの考慮要件に照らして判断するが、大量破壊兵器の運搬に使用さ

れる意図があると政府が判断する場合には、原則として輸出は許可されない。 

 b. 品目 c「一定量の噴霧器を搭載可能な無人機（自動制御や目視外コントロールが可能

なもの）」は、飛行可能距離の如何に拘わらず規制対象とする。 

ウ．輸出申請の審査に当たって考慮すべき要件 

（ア）大量破壊兵器拡散に関する懸念 

（イ）輸入国のミサイル計画、宇宙計画の能力及び目的 

（ウ）輸入国における有人航空機以外の大量破壊兵器運搬システムのあり得べき開発に関

し、当該輸出が与える影響・重要性 

（エ）輸出品目の最終用途についての評価 

（オ）関連する多数国間合意の適用可能性 

（カ）テロリスト集団及び個人が規制対象品目を入手する危険性 
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３．無人機技術及び無人機を運用するために必要な技術 

現用、或いは開発中、或いは今後開発が期待される無人機技術、及びこれらを運用する

ために必要なシステムの技術、これらの内主要なものについて開発の方向性或いは基本的

な考え方について述べる。これにより我が国の防衛機器産業に対して、無人機及び同関連

事業を推進しあるいはこれに参入していく上で努力を指向すべき技術の領域、或いは具体

的な技術等についての示唆を与えようとするものである。 

 

(１)無人機技術 

無人機機体はミッションを遂行する各種ペイロードを搭載するための架台であって、ミ

ッションとペイロードに応じて超小型のマイクロ機からグローバルホーク級の大型のもの

まで多種多様である。また、要求されるミッションを遂行するのに必要な性能を発揮させ

るため、ペイロードの特性を考慮して、飛行高度、速度、航続距離、ステルス性等の要求

性能の最適化を図る必要がある。 

ア．機体構造技術 

（ア） 材料技術 

a． 翼、胴体等の大型構造物の成型が可能な軽量で強靭な材料。超小型機のための超軽

量、強靭でかつ微細な成型が可能な材料。 

b． 翼或いは胴体の表面に貼り付けることができるレーダー素子及びこれらの表面材料。

これにより全周探知可能なレーダー（コンフォーマルアンテナレーダー）機体とす

ることができる。 

（イ） ステルス技術 

SEADミッション、或いは航空優勢を獲得していない空域でのミッション、或いは対航

空機戦闘等のために、胴体・翼構造或いは表面塗料材料による高いステルス性能。 

（ウ） 可変翼構造技術 

高高度長時間滞空時には、翼を広げてアスペクト比を大きくして滑空機タイプにし、

SEADミッション或いは攻撃ミッション時には、逆にアスペクト比を小さくして速度及び

機動性をアップさせるため、翼を折りたたむ或いは後退翼にする等の可変翼構造が求めら

れる。このためには斬新な発想による構造とこれを可能にする材料、アクチュエーター等

が必要である。 
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イ．推進装置技術 

飛行体が大型機から超小型のマイクロ機にまで及ぶので、その推進装置もまた極めて広

範多岐にわたる。以下 UAS Roadmap の 2002年版及び 2005年版に記述されている内容

を引用し紹介する。 

（ア）空中飛行物体用のガスタービンエンジンとしては、①有人航空機用規格のもの、②

巡航ミサイル用の消耗タイプのものの 2種類があるが、第 3番目のタイプとして、③無

人機用に寿命を限定したタイプのものが開発されつつある。 

（イ）推進装置の動力源としては、現用中のもの、開発中のもの、今後開発が考えられる

もの等として、①ガスタービンエンジン、②レシプロエンジン、③電池、④太陽熱利用、

⑤スクラムジェットエンジン、⑥燃料電池、⑦化学反応による力を動力源とするもの、

⑧収束させた電磁波を動力源とするもの、⑨放射性同位元素を動力源とするもの、等々

が挙げられている。 

（ウ）現在進められている推進装置の主要な開発プロジェクトとしては次がある。 

 a. Integrated High Performance Turbine Engine Technology (IHPTET）Program 

 ・1987年に研究が開始された国家プロジェクトであって、陸・海・空軍、NASA、DARPA

及び企業が参加している。 

 ・推力倍増を狙った“高性能一体型タービンエンジンプログラム”である。 

 b. Versatile Affordable Advanced Turbine Engine（VAATE）Program 

  米空軍開発研究所（AFRL）が進めているプログラムで、使い易さの改善を主眼とし

たものである。即ち、2015年までに燃料効率 10％改善及び推力・重量比 50％改善を達

成することを目標としている。 

 c. 高密度燃料エンジン技術（Heavy Fuel Engine Technology）は、過去数 10年の間

に発展し、現在では戦術用無人機の推進装置として実用化されている技術であるが、

J-UCASクラスのエンジンとしては更なる性能向上が必要である。 

 d. 小規模推進システム（Small Scale Propulsion System : SSPS） 

  DARPAが進めているプログラムで、大きさが直径 0.5cm～5cm、推力が 10ｇ～10kg

のものである。小型武器、各種ペイロード搭載母機としてのマイクロ無人機、小型無人

攻撃機等の推進装置用であり、シャツボタンサイズのマイクロガスタービンエンジン、

或いはマイクロロケットエンジンである。 
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(２)搭載するミッションシステム（ペイロード）に関する技術 

ア．センサーシステム 

センサーとしては、光学撮影、レーダー、信号受信、大気収集、赤外線画像撮影等によ

るものがあるが、ミッションに応じて要求される情報・データー及び要求性能等が異なる。

現用中のもの及び開発中または今後開発が期待されるものに分けて代表的なものを、UAS 

Roadmap 2005-2030から引用し紹介する。 

（ア） 現用センサー 

a. ビデオ/EO/IRセンサー 

（a）ビデオ 

・ プレデター及びハンターはリアルタイムのビデオシステムを搭載、現用のものは

民生品であるがセンサーとデジグネーターを軍仕様に変更計画中である。 

・ 空軍及び陸軍は MTS-A EO/IR レーザーデジグネーター/イルミネーターをプレ

デター及びシャドーのセンサーシステムに夫々組み込む計画を進めている。 

（b）Global Hawk Integrated Sensor Suite 

・GMTI機能の付いた SARレーダー及び EO/IRセンサーで構成されており画像を提

供する。 

（c）Senior-Year Electro-optical Reconnaissance System (SYERS2) 

・U-2 に搭載している専用 EO センサーであって、7 つのバンドのマルチスペクトラ

ルによる高解像度カメラを使用している。 

（d）Advanced EO/IR UA sensor 

・米陸軍が開発した高解像度の EO/IRセンサーである。 

b. 合成開口レーダー（Synthetic Aperture Radar : SAR） 

（a）Advanced SAR（ASARS２A） 

・U-2型機専用のレーダーで解像度Ⅰftである。 

（b）Integrated Sensor Suiteレーダー 

・グローバルホーク搭載のレーダーで点及びエリア捜索を実施、GMTI機能付きで解

像度はⅠftである。 

（c）LYNX 

・有人機及び無人機いずれにも搭載されている戦術用レーダーで解像度は４インチ、

GMTI機能付きである。 
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（d）Tactical Endurance SAR 

・プレデター搭載の SARで連続撮影可、解像度はⅠftである。 

（e）ハンター搭載の Tactical UAV Radar 

・ハンター搭載の SARで重量 63ポンド、GMTI機能付き、連続撮影可、解像度はⅠ

ftである。 

（f）MISAR 

・EADS 社が開発した Ka バンド使用の重量 10 ポンドの小型レーダーで、独軍の

LUNA無人機及び米軍ヘリコプターに搭載している。 

 c. Signal Intelligence (SIGINT) 

  d. 湿式フィルム 

  ・U-2型機が Optical Bar Cameraで使用しており、広域の精密画像を瞬時に撮影し

提供できる能力は依然として有益である。 

（イ）出現しつつあるセンサー技術 

 a. Multi-spectral/Hyper-spectral Imagery ( MSI/HSI ) 

 （a）MSI 

  ・バンド幅は数 10バンドである。 

  ・民間衛星の LANDSAT及び SPOTが使用しているMSIは、解像度は数メートルか

ら数 10メートルである。 

  ・U-2の SYERS2は現用の軍用唯一のMSIセンサーであり、可視光及び赤外で７バ

ンド幅を使用している。 

  ・米陸軍は戦域用クラスの UAV の EO/IR センサーに小規模な改修を加えて MSI 性

能を持たせる実験を進めている。 

 （b）HSI 

  ・バンド幅は数 100バンドである。 

  ・HSIを使えば生物及び化学剤の微粒子を探知識別できるものと期待されている 

  ・米空軍研究所（AFRL）でプロトタイプ型 HSI（Spectral Infrared Remote Imaging 

Transition Test-bed : SPIRITT）を製作し実験中である。 

  ・HSI は物理的な欺瞞や隠蔽の対抗手段として有効と考えられ、米空軍は近可視光/

可視光を使った HSIによる実験を行っている。 

  ・米海軍はWAR HORSEと呼ばれる可視光/近赤外 HSIシステムを開発し、プレデタ
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ーに搭載して実験をしている。 

 b. SARの能力向上 

 （a）アルゴリズムの改良により大量のヒストリーデータを処理して、精密微細な画像

を提供するため、搭載コンピューターの処理能力の更なる向上及び通信能力の大容量

化が進められている。 

 （b）電子的に指向させる SARアンテナ（SAR active electronically steered antennas）

を開発中であり、これをコンフォーマルアンテナと組み合わせることを研究中である。 

 c. UHF/VHF 群葉透過（Foliage Penetration: FOPEN）SAR 

  ・UHF/VHF帯を使い群葉を透過できる SARを開発中である。 

 d. Light Detection and Ranging (LIDAR) FOPEN 

  ・森林群葉下の目標を探知できるレーダーであり、現在開発中である。 

 e. LIDAR Imaging 

 f. LIDAR aerosol illumination 

 g. 将来 SIGINT 

  ・High band subsystemは今後における電子情報システムの骨幹をなすものである。 

  ・Low band subsystemが開発されるまでの間は、U-2や RC-135に搭載されている

SIGINTの“clip-in”システムをグローバルホークに搭載して運用する。 

 h. 核物質探知システム搭載の長期滞空型無人機運用 

（ウ）実現させるための要素技術 

 a. High Definition Television video format 

  ・HDTVフォーマットの標準化及び動画ビデオの質の向上 

 b. Focal plane array and stabilization technologies 

 c. Flexible conformal antennas技術 

  ・翼及び機体表面にアンテナ素子を貼り付けて、データー送受信あるいはレーダーセ

ンサーとして有効活用する。 

  ・コンフォーマル SAR アンテナを開発するプロジェクトは官・民で多数あるが、こ

れらが開発されればペイロードスペースの有効活用が可能となる。 

 d. センサー運用の自律化技術 

  ・無人機が長時間滞空可能となれば、事前にセットされた情報収集ターゲット・要領

のみに従うことなく、目的に合致した目標選定並びに情報収集要領を無人機が自律
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的に実施できることが要求される。このためには自動ターゲット認識及び自動ター

ゲットキューイング技術が確立される必要がある。 

  ・小型の無人機運用においても、限られた容量のデーターリンクで、狭い空域を多数 

機運用する場合、センサーの自動運用が求められる。 

 e. 無人機の自律航法技術 

  ・センサー運用の自律化を達成するためには、無人機自体が自律的に飛行出来なけれ

ばならない。 

 f. 軽量で十分な電力を供給できる電源 

 g. 光学・IR装置並びに同支持装置構成材料の軽量化 

 h. 通信技術 

  ・戦術用無人機以上のすべての無人機は、共通のデーターリンクを使うようにするた

め、現在開発が進められている。 

  ・無人機とセンサーを GIGに組み込むための技術開発が進められている。 

イ．通信システム 

米国防省は米軍の通信体制について、ピラミッド型の硬直した垂直結合の通信体制から、

水平的網状結合のネット形成への移行を目指している。即ち、システムごとの独立したク

ローズドな通信システムから、全システムが利用できる柔軟性並びに相互運用性があり、

兵站支援が整斉と行える通信システムを開発し、それへの移行である。   このため米

国防省は、次の 6つのキーとなる技術開発を進めている。 

① Joint Tactical Radio System (JTRS) 

② GIGの確立並びにバンド幅拡張 

③ Transformational Communications Architectureの整備 

④ Net-Centric Enterprise Architectureの整備 

⑤ Information Assurance Programs 

⑥ Horizontal Fusion 

このうち①、③及び⑤（下線を引いたもの）は、無人機システムの開発と配備に関わる

プロジェクトである。以下、米軍の無人機に関わる通信システムについて、開発するシス

テム及びこれに関わる技術等を「UAS Roadmap 2005-2030」を参考にして紹介する。 

（ア） 無人機通信システムの技術開発計画 

a. 基本型 Common Data Link（CDL） 
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・ 米国防省は CDLを ISRデーター通信の標準とすることを決定した（1991年及び

2001年）。 

・ 仕様として、波形、プロトコール、外部とのインターフェース（メッセージは最

大 200Kb/sまで、ISRセンサーデーターは最大 10.7Mb/sまで）を決めている。 

b. 派生型 Common Data Link（CDL） 

 （a）戦術用無人機 CDL（Tactical CDL） 

・ メッセージ：現用 200Kb/sを 45Mb/sへ拡大する。 

・ ISRセンサーデーター：現用 10.7Mb/sを 274Mb/sへ拡大する。 

 （b）Multi-Role Tactical CDL  

 （c）Multi-Platform CDL 

 c. Joint Tactical Radio System（JTRS） 

 （a）2004年～2007年：開発初度の JTRSを部隊配備する。 

 （b）2007年～2012年：戦術用ネットワークとして JTRS（WNWを含む）を使用する。 

 （c）2012年～2030年：十分に統合されたインフォメーションシステムネットワークを

確立する。 

 （d）JTRSのグループ分け 

  ○クラスター１ 

・ multi-channel, software programmable, hardware-configurable digital radio 

networking systemである。 

・ Army Aviation Rotary Wing, Air Force Tactical Control Party及び陸軍並びに海

兵隊の地上走行車両の運用要求を満たすものである。 

・ FY07に海軍は SCA（Software Communication Architecture）に適合した CDL

（TCDL）を部隊配備する。 

  ○クラスターAMF 

・ クラスター3（海上及び地上固定局）とクラスター4（空中局）が合体して JTRS

の空中（Airborne）・海上(Maritime)・地上固定局(Fixed Station)を構成する(AMF)。 

・ AMFは SCA適合の JTRSハードウエアパッケージでGIGへのシームレスな結合

ができる。 

 （e）JTRSの性能特性 

  ○オープンアーキテクチャー、多様なシステムとの連接可で柔軟性あり、スケーラブ
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ルで拡張性があり、モジュール単位でプラグインすることによりネットワークを形

成することができる。 

  ○第 3パーティとの連接について明確な規定を有する。 

  ○他の GIGネットワーク（TSAT、GIG-BE）との相互運用性がある。 

  ○WNW(Wideband Networking Waveform)により広帯域の通信バックボーンを形成

するものであり、自律してネットワークを形成する自己組織化性能並びに障害を探

知識別して自律的に修復ネットワークを形成する自己修復ネットワーク性能がある。 

 d. Wideband Networking Waveform (WNW) 

 （a）空対地間の音声及びデーターの保全された現用の無線通信としては次がある。 

  ①Single Channel Ground Airborne Radio System (SINCGARS) 

   ・IPベースのネットワークで 500b/s～15Kb/sである。 

  ②Enhanced Position Location Reporting System (EPLRS) 

  ③Link 16 

 （b）WNWは JTRSの多くのWaveform（波形）の中の一つで SINCGARSのようなサ

ブネットを繋ぐ広帯域のバックボーンを提供するものである。 

 （c）WNWの性能特性 

  ①データースループット─スレッシュホールド： ≩２Mb/s─≩5Mb/s 

  ②周波数：225～400MHｚ 

  ③到達距離（km/nm）：空対空 370/200、空対地 370/200、地対地 10/5.4、 

            船対船 28/15、船対海岸 28/15 

 e. Transformational Communications Architecture（TCA） 

 (a）米国防省は現在 MILSATCOM の不足分を民の SATCOM で補っているが、米軍の

通信需要増大に対処しきれなくなってきていると共に民依存の不具合もある。このた

め米国防省は FY2002 でスタディを行い、不具合是正策として「Transformational 

Communications Architecture」を開発した。この TCAは、 

  ○シームレスな通信ができる IP ベースの地球周回型通信システムで、地上の送受信

センターを介して GIG 及び GIG-BE の地表コンポーネントとインターフェースが

とれるフレームワークである。 

  ○地上、空中、宇宙のノード間で、インターネットルーターを使って移動目標情報を

可視光及び RF通信で中継する。 



   143 
 

 

 (b）2015年までのMILSATCOM計画は次のとおりである。 

  ○2005年配備開始の衛星 

   －Wideband Gap-filler System (WGS) 

   －Defense Satellite Communication System (DSCS) 

   －Global Broadcast Service フェーズⅡ 

   －Advanced Extremely High Frequency 

  ○2008年配備開始の衛星 

   －Mobile User Objective System (MUOS) 

 f. レーザー通信 

  ○レーザー通信は、RF通信に比し 2桁から 5 桁のオーダーの速いデーター伝送がで

き、高高度飛行無人機とか 2013 年に運用開始予定の TSAT（Transformational 

Satellite）と直接通信ができる。 

  ○現状の光束指向、捕捉、追随技術は完全ではなく発展の余地が多分にあり、実用化

に至るまでの間 RF 通信は全天候性能であるので低高度における通信の主力であり

続けるであろう。 

 g. 情報保全 

  ○GIGのすべてのステージで情報保全が必要である。 

  ○保全の主要な性能特性としては次がある。 

   －認証・暗号 

   －ネットワークコントロールに関するポリシー機能 

   －リスクの高い通信についてのパケットヘッダーのマスキング 

   －ダイナミックな侵入及び攻撃の探知とこれに対する対処性能 

 h. DOD Net-Centric Data Strategy 

  ○米国防省は、多種多様なコンピューターのハードウエア及びソフトウエア間の相互

運用性を確保するため、DOD Net-Centric Data Strategyを策定している。 

○キーとなるものはメタデーターの開発・登録・発行である。 

（イ）無人機通信システムの到達目標及び達成プロセス 

 a. 到達目標 

   無人機通信システムに GIG標準を満足させて GIG体制に完全に組み込み、米国防

省が指向する Net-Centricでユビキタスな通信システムへと進化・発展させること。 
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 b. 達成プロセス 

 （a）スパイラル１：2006年までに次を達成する。 

  ・無人機システムをネットに繋ぎ在来システムと送信メカニズム間の橋渡し 

  ・IPベースの送信及びメタデーター登録への移行 

  ・JTRSの導入 

 （b）スパイラル２：2008年までに次を達成する。 

  ・Net-centricな通信の利点を活用し、ノード間の強力な連接及び余剰バンド幅の有効

活用 

  ・バンド幅の有効活用は結果として、GIG全体の流通データー量の改善に貢献 

 （c）スパイラル３：2012年までに次を達成する。 

  ・TSAT並びに画像及び RF送受信機及びルーターからなるネットワークの導入 

  ・可視光及びレーザーデーターリンクの導入により SATCOM と無人機間の大容量通

信連接の実現 

  ・SATCOM衛星群と GIG-BE間の連接によるグローバルな通信体制の確立 

 （d）スパイラル４：2016年までに次を達成する。 

  ・要求に基づき、移動中の戦闘員に対し、必要な情報をシームレスにかつ透明性を持

って提供できるユビキタスな GIGネットワークを達成 

ウ．兵器システム 

無人機を攻撃機として作戦に使用したのは、イラク戦争においてプレデターに対戦車ミ

サイル、ヘルファイヤーを搭載して地上目標を攻撃したのが初めてである。 

無人機はその特性から極めて危険な SEADミッション、近接航空支援ミッション或いは

手厚く防護された戦略拠点に対する攻撃等を有人機に代わり実施することが期待されるが、

有人機に対する優位性を得るためには、機体の信頼性やコストで有人機と同等またはそれ

以上であることのほか、搭載武器が小型・軽量であって高性能であることが要求される。

高性能とは精密に誘導されかつ破壊力が大きいことである。 

このような目的を達成するため、無人機に適合した多くの画期的な武器が開発されつつ

ある。代表的なものを次に挙げる。 

（ア）Flying Plate Weapon 

  ○Naval Surface Weapon Center（NSWC）で開発中であり、コンクリートとか鉄鋼

を破壊貫徹する威力がある。 
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（イ）Intermetallic Incendiary  

  ○6,700°Fの爆風を生じさせて生物・化学兵器を無効にする兵器のための技術であり、

NSWCで開発中である。 

（ウ）Flechette Weapon 

  ○小型で高速の多数の矢弾（flechette）を発射し車両、レーダー及びその他のソフト

ターゲットを破壊するものである。 

（エ）High Power Microwave 

  ○単一または繰り返しパルスを利用して指揮・統制・通信センター等電子設備のトラ

ンジスターを破壊するものであって、現在開発中である。 

（オ）Small Diameter Bomb 

  ○Air Force Air Armament Centerが開発中であり、重量は 250lbで 6ft以上の強化

コンクリートを貫徹する威力がある。 

  ○有人機の他、UCAVに搭載する計画である。 

（カ）Area Dominance Integrating Concept 

  ○Air Force Research Laboratory（空軍研究所）が開発中のコンセプトである。 

  ○破壊力の強い小型の弾を数発搭載した小型無人機多数からなる無人機群を、極めて

重要な地域の上空に長時間滞空させ、指揮・統制並びに ISRのネットワークと連接

し攻撃すべきあらゆる地上の移動目標に対して適時に攻撃ができるシステムである。 

  ○攻撃無人機群の上空には通信送受のための無人機、空中給油無人機が周回飛行して

いると共に、更にその上空には ISR センサーとしての無人機（グローバルホーク）

並びに UCAVを周回飛行させ、指揮・統制のためのMC2C機も随伴している。 

 

(３)今後の実用化或いは更なる性能向上が期待される技術 

ア．自律航法に関する技術 

（ア）計算機の性能向上に伴い、高性能なサブシステム、指令・航法・管制機能の高性能

化、センサーによる探知・識別機能の高性能化、自律的通信、故障の自己診断・修復

等により現状より高度な自律航法が可能になろう。 

（イ） 自律航法にとって最も難しい技術は、すべてのエレメントが同期して機能し作動す

ることである。このためには、①全機（全システム）が全メッセージを受信すること、

②全機が全メッセージを正しく解釈すること、③全機が任務遂行のための役割分担並
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びに任務遂行要領を正しく把握し実行すること、これらが必要である。 

（ウ） 今後 10年くらい後には、地上に配備した管制装置による飛行管制から、在空機に

よる航空交通管制へと移行していくであろう。無人機もこのことに大いに関わってい

くものと思われる。 

イ．衝突回避システムに関する技術 

“Sense and Avoid Technology”（S&A技術）は、大気中を飛行中において衝突を回避

するための技術であって、①衝突の恐れがある他機を探知、②相手機の飛行経路を予測、

③“Right-of Way”を決定、④充分な離隔距離をとって衝突を回避、というように探知し

判断して回避するという行動をとることになる。 

（ア） 分類 

探知、回避は更に夫々がアクティブか、パッシブか、そして Cooperative か、

Non-Cooperativeかによって次のように分類される。 

  a. 探知 

  （a）アクティブ（自機に送受信性能あり） 

    ①Cooperative（相手機も送受信性能あり） 

     ・相手機の送信機に対して応答指令信号を送信 

     ・応答により相手機との距離及び方位が分かる 

     ・VMCでも IMCでも可 

     ・現用の各種 TCAS（衝突防止装置）がこの分類に入る 

    ②Non-Cooperative（相手機は送受信性能なし） 

     ・自機のレーダーセンサーに全面依存 

     ・レーダーにより相手機の位置、距離、方位、接近速度が分かる 

     ・マイクロウエーブレーダーと IRセンサーを組み合わせた現用システムあり 

     ・VMC、IMCどちらでも可 

  （b）パッシブ（自機は受信のみで応答質問性能なし） 

    ①Cooperative（相手機は送受信性能あり、ただし応答質問無しなので送信のみ） 

     ・相手機が発信する位置、高度、速度データーを受信 

     ・全機が送信性能（放送）を持っていることを前提 

     ・VMCでも IMCでも可 

    ②Non-Cooperative（相手機は送受信性能なし） 
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     ・相手機の発信する電波を受信 

     ・相手機の方位、高低角は分かるが、距離、接近速度は不明 

     ・偵察用に EO/IRセンサーを搭載しているものがあるが対地偵察時 S&Aには

使えない 

  b. 回避 

  （a）地上のコントロールシステム（GCS）で回避行動を取る場合 

    ・有人機で探知しパイロットが回避行動を取るまでの所要時間は、10～12.5秒で

ある。従って GCS で操作員が見て回避行動を取る場合、上記にデーターリン

クによる信号送受時間（1秒未満）を加える必要がある。 

  （b）無人機搭載の自動回避システムによる場合 

    ・無人機に TCAS Ⅱシステムを装備して試験実施中であるが、現状では満足のい

く成果は得られていない。 

    ・FAAとしては、地上設置のインフラに依存するのではなく、無人機に搭載する

自動回避システムで対処するように考えている。このため TCASの性能向上並

びに Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)の開発・試験を

現在進めさせている。 

 （イ）米空軍による開発中のシステムのコンセプト 

  a. 目標 

   グローバルホーク及びプレデター級の無人機に搭載でき、有人機と同程度の安全を

満たすことができる探知・回避性能を有するシステムを開発する。 

  b. システム構成及び性能概要 

  （a）センサーシステム 

    ・TIS-B, ADS-B, TCAS：Radars：EO/IRのマルチセンサーによる探知 

    ・センサーデーター処理→航跡確立→侵入機航跡と統合→侵入機として最も確率

の高い航跡の選定 

  （b）自動回避システム 

    ・Cooperative侵入機：TCAS及び SAAによる衝突回避機動 

    ・Non-Cooperative侵入機：パッシブセンサーによる距離データーに基づき衝突

回避機動 
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ウ．自動空中給油に関する技術 

   米空軍の無人機に対する自動空中給油に関する基本的な考え方は、次のとおり。 

 （ア）初期能力 

  a. GPSまたは INS（慣性航法装置）による位置情報取得 

  b. 無人機単機に対する空中給油 

 （イ）目標とする能力 

  a. GPS及び INSによるハイブリッド位置情報システム 

  b. 無人機４機編隊に対する空中給油 

  c. あらゆるタイプの空中給油法 

  d. 限定的な衝突回避能力 

 

４．防衛機器産業に及ぼす影響 

 

(１)前提となる事項 

ア．防衛庁・自衛隊による無人機ビジョンの確立と装備品としての本格導入 

米国防省は、2005年 8月、”Unmanned Aircraft System Roadmap 2005-2030”を策定

し公表した。これは、各軍省に対して新しいミリタリーツールとしての無人機の開発並び

に運用計画の立案と実行を論理的かつ組織的に行わせるための指針を示すものであると共

に、企業に対して開発努力の方向についての示唆を与えるものである。 

わが国においても同様に、新しいミリタリーツールとしての無人機が、我が国の防衛を

はじめとする自衛隊の諸行動にとって、どのような場面でどのように役立つのか、そのた

めにはどのような部隊にどのようなシステムを装備させる必要があるのか、そしてこれら

システムの開発と生産についての見通しはどうなのか、等々について防衛庁・自衛隊とし

てのビジョンを示すべきであると思う。この場合、米国防省の“Roadmap”は勿論のこと、

わが国においても日本経団連・防衛生産委員会が 2004 年 3 月に「無人機（Unmanned 

Vehicle）の現状と動向」と題する調査報告書を公表しており、これらのドキュメントにお

ける技術的な現状と動向についての分析は大いに参考になるものと思われる。 

無人機の軍事組織への導入について、米国の防衛科学委員会は、無人機に関する調査研

究報告書において、「米軍は無人機を軍事組織へ早期に正規導入すべきである」との提言を

行った。米空軍においては、プレデター（MQ-1/9）及びグローバルホーク（RQ-4）が“航
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空戦センター”（Air Warfare Center）及び“第９偵察航空団”（9th Reconnaissance Wing）

にそれぞれ配備されて試験的な運用の緒に就いたところであり、その他の無人機について

は未だ補助的追加装備品の域を出ないというのが現状であるが、2006 年 2 月 6 日に議会

に提出された QDR2006において、特殊作戦軍隷下に米空軍により無人機大隊を創設する

ことが決められた。まさに防衛科学委員会の提言を取り入れたものと言えよう。これによ

り特殊作戦軍は、無人機部隊を運用して戦闘中のエリアや敵の支配下エリアにおける敵部

隊の位置や戦闘力の把握を組織的に実施することができる。今後これを嚆矢として他の軍

においても無人機部隊の創設が進められていくものと思われる。 

自衛隊においては、標的機としての無人機の運用は 1950 年代後半から行っているが、

部隊に偵察用としての無人機が正規に配備されたのは、古くは陸上自衛隊第 101無人偵察

隊に装備されたものがあるが、近代的な偵察用無人機としては、2004 年に陸上自衛隊が

FFOSを装備したのがはじめてである。防衛庁における無人機の研究開発については、平

成 3年以降技術研究本部において各種の技術的な研究は進められているが、自衛隊に装備

品として本格的に導入するための運用構想等についての研究はこれまで実施されていない。

早急に無人機に対する運用上の要求、これに基づくミッションペイロード、そして関連す

るインフラストラクチャー等の研究を実施して、無人機を自衛隊の正規な装備品として本

格的に導入する体制の整備を急ぐべきである。 

イ．衝突防止・回避装置の開発及び信頼性の向上 

米国においては、無人機を有人機と同じ空域で飛行させるための条件として、「有人機と

同等レベルの飛行安全性を有すること」を求めている。有人機と同等レベルの安全性とは、

有人機が「見て避ける」のと同程度の性能を無人機に求めているものであり、探知し、認

識し、判断して回避行動を取るのが有人機と同程度であるということである。このことは

わが国においても同様であって、衝突防止・回避装置の早急な開発と実用化が望まれる。 

無人機の信頼性は、有人機と同じ空域を飛行させるためのキーとなる要素であるととも

にミッション達成率を左右するものでありながら、無人機のライフサイクルコストとのト

レードオフの材料とされてきた。無人機は、搭乗員が居ないことと低価格性の故に、従来

信頼性が軽視されてきた嫌いがあるが、有人機と同じ空域で飛行させるためには、信頼性

の向上が無ければ一般国民や他の航空関係者らから許容されないという状況に立ち至って

いると言える。先に引用した米国国防科学委員会の報告書においても、「事故率を減らすこ

と」を提言している。 
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ウ．自衛隊のネットワークセントリックな体制の整備 

米国は、米軍の“変革”（Transformation）を冷戦終焉後における国家安全保障のバイ

タルなコンポーネントであると位置づけ、米国防省のジョイントビジョンに基づき、４年

ごとの国防見直し（QDR）で確定させた国防省並びに各軍の変革計画を着実に実行に移し

ていっている。変革は三つの領域、即ち、①能力基盤型の戦力整備及びスパイラル開発方

式による兵器開発・取得サイクルの迅速化等、ビジネスの変革、②軍組織の変革並びに戦

い方の変革、③米国内各省庁及び同盟各国との共同の促進、を包含するが、変革の核心を

なすものはネットワークセントリックな体制の整備であり、①と②はその具現化を図るた

めのものである。 

ネットワークセントリックな体制とは、地理的、組織階層的に分散している知識化し得

る作戦に関わる諸々のシステムや組織を、効率的、効果的にネットワーク化することによ

って情報優位を獲得し、これを戦闘力に転換させることのできる体制であって、このよう

な体制は、単に情報インフラの整備のみならず、ドクトリン、部隊組織、指揮統制要領、

装備品・システム、後方支援体制等を同時並行的に改革していってはじめて整備されるも

のである。 

米軍において、無人機システムは、近年における無人機及びその関連システムの発達に

より、Sensor-to-Shooter Chain の重要なエレメントとなってきており、ネットワークセ

ントリックな体制の整備にとって欠くべからざるシステムとなってきている。 

我が国の防衛庁、自衛隊においてもネットワークセントリックなシステムの整備、その

ための開発・取得改革、そしてドクトリンの開発、組織の見直し、後方支援体制の改革等

の実施が急がれる。 

エ．運用環境の整備 

（ア）航空法及び同関連規則類の整備 

我が国の無人機運用は、法制的な観点からすれば、“法の網の目をくぐって運用している”

と言うのが現状である。 

民生用の無人機に対する需要は、農業用とか災害監視用等を中心として今後益々増えて

いくものと思われる。防衛用の無人機運用については、第 4章で見てきたように我が国の

国情に適した無人機活用の場面・状況は多々あり、今後における運用構想・要求の確立と

技術的な発展に伴って、各種無人機の装備化についての要求が増えていくことは明らかで
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あろう。このような趨勢の中で、無人機運用に関する法制面の整備を現状のまま放置して

おくことは、最早許されない状況になってきていると思われる。 

まず、航空法並びに同施行規則に無人航空機に関する明確な規定が必要である。このこ

とを考えるに当たって、米国防省と米連邦航空庁との間で了解された米国の FAA 規則の

見直しに関する原則は、わが国においても当てはまる内容であると思われる。即ち、①航

空機の耐空証明と同様に無人機の耐空証明も国防省が実施する、②現行の航空交通管制手

順は崩さない、③民間機飛行に制約は加えない、④無人機専用の規則条項を新設追加しな

い、というものである。これらの原則を踏まえて、航空法並びに同関連規則等の見直しを

早急に行うべきであろう。そのような中で明らかにすべきであると思われる主要な事項と

しては、①無人機の定義、②操縦者資格付与基準、③飛行可能空域と飛行許可条件、④飛

行承認申請手順、⑤無人機耐空証明、等が挙げられよう。 

（イ）インフラストラクチャーの整備 

  無人機を運用するために、次のようなインフラストラクチャーの整備が必要である。 

 a. 電波の割り当て 

  現在防衛用に割り当てられている電波の中で、無人機運用のための周波数を確保する

ことは不可能である。無人機の飛行管制用、搭載したペイロード（各種センサー、通信

中継装置、武器等）の管制用及び大容量のセンサーデーター送信用等のために新たに周

波数の割り当てが必要である。 

 b. 通信ネットワークの整備 

  センサーからシューターまでの即時性のあるデーター伝送が可能な通信ネットワーク

の整備が必要である。無人機がセンサー搭載母機である場合もあり、あるいは通信中継

装置の母機である場合もあり、あるいは武器搭載母機である場合もある。さらにはこれ

らが、我が国防衛作戦用の通信ネットワークに組み込まれていなければならない。この

ための地上固定局、移動局（空中、海上、地上）あるいは通信衛星等ハードウエア、及

びソフトウエアの整備が必要である。 

 c. 無人機地上管制装置 

  地上における無人機の管制装置としては、①離陸並びに着陸を管制するための装置、

②無人機離陸後のフライト及びミッション（ISR、攻撃、通信中継）をコントロールす

るための装置、が必要である。無人機の規模・性能によって①と②を一つの装置とする

ものもあろうし、グローバルホークやプレデターのように①は飛行場地区に、②は作戦
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戦域に別装置として配置されるものもあるであろう。 

  米軍はコスト削減を主たる理由として、陸・海・空軍別あるいは機種別の地上管制装

置ではなく、統合運用ができる共通の地上管制装置の開発へと進んでいる。 

 d. 飛行場 

  カタパルト発射式及び手投げ式以下の無人機を除き、離陸・着陸のための滑走路施設

が必要である。通常の場合無人機の離陸・着陸のための地上管制装置が併設される。 

 e. GPS衛星 

  無人機の位置標定及び飛行速度算定のため、GPS衛星を利用できる体制が必要である。 

（ウ）訓練・試験空域の設定 

  有人機と同じ空域を飛行させる無人機を開発あるいは購入し飛行試験をするため、及

び地上操縦要員の訓練をするために訓練・試験空域が是非とも必要である。 

オ．防衛庁・自衛隊と防衛機器産業との双方向対話の強化 

近年における防衛用システムは、①技術革新の速度が極めて速いこと、②システムが広

範多岐にわたる多くのシステムとの関連性を有すること（System of systems）、③技術的

に専門的な識能を必要とすること、という特性を有する。このため、防衛システムを発注

し取得する側の防衛庁・自衛隊と、これを受注し開発製造し納入する側の企業との間で相

互に理解を深めることは、従来にも増して不可避的に重要である。防衛庁・自衛隊は、企

業の能力、最先端技術を熟知する必要があるし、企業側にとっては、防衛庁・自衛隊が必

要とする能力を知り、将来のニーズに合ったシステムの開発の指針を得て、技術の適用方

法、開発の方向を定める必要がある。 

このような観点から見た場合、米国においては、主要なものだけでも次のような各種ド

キュメントが、定期的あるいは要求に応じて作成され、議会に報告或いは要請元に提供さ

れている。 

 ○「Annual Industrial Capabilities Report to Congress」： 

  米国防省が上下両院軍事委員会に対して毎年３月１日までに提出する報告書で、米国

技術産業基盤の技術力及び企業の能力について分析したもの。 

○「国防報告」、「４年毎の国防見直し報告」、「統合ビジョン（Joint Vision）」、「各軍の

変革に関するロードマップ（Transformation Roadmap）」： 

これらにより国防省並びに各軍の防衛力整備に関する基本的考え方、方向性、装備す

べき具体的なシステム及びその時期等を知ることができる。 
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○「無人航空機システムロードマップ（Unmanned Aircraft System Roadmap）」： 

 無人航空機システムの整備に関する基本的な考え方並びに技術的な予測、計画（短期、

中期、長期）等を知ることができる。 

 ○国防契約監督局（Defense Contract Management Agency）による企業調査： 

  国防省の一機関である国防契約監督局は、国防次官の命により或いは各軍の要請に基

づき、特定プロジェクト（技術）に関する企業能力について市場調査を行い、議会に

報告或いは要請元である軍に対して調査結果を提供する。 

   

ここに挙げたような米国における例は、国防省・各軍当局と企業との間の対話の一つの

形態にしか過ぎないが、少なくともこれらにより国防省・各軍は、客観的な分析・評価・

予測に基づく防衛力整備に関する計画を立案することができるし、プロジェクトに関する

真に能力のある企業を選定することができ、また正当な競争が促進されるとともに不断の

技術革新が期待できる。一方企業側にしてみれば、中長期的な視点で投資すべき技術の方

向性の示唆を得るとともに、自己企業の技術領域・技術レベルを判断することができる。 

更に別の視点から見ると、米国は近年における不透明な安全保障環境と急速な技術革新

の環境の中にあって、脅威基盤型の防衛力整備から敵の能力を基盤とした防衛力の整備へ

と方針を転換した。このことにより従来の第一線部隊からの作戦要求に基づく脅威対処の

戦力強化方式、即ちボトムアップ方式から、国家軍事戦略と統合作戦構想に基づき、求め

られる効果を達成するために必要とする能力を重視して戦力造成を図るトップダウン方式

へと転換した。このことは、先に記した国防省レベルのドキュメントの内容を熟知するこ

とと相俟って、軍と民双方のトップレベル同士の情報交換、しかもそれは単なる表敬の次

元ではない内容のある情報交換が極めて重要であることを物語っている。 

我が国においても、米国におけるこのような状況とその背景を十二分に認識して、防衛

当局と企業間の密度の濃い情報の交流が求められる。 

カ．官・民合同の協議機関等の設置 

前号で述べた防衛庁・自衛隊と防衛機器産業との間の双方向対話の強化を更に進めて、

プロジェクトによっては官民合同の協議機関などの設置が望まれる。米国における次の二

つの例を参考に述べる。 

一つ目は第 2章で述べた“ACCESS５”である。ACCESS５については第 2章で述べた

とおり、無人機を有人機と同じ空域で運航するための技術の開発、規則類の整備、運用基
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準等の早期制定を目的として設立されたものであり、NASA、DOD、FAA、DHS 及び関

連民間企業６社とからなる協議機関である。無人機に関する技術の開発と規則・運用基準

等の整備という二つの事象を協調的かつ迅速に進展させるため、官・民の関係者による緊

密な情報交換と協議の場が必要であるとの認識から設けられた機関である。 

二つ目は“ミサイル防衛ナショナルチーム”（Missile Defense National Team : MDNT）

である。MDNTは、ミサイル防衛システムの構築は米国の安全と威信をかけた国家的プロ

ジェクトであるとともに数多くの高性能先端技術からなる膨大なシステムであることから、

官民をあげたエキスパートによる国防省に対する専門的な補佐が必要であるとの判断から

設けられたものである。これは、米国防長官の承認を受けてミサイル防衛庁（Missile 

Defense Agency : MDA）長官直属の機関として設置され、弾道ミサイル防衛の最適シス

テムを計画どおり建設・配備し運用開始することについての全責任を有する MDA長官を

補佐することを目的とするものである。MDNT は政府機関、防衛企業、大学の研究機関、

シンクタンク等国防省内外の多方面からの専門家で構成され、MDA が全システムの長期

にわたる計画全般について責任を有する中で、2 年のブロックごとの開発計画を作成し、

アーキテクチャーを確立し、試験の実施と評価分析を行い、システム統合を実施し、リス

クマネージメントを行う等、当該ブロックにおけるシステムの開発、建設に関わるあらゆ

ることに関しMDA長官を補佐するものである。 

上に述べた二つの例は、性格は異なるが、近年における高度に複雑化した防衛システム

の開発や構築に当たっては、構想の開発段階から、関わりのある多くの分野にわたる専門

的な知識・技能を有する識者を内外から広く求め、英知を結集する仕組みが必要であるこ

とを教えている。我が国においても、官民間の相互対話から更に一歩進めて、プロジェク

トの内容に応じて、官民の専門家からなる適切な組織を編成し活用する着意が必要であろ

う。 

 

(２)防衛機器産業に及ぼす影響 

ア．防衛機器産業の活性化 

（ア）防衛事業に関わりの無かった企業の新規参入機会の増大 

a. 無人機は大型のものから小型軽量のものに至るまで、また固定翼のものから回転翼の

ものまで等極めて多様である。したがって従来の航空機メーカーの枠にとらわれない

企業、あるいは防衛事業に関わりの無かった企業の新規参入は充分に可能であろう。 
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b. プラットフォームとしての無人機機体のみならず、ペイロードとして搭載される各種

センサー・ウエポン・通信中継機器、データーリンク・通信ネットワーク、情報処理

システム、飛行管制システム、等々の多岐にわたるシステムが関わっていること、即

ち多種類・多数のシステムからなるシステムであるため多くの企業に事業参入機会が

あろう。 

（イ）プラットフォーム企業中心からインテグレーター企業中心へのシフト 

プラットフォームを製造する大企業をプライムとし、系列・実績重視の従来の剛構造の

ピラミッド型製造請負形体から、機能的に分化したシステムを製造する同列に並んだ企業

とこれを統合するインテグレーターによる製造請負の形体である。即ち、プラットフォー

ムにあらゆる機能が集中するというシステムではないため、プラットフォームメーカー重

視からシステムを統合するインテグレーター重視へのシフトであって、従来の系列・実績

重視の企業形体の構造から、真に技術力のある企業による並列の企業形体の構造へのシフ

トである。 

無人機システムに関しては、規模的には小さいであろうが、インテグレーターの登場と

系列や実績にとらわれない企業の技術力による競争環境の現出が活性化をもたらすであろ

う。 

（ウ）開発・発展途上のシステムであることによる活性化 

欧米の無人航空機システムに関する技術の現状と動向で明らかなように、機体のみなら

ず関連する多くのシステムが開発、改良等発展の途上にある。特に飛行安全システムの開

発は喫緊の課題であるとともに、小型軽量化、相互運用性、高性能化は各システムに共通

する技術開発・改良の重要なテーマであろう。また、新しい分野も多いので、斬新な発想

による開発や改良のほか他領域からのスピンオンによる技術移入も大いに期待される。 

新しい分野であるために、そしてまた多方面にわたる技術領域を内包しているために、

企業にとっての開発努力の方向を見定めることが極めて重要であり、方向を定めたならば

長期的な視野のもとに地道な研究開発を進めていき、得意技術を確立して競争力を保持す

る、ということの重要性をあらためて認識する必要があろう。 

（エ）販路拡大及び国際共同開発の可能性増大による活性化 

a. 販路拡大 

防衛用無人機の国内市場の拡大が期待されることにより、従来民生用として製造販売

してきたものが、改良を加えることにより或いは性能向上を図ることにより防衛用とし
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ての活用の道が開けるであろうし、これまでの実績をベースに新たな要求に応えるシス

テムの開発も充分期待できよう。 

また、武器輸出 3 原則政策の緩和により、捜索救難、災害復旧或いはその他の民生

安定用に軍・民両用装備品、或いは防衛用装備品を外国へ輸出することが可能になった

と考えられることから、無人機及びその関連製品を海外へ輸出することが期待できよう。 

b. 国際共同開発・生産 

武器輸出 3 原則政策の緩和により、弾道ミサイル防衛関連は勿論のことテロ対策或

いは海上不法行動監視用等の装備品は、ケースバイケースで武器輸出 3 原則適用の可

否を決めるとされているため、無人機システムはまさにそのようなシステムに該当する

と考えられ、外国との国際共同研究・開発・生産の道は開かれるものと期待される。そ

うなれば、我が国自衛隊だけのみならず、諸外国の軍・民をも顧客とすることができる

であろう。 

イ．防衛機器産業基盤の構造変化の促進 

（ア）新しい４層構造化―インテグレーターの台頭― 

自衛隊がネットセントリックな装備体系への移行を進めていくことによって、従来の防

衛機器産業基盤は徐々にではあるがその構造を変えていくこととなろう。従来の装備品は

プラットフォーム、例えば航空機、艦船、戦車等に主要な機能の殆どを集中させることに

よってミッションを遂行するシステムであった。従って、システムの製造に当たって、プ

ラットフォームを製造するメーカーがプライムコントラクターとなることは極めて自然な

成り行きであり、当該プライムコントラクターは絶大な責任と権限を持って傘下のサブコ

ントラクター、さらにその下のサプライヤーを取り仕切ってシステムを製造する形体が取

られてきた。系列と過去の実績を重視したピラミッド型ヒエラルキー剛構造である。今日、

IT の急激な技術革新と多様なプラットフォーム並びに高性能なセンサーやウエポンの出

現により、発見→識別→目標指定→追随→要撃→撃破確認という一連の戦闘機能の分化は

可能になり、ネットによる情報の流通・処理、統合ができるようになったことにより、ミ

ッションをより迅速、正確、確実に遂行することが可能となるとともに、プラットフォー

ムはミッションペイロードを搭載するシステムの一つのエレメントでしかなくなりつつあ

る。要撃性能を上げるのに、従来のようにプラットフォームの性能向上を主体に考えるの

ではなくて、個々のミッションペイロードの性能を上げることとネットワーク及び情報処

理性能を上げることを主体に考える方向への転換である。 
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自衛隊の装備体系もこの方向で進化していくものと思われるが、このような装備体系に

おいては、ミッションを達成するためのシステムの整備に当たって、システムそのものが

多くの高性能なシステムの統合によってできあがっているため、まず第 1に、どういうコ

ンセプトでミッションを達成するのか、そのコンセプトを実現するために要求される機能

を発揮するシステムとして何が必要なのか、そしてそれらシステムの組み合わせはどうす

るのか、ということがまず考えられなければならないであろう。言い換えればミッション

アシュアランスデザイナー（またはミッションエンジニアリング）とでもいう企業の階層

の新たな出現である。そして第 2 には、ミッションアシュアランスデザインに基づいて、

個々の機能を発揮する具体的な性能に基づく適切なシステムを選定し、組み合わせ、統合

して、どのようなアーキテクチャーとするのか、そしてネットワーキングと情報の管理は

どのようにするのか、という役割を担う企業の階層である。言い換えればインテグレータ

ーとでもいうべき階層の新たな出現である。そして第 3は、個々のシステムを製造するシ

ステムメーカーの階層である。そして第 4は、それらのシステムを製造するために必要な

構成品、部品等を製造し提供するサプライヤーの階層である。 

無人機がネットセントリックなオペレーションの一翼を担うツールであることから、そ

の導入は、プラットフォーム中心の兵器システムに対する考え方から、ネットワークで多

種多様なシステムをインテグレートして戦力発揮を図るネットワークセントリックな考え

方へのパラダイムシフトを促進する力になると思われる。それは取りも直さず上に述べた

ような防衛機器産業基盤の構造変化、即ち、新たに登場した第 1層のミッションアシュア

ランスデザイナー（又はミッションエンジニア）、そして第 2 層のシステムインテグレー

ター、第 3層のシステムメーカー及び第 4層のサプライヤー、という４層構造への変化で

ある。 

（イ）防衛機器産業と民生産業のボーダーレス化 

防衛機器産業と民生産業との区分は、製品の納入先が軍であるか、民間であるか、即ち

顧客が防衛庁か、民間かに因っている。近年、防衛機器産業と民生産業との境界の不明瞭

化が言われているが、無人機システムを正規に主要な防衛用装備品の一つとして導入する

ことになれば、境界の不明瞭化、即ちボーダーレス化は益々進展していくであろう。その

理由として、次が言えよう。 

a. 両用技術の多用 

無人機システムのプラットフォームとしての機体は、軍事用の特殊な性能を持たせる
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もの、例えばステルス性能であるとか攻撃性能等を持たせるものを除けば、軍事用、民

生用いずれの用途に用いることも可能である。またペイロードとして搭載される光学カ

メラ等のセンサーとか送受信装置等、あるいは情報処理システム、GPS利用システム等、

多くの装置あるいはシステムで民生用製品・技術が使われている。 

このように両用技術を多用した無人機システムが、今後主要な防衛用装備品の一つと

して導入され、それに伴って多くの需要が見込まれるようになれば、民生事業と防衛事

業の両方に携わる企業が増えていくことになる。 

b. 企業における民生事業と防衛事業の混在化の促進 

無人機システムの導入に伴い、今まで防衛事業に携わってこなかった企業が、新しい

製品と技術を持って防衛事業に参入してくることによって、従来の防衛機器産業も防衛

事業専従あるいはそれに近い状態から、防衛事業と民生事業の適度な混在へと進むこと

になるであろう。即ち、我が国の安全保障環境や国内政治・経済状況等から考えて、防

衛予算の大幅な増加は期待し難いであろうし、また武器輸出 3原則政策は緩和されたが、

武器輸出や国際共同開発・生産が短期間で急激に伸びるとも考え難く、従って防衛事業

に携わる企業にとってパイの大きさは従来とあまり変わらないままパイをシェアーする

企業の数が増える結果、より厳しい競争環境になるということ、更に対策の一つとして、

防衛事業と民生事業の適度な混合により企業の生存と繁栄を図る、という選択が増えて

くるものと思われる。 

ウ．防衛企業の体質改善の促進 

自衛隊によるネットワークセントリックなオペレーション体制の導入と進展、及び無人

機システムの本格的導入、並びに武器輸出 3原則緩和政策の浸透、これらが今後相前後し

て同時に進行していくものと思われるが、そのことが、防衛事業に携わる企業に次のよう

な体質改善を促していくものと思われる。 

（ア）競争力のある得意技術の確立と追求 

防衛機器産業界にとってまず言えることは、競争環境の激化である。それには種々の

要因があるが、主要なものとしては次が挙げられる。 

－新企業の参入 

－無人機他の新事業領域の導入 

－プラットフォームメーカーを頂上に置いたピラミッド型剛構造の崩壊 

－外国企業の参入機会の増加 
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－急速な技術革新 

このような激化した競争環境にあって、企業としては、①研究開発の促進、②得意技術

（コアコンピタンス）の確立と追求、を掲げて競争力のある技術の獲得維持に努めるであ

ろう。そしてその場合、当該企業にとっての研究開発の方向はどこなのか、得意技術は何

なのか、が見究められなければならない。このためには、防衛当局による将来にわたるニ

ーズの開示、或いは相互対話・情報交換を通じてニーズを的確に把握し、次いでこのニー

ズを満足させるための多様なシーズを自社内・外から発掘して、これらを統合・融合して

得意技術とする洞察力と構想力、そして実行力が必要である。更に、このようにして確立

した得意技術は、不断の努力により常に競争力を保持し続けなければならない。 

（イ）外国企業との関係の重視 

我が国国内市場での外国企業とのせめぎ合いの機会は増えていくであろうし、得意技術

による海外進出、或いは先端技術取得に繋がる外国企業との提携等、外国企業との関わり

は今後益々増えていくであろう。このため、競争力のある得意技術を獲得維持することと、

外国企業の動向、先端技術の動向、グローバルな防衛関連事業の動向等を把握する努力を

怠ってはならない。各企業は、このための適切な施策を実施していく必要がある。 

（ウ）ネットワークセントリックな装備・システムを提供できる企業へ 

ネットワークセントリックな装備・システムとは、主要な機能をプラットフォームに集

中させた従来のシステムから、各機能を夫々のシステムに分離し、これらをネットワーク

により統合し、結果としてより高い戦闘力を得ようとするシステムである。このシステム

は、センサーシステム、ウエポンシステム、指揮統制システム、これらを支援し結合する

情報インフラストラクチャー（「素データー」から「情報」を作り更に「知識」へと進化さ

せること、及び階層に応じた知識の選定と配布等のマネージメントをすること、及びネッ

トワーク）から成る。 

そしてこのシステムは、技術革新に対応できる柔軟性と迅速性があり、異システムとの

相互運用性が確保できなければならないという特性を有する。 

このようなシステムを提供できる企業となる必要がある。このためにはコンセプトの確

立、設計、開発、製造等のすべての段階でネットワークセントリックな思想が浸透してい

なければならないし、企業の組織自体もこれに適合している必要がある。 
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おわりに 

 

 無人機には大型機から超小型のマイクロ機に至るまで、また固定翼機から回転翼機さら

には飛行船に至るまで極めて多様で多くの機種がある。そして無人機に期待する機能はペ

イロードとして何を搭載するかによって決まるものであり、現状では、偵察、監視、情報

収集、通信中継、対地攻撃等が可能であり、将来的には空中給油、空輸或いは要撃戦闘等

も可能になるものと考えられている。 

 無人機はその特性から、敵地深奥部の偵察であるとか、制空権獲得のための敵対空火網

の制圧等の有人機では危険すぎるミッション、或いはNBC兵器攻撃等により汚染された空

域でのミッション、更には同じ空域に長時間滞空あるいは同じパターンを繰り返して偵

察・監視を行う等の単調なミッション、これらは有人機よりも無人機に実施させることの

方がふさわしい、あるいは有人機では実施できないものであるということができる。 

 わが国の防衛を考えた時、わが国領空の警戒・監視については、わが国の領空全域にわ

たって昼夜を分かたず365日休むことなく常時警戒・監視が行われており、領空侵犯機に

対する措置の態勢も十分に整えられている。しかしながら四面環海のわが国の広大な領海

を、空域監視と同じように全海域をくまなく常続的に監視するということは困難である。

北朝鮮工作船による度重なる不法行動を発見できなかったことが、何よりもその不備を如

実に物語っている。海域的にも時間的にも間歇的な監視とならざるを得ないのが現状であ

る。また、わが国の急峻な山岳の錯綜した地形、あるいは東京のような高層ビルの林立し

た市街地、あるいは本土から遠く離れた南西の島嶼海域等は、偵察及び通信を行うのが極

めて困難であるか、あるいは障害があってできないという状況であって、これらを克服す

る手段を講じる必要がある。無人機はそのための有力な手段の一つである。その他、自衛

隊の平時における任務、即ち、災害派遣、国際緊急援助、PKO等の任務遂行においても無

人機活用の分野は十分に考えられる。 

 防衛庁・自衛隊は、無人機の特性、多種多様な性能の無人機の存在と今後の発展性、無

人機による多様なミッション遂行の可能性、これらを十分に勘案するとともに、更に、冷

戦後の新たな脅威に対処するため米国をはじめとする先進国軍隊は、先端ITを駆使したネ

ットワークセントリックな作戦体制への移行に積極的に取り組んでおり、現在では無人機

システムはそのようなネットワークセントリックな作戦体制の欠くべからざるエレメント

となっているが、自衛隊もそのような体制への移行に積極的に取り組む必要があり、この
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ことも十分に考慮に入れて無人機の本格導入のための運用構想と体制整備についての基本

的な考え方を早急に策定して示すべきであろう。 

また運用構想の策定と相前後して、無人機に関する法・規則類の整備が必要である。有

人機と同じ空域を飛行させるための機体、操縦者、運航等に関する条件、飛行許可手続き

等が明確にされる必要がある。 

 防衛機器産業界は、無人機システムに関する先端技術提供の準備と運用環境整備のため

の支援を実施していく必要があろう。 

以上のようなプロセスを経て、自衛隊による無人機の導入が本格化していったならば、

無人機システムの本格生産をトリガーとして防衛機器産業並びにその基盤に与える影響は

極めて大きいものがあるであろう。 

まず第1に、新規企業の防衛事業への参入機会の増大、及び発展途上のシステムである

こと、並びに対外的な関係の増大等による防衛機器産業界の活性化をもたらすであろう。

第2に、プラットフォームメーカーを頂点とする階層構造型契約形態から、プロジェクト

ごとの構想力あるデザイナーあるいはインテグレーターを頂点とした柔軟な構造への契約

形態のシフト、並びに防衛機器産業と民生産業とのボーダーレス化による、防衛機器産業

基盤の構造変化への引き金となるであろう。そして第3に、国内外の企業を交えた競争環

境での生き残りのための企業努力、並びにネットワークセントリックなシステムを提供で

きる企業へ、等の企業自体の体質改善を促すであろう。 

 防衛機器産業が、防衛庁・自衛隊が無人機システムの本格的な導入へ踏み切るのに十分

な技術力の涵養と環境整備に関する支援を精力的に行い、無人機導入による自衛隊任務の

より効率的、効果的な実施を可能ならしめる体制整備の促進に貢献するよう切望するもの

である。そのことが翻って防衛機器産業の活性化及び新しい時代に適合した産業基盤の構

造変化をもたらすことに繋がっていくであろう。 
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ＵＡＶ関連用語集 
 

略 語 用       語 

ABCI Arizona Border Control Initiative 

ACC Air Combat Command 

ACTD Advanced Concept Technology Demonstration 

ADS Aeronautics Defence Systems 

ADS-B Automatic Dependent Surveillance Broadcast  

AIAA American Institute of Aeronautics and Astronautics  

ALERT Air-Launched Extended Range Transponder 

AMF Airborne Maritime Fixed Station 

AOLOS Ada Operational Onbord Software 

ASIP Advanced Signals Intelligence Program 

ASTM American Society for Testing and Materials 

ASW Anti Submarine Warfare 

ATC Air Traffic Control 

ATCA Air Trafic Control Association 

ATM Air Traffic Management 

ATR Automatic Target Recognition 

AUVSI Association for Unmanned Vehicles Systems International 

AWOS  Automated Weather Observing System 

BAMS Broad Area Maritime Surveillance 

BLOS Beyond Line of Sight 

CANSO Civil Air Navigation Services Organization 

CARAPAS Capacite rapide anti-leurres 

CBP Customs and Border Protection 

CDL  Common Data Link 

CDTI  Cockpit Display of Traffic Information 

CEC Cooperative Engagement Capability 

CFCS Common Flight Control System 
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CFR Code of Federal Regulations  

CIP Common Imagery Processor 

CN Counter Narcotics 

COA Certificate of Authorization 

COMINT Communication Intelligence 

CONOPS Concept of Operations 

COP Common Operational Picture 

ＣＲ  Close Range 

CSAR Combat Search and Rescue 

CUTLASS Combat UAV Target Locate and Strike System 

DARO Defense Airborne Reconnaissance Office  

DARPA Defense Advanced Research Projects Agency 

DDB Dynamic Database 

DELE Drone Embarcable a Long Endurance 

DHS Department of Homeland Security 

DMT Dronetactiqu Maritime Requrement 

DoD Defense of Department                 

DREAMS Distributed and Revolutionary Efficient Air-safty Management System 

EASA European Aviation Safty Agency 

EATMN European Air Traffic Management Network 

ELINT Electronic Intelligence 

EMD Engineering and Manufacturing Development 

EO/IR Electro-Optics /InfraRed  

ER Endurance Range 

ER/MP Extended Range/Multi Purpose 

ERAST Environmental Research Aircraft Sensor Technology 

ESM Electronic Support Measures 

ESO European Standardization Organizations 

ETAP European Technology Acquisition Programme  
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Euro UAV ICB European UAV Industry Consultation Body 

FAA  Federal Aviation Administration 

FAR Federal Aviation Regulation  

FCS Flight Control System 

FFOS Flying Forward Observertion System 

FFRS Flying Forward Reconnaissance System 

FIS-B Flight Information Service-Broadcast 

FISDL  Flight information services data link  

FLIR Forward Looking Infrared 

FOPEM Foliage Penetration 

GCS Ground Control System 

GDT Ground Data Terminal 

GHMD Global Hawk Maritime Demonstration 

GMTI Ground Moving Target Indication 

GPS Global Positioning System 

HAA High Altitude Airship 

GWOT Global War On Terrorism 

HAE High Altitude Endurance 

HALE High Altitude Long Endurance 

HALE-UAV High Altitude Long Endurance-UAV 

HMMWV High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 

HRR High Range Resolution 

HSFD High Speed Flight Demonstration 

IAI Israel Aircraft Industries 

IFR  Instrument Flight Rules 

IHPTET Integrated High Performance Turbine Engine Technology 

IMINT Imagery Intelligence 

IOC Initial Operating Capability 

ISR Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance 
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ISS Integrated Sensor Suite 

ISTAR Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance 

ITDPs International Technology Demonstration Programms 

JAA Joint Aviation Authorities 

JAXA Japan Aerospace Exploration Agency 

JFCOM Joint Force Command 

JST Japan Science and Technology Agency 

JTRS Joint Tactical Radio System 

JUAV Japan UAV Association 

J-UCAS Joint Unmanned Combat Air Systems 

JUEP Joint UAV Experimentation Programme 

LCS Littoral Combat Ship 

LIC Low Intensity Conflict 

LIDAR Light Detection and Ranging Imaging 

LIST Laboratory for Information Systems & Telecommunications 

LO Low Obｓervable 

LOS Line of Sight 

LWIR/NIR/VIS Long Wave IR/Near Infrared/Visible 

MALE Medium Altitude Long Endurance 

MALE-UAV Medium Altitude Long Endurance-UAV 

MASINT Measurements and Signatures Intelligence 

MAV Micro Aerial Vehicle 

MCE Mission Control Element 

MCM Mine Counter Measures 

MCMM Multi Charges Multi Mission 

MDNT Missile Defense National Team 

MEF Marine Expeditionary Force 

METOC Meteorology and Oceanography 

MFD  Multi-Function Display 
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MISAR Miniature SAR sensor  

MoD Ministry of Defence 

MP-RTIP Multi-Platform Radar Technology Insertion Program 

MPS Mission Planning Shelter 

MR Medium Range 

MR-UAV Medium Range-UAV 

MSI/HIS Multispectral/Hyperspectral Imagery 

MTCR Missile Technology Control Regime 

ＭＴＩ Moving Target Indicator 

MUOS  Mobile User Objective System 

NAMSA NATO Maritime and Supply Agency 

NAS  National Airspace System 

NASA National Aeronautics and Space Administaration 

NCW Network Centric Warfare 

NIAG NATO Industrial Advisory Group 

NICT National Institute of Information and Communication Technology 

NOCTARN New operational Concept using 3D Adaptable Rout Navigation 

NOTAM Notices To Airmen 

OAF Operation Allied Force 

OAT Operational Air Traffic 

OEF Operation Enduring Freedom 

OIF Operation Iraq Freedom 

OSR Optimum Speed Rotor 

PBS Public Broadcasting Service 

PKF Peace Keeping Forces 

PPSL Predator Primary Satellite Link 

PSYOP Psychological Operations 

RCASS Remote Control Splay System 

RCAT Radio Controlled Aerial Target 
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RMA Revolution in Military Affairs 

ROA Remotely Operated Aircraft 

ROE Rule Of Engagement 

RPV Remotely Piloted Vehicle 

ＲＶＴ Remote Video Terminal 

S&A Sense and Avoid 

SAM Surface-to-Air Missile 

SAR Synthetic Aperture Radar 

SDTI System de Tactiques Interimaire- Interim 

SEAD Suppression of Enemy Air Defenses 

SIDM System Intermediaire de drone MALE 

SIGINT Signal Intelligence 

SINCGARS Single Channel Ground Airborne Radio System 

SIPRNET Secret Internet Protocol Router Network 

SOF Special Operations Forces 

SPA Special Purpose Aircraft 

SR Short Range 

SR-UAV Short Range-UAV 

SSGN Submarine Guided Missile Nuclear 

SSPS Small Scale Propulsion System 

STRATCOM Strategic Command 

SVFR  Special Visual Flight Rules 

SWaP Space,Weight and Power 

SYERS Senior-Year Electro-Optical Reconnaissance System 

TAMD heater Air Missile Defense 

TCA Transformational Communications Architecture 

TCDL Tactical Common Data Link 

TCS Tactical Control System 

T-HUMS Total-Health Usage Monitoring System 
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TRADOC Training and Doctrine Command 

UAOVP The UAV Systems Operations and Validation Program 

UAS Unmanned Aircraft System 

UAV Unmanned Aerial Vehicle 

UCAR Unmanned Combat Armed Rotorcraft 

UCAV  Unmanned Combat Aerial Vehicle 

UMAS Unmanned Multi-Application System 

UNITE UAV National industry Team 

VAATE Versatile Affordable Advanced Turbine Engines 

VFR  Visual Flight Rules 

VMC Visual Meteorological Conditions 

VOR  Variable Omni-Directional Radio 

VTOL Vertical Take-off and Landing 

VTUAV Vertical Take-off and Landing Tactical UAV 

WMD Weapons of Mass Destruction 

WSADS Wind Supported Aerial Delivery System 

Wx  Weather 

YACS Yamaha Attitude Control System 
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掲載写真出展一覧 
 

写真番号 写真名称 出      展 

写真２－１ X-50 Dragonfly 

写真２－２ 
A-160 

Hummingbird 

写真２－３ Cormorant 

写真２－４ DP-5X 

写真２－５ FPASS 

写真２－６ Raven 

写真２－７ BUSTER 

写真２－８ Silver Fox 

写真２－９ Scan Eagle 

写真２－１０ BATCAM 

写真２－１１ Organic UAV Ⅱ 

写真２－１２ AAFL 

写真２－１３ JLENS 

写真２－１４ RAID 

写真２－１５ REAP 

写真２－１６ HAA 

写真２－１７ 
Global Hawk 

Image 
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写真２－１８ Crecerelle http://fas.org/man/dod-101/sys/ac/row/crecerelle.htm 

写真２－１９ Tracker 

写真２－２０ Scorpio 

写真２－２１ Surveyor2500 

http://www.eads.net/web/lang/en/1024/content/OF00000000400004/6/03/31000036.html 

写真２－２２ CL289 

写真２－２３ ALADIN 

写真２－２４ Mikado 

http://www.uavforum.com/library/photo.htm 

http://fas.org/man/dod-101/sys/ac/row/crecerelle.htm
http://www.eads.net/web/lang/en/1024/content/OF00000000400004/6/03/31000036.html
http://www.uavforum.com/library/photo.htm
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写真２－２５ LUNA http://www.uavforum.com/library/photo.htm 

写真２－２６ Phoenix http://www.airforce-technology.com/projects/phoenix/phoenix2.html 

写真２－２７ Hermes1500 

写真２－２８ Hermes180 

http://www.israeli-weapons.com/weapons/aircraft/uav/hermes 

写真２－２９ Skylark 

写真２－３０ Seagull 

写真２－３１ Heron 

写真２－３２ Searcher 

http://www.israeli-weapons.com/weapons/aircraft/uav/uav/UAV.html 

  

写真３－１ Aero robot http://www.yamaha-motor.co.jp/news/2001/02/28sky.html 

写真３－２ RPH-2A http://www.juav.org/contents/fhi.pdf 

写真３－３ AYH3 http://www.yanmar.co.jp/ 

写真３－４ カイトプレーン http://www.atrim.co.jp/ 

写真３－５ 

成層圏飛行船プラッ

トフォーム 

http://www/apg.jaxa.jp/res/uiat/ 

写真３－６ 多用途小型無人機 http://www.jda.go.jp/ 

写真３－７ 

小型自律飛行体シス

テム 

http://www.kawada.co.jp/ams/uav/ 

写真３－８ FFOS http://www.fhi.co.jp/news/04_01_03/04_01_29b.htm 

写真３－９ ALTAIR 

http://www.ga.com/news.php?subaction=showfull&id=1127929600&archive=&start_from=&uc

at=1& 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uavforum.com/library/photo.htm
http://www.airforce-technology.com/projects/phoenix/phoenix2.html
http://www.israeli-weapons.com/weapons/aircraft/uav/hermes
http://www.israeli-weapons.com/weapons/aircraft/uav/uav/UAV.html
http://www.yamaha-motor.co.jp/news/2001/02/28sky.html
http://www.juav.org/contents/fhi.pdf
http://www.yanmar.co.jp/
http://www.atrim.co.jp/
http://www/apg.jaxa.jp/res/uiat/
http://www.jda.go.jp/
http://www.kawada.co.jp/ams/uav/
http://www.fhi.co.jp/news/04_01_03/04_01_29b.htm
http://www.ga.com/news.php?subaction=showfull&id=1127929600&archive=&start_from=&uc


   171 
 

 

掲載図表等一覧 
 
 図番号     図 名 称        出     展 

図２－１ MQ-1 Predator 

図２－２ RQ-4 Global Hawk 

図２－３ RQ-5A/MQ-5B Hunter 

図２－４ RQ-8A/B Fire Scout 

図２－５ MQ-9 Predator B 

図２－６ J-UCAS 

  

  

  

UAS Roadmap,2005-2030, 4 Aug 2005 USD 

  

  

図２－７ FCS 2006 www.boeing.com/defense-space/ic/bia/flash.html 

図２－８ FCS Class www.boeing.com/defense-space/ic/bia/flash.html 

図２－９ I-Gnat ER 

図２－１０ GHMD 

図２－１１ Eagle Eye 

図２－１２ Neptune 

図２－１３ Maverick 

図２－１４ XPV-1 Turn 

図２－１５ XPV-2 Mako 

図２－１６ Global Hawk Network 

図２－１７ 米無人機体制整備計画 
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図３－１ 高速飛行実証実験の全体概要 ＪＡＸＡ ＨＰから抜粋 

図３－２ わが国の無人機開発・生産状況 
日本産業用無人航空機協会HP、ＪＡＸＡＨＰなどの

資料から作成 

表３－１ 
滞空型高高度無人機システム

と米国の類似機の比較 

表３－２ 防衛庁における無人機の一例 

防衛庁政策評価書から抜粋 

表３－３ 

産業用無人航空機安全基準（回

転翼・無人地帯用）の安全確保

枠組み 

日本産業無人航空機協会 ＨＰ 

http://www.jauv.org/ 

 

http://www.jauv.org/
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図４－１ BMD運用構想図 防衛庁ホームページ 

図４－２ ゲリラ・特殊部隊作戦イメージ図－１ 作成 

図４－３ ゲリラ・特殊部隊作戦イメージ図－２ 作成 

図４－６ 対離島侵攻監視イメージ図 作成 

図４－５ 離島防衛時のデータリンク概要図 作成 

図４－６ 離島侵攻対処イメージ図 作成 

図４－７ 災害派遣時のデーターリンクイメージ 作成 

図４－８ 広域警戒・監視任務イメージ図 作成 

図４－９ 
空中有人無人システム技術デモンストレー

ション図－１ 

日本ヘリコプター技術協会新春講演会

資料 

図４-10 
空中有人無人システム技術デモンストレー

ション図－２ 

日本ヘリコプター技術協会新春講演会

資料 
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